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編） 」について



【資料1】

各裁判所の組織は,大別すると，

｢裁判部門jと｢司法行政部門｣に分けられます6

I司法行政部門I裁判部門
裁判部門では,各種の事件を裁判官が審理･裁判しますが，

その裁判を支える職種として,裁判所書記官,家庭裁判所

調査官,裁判所事務官などが置かれています。

司法行政部門では,事務局(総務課,人事課,会計課等)が

設置され,裁判事務の合理的･効率的な運用を図るため，

人や設備などの面で裁判部門を支援する職務を裁判所

事務官などが行っています。

｜ ｜地方裁判所の一例 家庭識判斯の一例

｜ 裁判部門｜ ｜司法行政部門I L洲部門 ｜ 匪壼

地方裁判所の一例

裁判部門 司法行政司法行政部門裁判部門 部門
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キャリアパス
裁判所では,学歴や採用年次などにとらわれることなく選考により管理職に昇任する仕組みをとっています｡日々のOJT

や研修などによりスキルアッブを図ることができ,全ての職員に対して意欲と能力に応じた多様なキヤリアバスが開かれて

います。

昇進の具体的イメージは次のとおりです｡異動･昇進は裁判部と事務局相互間でも行われます。

…

裁判所書記官伝 主任書記官(訟廷管理官） 伝次席書記官し 首席書記官裁判所事務官

…

事務局長課長補佐 事務局次長し 課長 抄 し係長 し

翻蠅

首席
家庭裁判所
調査官

次席
家庭裁判所
調査官

家庭裁判所

調査官補 家蕊曾所し 主任家庭裁判所調査官 し 傍

※本パンフレットに登堀する職員の所属･官聴は‘-す才くて平成29年4月1日現在のもので説



【資料2】

1 裁判所職員採用試験

○総合職試験（裁判所事務官）は，政策の企画立案に係る高い能力を有するかどう

かを， 一般職試験（裁判所事務官）は， 的確な事務処理に係る能力を有するかど

うかを重視して行う試験です。

(注）年齢の基準日 ：受験する年の4月1日

1

裁判所事務官
総合職試験（裁判所事務官）

(院卒者区分） (大卒程度区分）

一般職試験（裁判所事務官）

(大卒程度区分） (高卒者区分）

受験資格

30歳未満であっ

て 》 院卒及び院卒

見込みの者

21歳以上30歳未満

の者

21歳以上30歳未満

の者

高卒見込み及び

卒業後2年以内の

者（中学卒業後2

年以上5年未満の

者も受験可）

試
験
内
容

第1次

試験

第2次

試験

第3次

試験

基礎能力試験（多肢選択式）

専門試験（多肢選択式） 作文試験

政策論文試験（記述式）

論文試験（小論文，特例希望者のみ）

専門試験（記述式）

論文試験（小論文）

専門試験(記述式）

人物試験（個別面接）
人物試験

(個別面接）

人物試験

(個別面接）

人物試験（集団討論及び個別面接）

家庭裁判所調

査官補

総合職試験（家庭裁判所調査官補）

(院卒者区分） (大卒程度区分）

受験資格

30歳未満であっ

て ， 院卒及び院卒

見込みの者

21歳以上30歳未満

の者

試
験
内
容

第1次

試験

第2次

試験

基礎能力試験（多肢選択式）

専門試験（記述式）

政策論文試験（記述式）

専門試験（記述式）

人物試験（集団討論及び個別面接）



2 裁判所職員総合研修所裁判所書記官養成課程入所試験

3 裁判所書記官任用試験

2

養成課程
受験資格

官職 学歴 在職年数・年齢
試験内容

第一部

第二部

事務官

速記官

技 官

家裁調査官補

大学（法）卒

上記以外

年齢不問

1年

23歳以上

筆記試験（論文式）

第一部

憲法，民法，刑法及び民

事訴訟法又は刑事訴訟法

第二部

憲法，民法及び刑法

口述試験

(注） 受験資格の基準日 ：在職年数については試験の翌年の3月31日，年齢については試験

の翌年の4月1日

受験資格

官職 在職年数
試験内容

事務官

速記官

技 官

家裁調査官(補）

①旧事務官I種試験，旧総合職試験（法

律・経済区分）又は総合職試験（裁判所

事務官）合格者 4年

②旧事務官Ⅱ種試験，旧一般職試験（大

卒程度試験）又は一般職試験（裁判所事

務官，大卒程度区分）合格者 5年

③その他 9年

※②又は③に定める者のうち大学（法）

卒の者は，それぞれ1年在職年数を短縮

する 。

筆記試験（論文式）

憲法，民法，刑法及び民事訴

訟法（民事訴訟規則を含む。 ）

又は刑事訴訟法（刑事訴訟規

則を含む。 ）

口述試験

実務試験

(注） 受験資格の基準日:在職年数は試験を実施する年の3月31日
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【資料3】

裁判所予算定員の推移

平成18
年度

平成19

年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22

年度
平成23

年度
平成24
年度

平成25

年度
平成26
年度

平成27
年度

平成28

年度
平成29
年度

裁
判
官

最高裁長官･最高

裁判事･高裁長官

判事

判事補

簡裁判事

計

23

1,597

915

806

3‘341

23

1,637

950

806

3.416

23

1,677

985

806

3,491

23

1.717

1‘020

806

3.566

23

1,782

1.000

806

3,611

23

1,827

1,000

806

3.656

23

､1,857

1.000

806

3.686

23

1,889

1.000

806

3.718

23

1,921

1,000

806

3.750

23

1,953

1,000

806

3,782

23

1,985

1,000

806

3,814

23

2,035

977

806

3,841

一
般
職

書記官

速配官

家裁調査官
(補）

事務官

その他

計

9.030

325

1.591

9.365

1,775

22,086

9,160

305

1,591

9,355

1,675

22,086

90280

285

1,591

9,355

1,575

22,086

9.405

270

1.596

9,345

1,473

22,089

9,480

260

1.596

9.345

1,408

22.089

9.560

245

1,596

9,345

1‘343

22,089

9,640

240

1.596

9.335

1,248

22,059

9.688

235

1,596

9.325

1,182

22.026

9,732

230

1,596

9,315

1,117

21,990

9,771

225

1.596

9,316

1.046

21,954

9,810

220

1,596

9.317

975

21,918

9,834

215

1,596

9.334

904

21.883

合計 250427 25.502 25,577 25,655 25,700 25,745 25,745 25,744 25,740 25,736 25,732 25.724



【資料4】

裁判所における男女別･試験別採用状況

注1 （ ）内は女性を内数で示し, ［ ］内は総数に対する女性の割合である。

2平成25年度及び平成26年度は4月30日時点の採用者数,平成27年度以降は4月1日時点の採用者数を取りまとめたものである。

平成29年度

(平成28年度試験）

平成28年度

(平成27年度試験）

平成27年度

(平成26年度試験）

平成26年度

(平成25年度試験）

平成25年度

(平成24年度試験）

事
務
官 院

卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
裁
判
所
事
務
官
）

一
般
職
（
裁
判
所
事
務
官
）

大
卒
程
度

高
卒
者

10

( 1)[ 10.0%]

5

( 0)[ 0.0%]

5

（ 1 ） ［20.0％］

352

（ 190） ［ 54.0%］

38 ．

（ 18） ［ 47.4%］

11

（ 6） ［ 54.5%］

4

( 3) [ 75.0%]

（

7

3） ［42.9％］

277

（ 154） ［ 55.6%］

28

（ 18） ［ 64.3％］

院
卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
法
律
・
経
済
区
分
）

一
般
職

大
卒
程
度

高
卒
者

20

（ 7）［35.0%］

14

（ 3） ［21.4%］

6

（ 4） ［66.7％］

327

（ 166） ［50.8％］

31

（ 22） ［71.0％］

16

（ 8） ［50.0%］

13

（ 6） ［46.2%］

3

（ 2） ［66.7％］

369

（ 192） ［52.0%］

24

（ 16） ［66.7％］

4

( 2) [50.0%]

4

( 2)[50.0%]

0

（ 0） ［ ‐ ］

351

（ 194）［55.3%］

51

（ 45）［88.2%］

家
鯛
補 院

卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
家
庭
裁
判
所
調
査
官
補
）

42

（ 33） ［ 78.6％］

11

（ 9） ［ 81.8％］

31

（ 24） ［ 77.4%］

42

（ 36） ［ 85.7%］

9

( 9) [100.0%]

33

（ 27） ［ 81.8％］

院
卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
人
間
科
学
区
分
）

45

（ 31 ） ［68.9％］

14

（ 13） ［92.9％］

31

（ 18） ［58.1％］

48

（ 36） ［75.0%］

10

（ 8） ［80.0%］

38

（ 28） ［73.7％］

48

（ 35）［72.9%］

14

（ 12）［85.7％］

34

（ 23）［67.6％］

計

442

（ 242） ［ 54.8％］

358

（ 214） ［ 59.8%］

423

（ 226） ［53.4%］

457

（ 252） ［55.1％］

454

（ 276）［60.8%］



【資料5】

国の行政機関の機構・定員管理に関する方針

一戦略的人材配置の実現に向けて一

(鱒7期
国家公務員の総人件費に関する基本方針(平成26年7月25日閣議決定｡以下｢基

本方針」という｡）を踏まえ、各年度の国の行政機関の機構。定員管理を戦略的か

つ的確に実施するための基本的な枠組み及び指針を以下のとおり定める。

内閣人事局は､内閣の重要政策に迅速かつ的確に対処できるよう、この方針の下、

毎年度の機構・定員管理において、各年度に策定する人件費予算の配分の方針で示

す内閣としての重点分野に沿って審査を行い、府省の枠を超えた戦略的な機構・定

員配置を推進する。

1．機構管理の方針

国の行政機関の機構管理については、基本方針で示された、行政ニーズの変化

に的確に対応する簡素で効率的な行政組織の確立を推進するため、以下の方針に

沿って行うものとする。

①国の行政機関の機構管理については、既存機構の合理的再編成により対処す

ることを基本とするとともに、既存機構の不断の見直しを図り、政府全体とし

て戦略的な機構配置を実現する観点から、政策の重要度等を踏まえた機構の重

点配置及び府省の枠を超えた機構の再配置を推進する。

②このため、各府省は、機構の新設に当たっては､既存機構の廃止・再編等を

行うことを原則とするとともに、必要に応じて府省の枠を超えた機構再編につ

いても検討するものとする。内閣官房については、内閣及び内閣総理大臣を直

接に補佐する機関であることに鑑み、その機構の新設・再編に当たっては、政

策の重要度等を踏まえ、府省の枠を超えた柔軟な機構管理を行う。

③年度途中に顕在化した課題に対して、緊急に体制を整備する必要がある場合

には、毎年度の機構要求。審査手続によることなく、年度途中の機構要求・審

査を行うなど機動的・弾力的な機構管理を行う。

④③のほか、内閣の喫緊かつ重要な課題に対応するため、必要に応じて設置さ

れる内閣審議官等について、より柔軟に活用できるようにするものとする。

2．定員管理の方針

各府省の国家公務員の定員管理については、基本方針に基づき、府省の枠にと

1



‐

らわれない定員の再配置を的確に実施し、国の行政が適切に運営されるよう、以

下の方針に沿って行うものとする。

(1)計画期間中の定員管理

①各府省の定員の合理化については、 ICTの活用など行政の業務改革の取

組を推進しつつ、計画的に実施することとし、平成27年度以降、5年ごとに

基準年度を設定し､府省全体で､対基準年度末定員比で毎年2％（5年10％）

以上を合理化することを基本とする。内閣人事局は、各府省の直近の定員の

動向等を反映して、 5年ごとに各府省の合理化目標数を決定し、各府省に通

知する。

②各府省は、業務改革の取組を具体的に推進しつつ、定員の合理化を行い、

組織内における行政需要の変化を反映して、自律的な組織内の再配置に努め、

新規増員の抑制を図るものとする。その際、各府省の自己改革を促進する観

点から､合理化目標数の一部については､内閣人事局の定めるところにより、

業務改革による定員合理化の具体的な取組と併せて、再配置の要求を行うこ

とができることとする。これに係る合理化目標数については、各府省におけ

る業務改革の取組状況等を踏まえ、 5年の計画期間内において、各年度に実

施する合理化の員数を弾力化できることとする。

③上記のほか、各府省は、不断に業務改革に取り組み、定員合理化に努める

ものとする。

(2)各年度の定員管理

①内閣人事局は、内閣の重要政策に対応した戦略的な定員配置を実現する観

点から、府省の枠を超えて、大胆に定員の再配置を推進する。

②内閣の重要政策として相当規模の増員が必要な行政需要に係る事務・事業

や複数府省にまたがる事務・事業については、関連する他の府省からの定員

の振替に積極的に取り組むこととする。

③各府省は、業務量に応じた業務実施体制や効率的・効果的な業務処理の在

り方について不断に検証を行うとともに、行政事業レビューや政策評価の結

果､行政評価等による勧告等を反映し､定員配置の最適化を図ることとする。

各府省の業務改革の取組を推進するため、総務省は、毎年度の機構・定員

要求までに、各府省の業務改革の取組状況や業務の実施体制を点検し、「国の

行政の業務改革に関する取組方針」 （以下「取組方針」という｡）を策定する。

各府省は、取組方針を踏まえて機構・定員要求を行い、内閣人事局は、各府

省の業務改革の取組を機構・定員の審査に適切に反映させる。総務省及び内

閣人事局は、各府省の業務改革の具体的な取組及び機構。定員への反映状況

2



を毎年度取りまとめ、公表する。

④新規増員は、政府の新たな重要課題に適切に対処するため、政府全体の人

的資源の戦略的な再配置を実現する観点から、特に必要が認められる場合に

限ることとする。各府省は、既存業務の増大への対応に当たっては、自律的

な組織内の再配置によることを原則とし、新規増員は厳に抑制する。

⑤年度途中に顕在化した課題に対して、緊急に体制を整備する必要がある場

合には、定員上の措置を含め、機動的・弾力的に対応する。

3．その他

①各府省の国家公務員の定員管理の円滑化に資するため、府省間の呂

動の推進に努めるものとする。

②各府省は、各四半期末における欠員の状況を翌月末日までに内閣ノ

告するものとする。

③公庫等の職員についても、この方針に準じて措置するものとする。

府省間の実

各四半期末における欠員の状況を翌月末日までに内閣人

人員の移

事局に報

3



【資料6】

国家公務員の総人件費に関する基本方針

[蕾成驚7潮
国家公務員の総人件費については、以下の基本方針に基づき、関連する各制度

について、必要な見直しを行いつつ総合的に運用するものとする。

1 ．基本的考え方

（1） 内閣の重要政策に対応するため、幹部職員人事の一元管理、人事行政及び

組織管理を一体として行うことを通じ、府省の枠を超えた戦略的・機動的な人

材配置の実現を目指す。このため、人的資源及び人件費予算の効果的な配分を

行う。

（2） 厳しい財政事情に鑑み、職員構成の高齢化や雇用と年金の接続に伴う構造

的な人件費の増加を抑制するとともに、簡素で効率的な行政組織・体制を確立

することにより、総人件費の抑制を図る。

（3）行政ニーズの変化に対応した行政組織の不断の見直し、組織活力の向上や人

材の確保・育成、公務能率の向上に取り組み、コストパフォーマンスの高い政

府の組織体制を確立することで、人件費の生み出す価値を一層高める。

（4） あわせて、総人件費に関連する各制度及びその運用状況について国民の理

解を得るよう努める。

2．給与及び退職給付

給与については、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、国政全般

の観点から検討を行った上で取扱いを決定する。

また、職員の士気や組織活力の向上を図るとともに、国民の理解を得る観点

から、地域の民間賃金や60歳超を含む高齢層従業員の給与の実態も踏まえつつ、

能力・実績の給与への一層の反映や給与カーブの見直し等を推進する。

さらに、退職給付（退職手当及び年金払い退職給付（使用者拠出分） ）につ

いて、官民比較に基づき、概ね5年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うこ

とを通じて、官民均衡を確保する。また、職員の年齢別構成を適正化し、組織

活力の向上を図る観点から早期退職募集制度を活用する。

1



3．機構・定員及び級別定数

国の行政機関の機構管理については、行政ニーズの変化に的確に対応しつつ、

簡素で効率的な行政組織の確立を図るため、既存機構の合理的再編成により対

処することを基本とするとともに、既存機構の不断の見直しを行い、内閣の重

要政策に戦略的・機動的に対応するための機構配置・再編を図る。

定員管理については、これまでの取組により主要先進国と比較してスリムな

行政組織となっているが、厳しい財政事情にも鑑み、 ICTの活用などの業務

改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むとともに、府省の枠にとらわれ

ず定員の再配置を大胆に進め、内閣の重要政策に迅速かつ的確に対応できる体

制を構築する。

級別定数及び指定職の号俸については、政府全体を通ずる国家公務員の人事

管理にも資するよう、内閣の重要政策に対応できる体制を機構・定員管理と一

体となって実現する。その際、複雑・高度化、ICTの活用などの業務の変化

に応じ、官職の職責を適切に評価する。これらに当たり、適正な勤務条件の確

保の観点からの人事院の意見を十分に尊重する。

4．人件費の生み出す価値の向上

人件費の生み出す価値を一層高める観点から、①適切な退職管理の実施と有

為な人材の計画的な採用による組織活力向上、②人事交流の推進や研修等を通

じた計画的な人材育成、③人事評価の的確な実施とその結果の反映を通じた能

力・実績主義に基づく人事の推進、④女性の採用・登用の拡大と職員が働きや

すい環境の整備、⑤意欲と能力を有する高齢層職員の活用、⑥業務運営の見直

しやマネジメントの改革を通じた働き方の改革を推進する。

5．その他

内閣総理大臣は、上記の方針を踏まえ、毎年度、概算要求前に、人件費予算

の配分の方針を定めるものとする。

2



【資料7】

給与勧告の骨子

○本年の給与勧告のポイント

月例給､ボーナスともに引上げ

①民間給与との較差（0. 15％）を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、
給与制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の手当額を引上げ

②ボーナスを引上げ（0.1月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分

給与制度の総合的見直し

①本府省業務調整手当の手当額を引上げ

②経過措置の廃止等に伴って生ずる原資を用いて、若年層を中心に、平成27年1月1日
に抑制された昇給を回復

給与勧告制度の基本的考え方

(給与勧告の意義と役割）

・ 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時変更することができる。その変
更に関し必要な勧告・報告を行うことは、国家公務員法に定められた人事院の責務

・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機能を有す
るものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

・ 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、経済・雇用情勢等
を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

I

(現行の民間給与との比較方法等）

・ 公務と民間企業の給与比較は、単純な平均値ではなく、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の給
与決定要素を合わせて比較することが適当

， 企業規模50人以上の多くの民間企業は部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同種・

同等の者同士による給与比較が可能。さらに、現行の調査対象事業所数であれば、実地による精綴な

調査が可能であり、調査の精確性を維持

Ⅱ民間給与との較差に基づく給与改定

1 民間給与との比較

約12,400民間事業所の約53万人の個人別給与を実地調査（完了率87.8％）

<月例給＞公務と民間の4月分の給与額を比較

○民間給与との較差 631円 0． 15%[行政職(一)…現行給与410,719円平均年齢43.6歳〕

． 〔俸給456円本府省業務調整手当119円はね返り分(注) 56円〕

（注)俸給等の改定に伴い諸手''1の額が増減する分

<ボーナス＞昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績（支給割合） と公務の年間
の支給月数を比較

○民間の支給割合 4.42月 （公務の支給月数4．30月）

2給与改定の内容と考え方

<月例給＞

（1）俸給表

①行政職俸給表(－）

民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験、一般職試験（大卒程度）及び

一般職試験（高卒者）採用職員の初任給を1,000円引上げ。若年層についても同程度の改定。

その他は、それぞれ400円の引上げを基本に改定（平均改定率0.2％）

②その他の俸給表

行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定（指定職俸給表は改定なし）



(2)本府省業務調整手当

給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、係長級の手当額を900円、係員級の手当額

を600円引上げ

(3)初任給調整手当

医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、所要の改定

<ボーナス＞

民間の支給割合に見合うよう引上げ4.30月分→4.40月分

民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手当に配分

（一般の職員の場合の支給月数）

[実施時期］

・月例給：平成29年4月1日

・ボーナス：法律の公布日

Ⅲ給与制度の総合的見直し等

1 給与制度の総合的見直し

・ 国家公務員給与における諸課題に対応するため、平成26年の勧告時において、地域間の給与配分、

世代間の給与配分及び職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しを行うこととし、平成27年4月か

ら3年間で、俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しを実施

＊ 55歳を超える職員（行政職俸給表(一)6級相当以上）の俸給等の1.5％減額支給措置及び俸給

表水準の引下げの際の経過措置については、平成30年3月31日をもって廃止

・ 平成30年度は、本府省業務調整手当の手当額について、係長級は基準となる俸給月額の6％相当

額に、係員級は同4％相当額にそれぞれ引上げ

・ 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資の残余分を用いて、若年層を中心に、平成27年1月1日に

抑制された昇給を回復することとし、平成30年4月1日において37歳に満たない職員の号俸を同日
に1号俸上位に調整

2その他

（1）住居手当

受給者の増加の動向を注視しつつ、職員の家賃負担の状況、民間の支給状況等を踏まえ、必要な
検討

(2)再任用職員の給与

再任用職員の給与の在り方について、各府省における円滑な人事管理を図る観点から、民間企業

の再雇用者の給与の動向、各府省における再任用制度の運用状況等を踏まえつつ、定年の引上げに

向けた具体的な検討との整合性にも留意しながら、引き続き、必要な検討

(3)非常勤職員の給与

本年7月、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることなど、非常勤職員の給与に関する指針を

改正。早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう、各府省を指導

6月期 12月期

29年度期末手当

勤勉手当

1.225月 （支給済み）

0.85月 （支給済み）

1.375月 （改定なし）

0．95月 （現行0.85月）

30年度期末手当

以降 勤勉手当

1.225月

0．90月

1.375月

0．90月



【資料8】

国家公務員の雇用と年金の接続について

［蕾成‘皇年｡具’6皇］
国家公務員の高齢期雇用については、平成13年度から始まった公

的年金の基礎年金相当部分の支給開始年齢の65歳への段階的な引上

げに対応し、同年度に60歳定年後の継続勤務のための任用制度とし

て新たな再任用制度が施行され、多くの職員が再任用されてきたと

ころである。

平成25年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も段階

的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、無収入期間が

発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図るとともに、人

事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用し

ていくため、人事院の「定年を段階的に65歳に引き上げるための国

家公務員法等の改正についての意見の申出」 （以下「意見の申出」 と

いう｡）の趣旨、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46

年法律第68号）に掲げられている高年齢者雇用に係る基本的理念や

事業主の責務規定の内容等を踏まえ、当面、下記のとおり、定年退

職する職員（勤務延長後退職する職員を含む。以下同じ｡）が公的年

金の支給開始年齢（以下「年金支給開始年齢」 という｡）に達するま

での間、再任用を希望する職員については再任用するものとするこ

とで、国家公務員の雇用と年金を確実に接続することとする。

記

1

① （定年退職する職員の再任用）

定年退職する職員が再任用を希望する場合､当該職員の任命権者

は、退職日の翌日、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第81



条の4の規定又は自衛隊法（昭和29年法律第165号）第44条の4

の規定に基づき、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで、常時

勤務を要する官職（以下「フルタイム官職」 という｡）に当該職員

を再任用するものとする。ただし、当該任命権者は、職員の年齢別

構成の適正化を図る観点から再任用を希望する職員をフルタイム

官職に再任用することが困難であると認められる場合又は当該職

員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合には､当該

職員が年金支給開始年齢に達するまで、国家公務員法第81条の5

の規定又は自衛隊法第44条の5の規定に基づき、短時間勤務の官

職に当該職員を再任用することができる。

② （能力・実績主義と再任用しない者の要件）

再任用職員も含めた職員全体のモチベーションの維持向上と意

欲と能力のある人材の最大限の活用の観点から、能力・実績に基づ

く信賞必罰の人事管理を徹底するとともに､そのための環境を整備

する。再任用を希望する者が国家公務員法第38条若しくは第78

条の規定又は自衛隊法第38条若しくは第42条の規定に基づく欠格

事由又は分限免職事由に該当する場合には、上記①は適用しない。

③ （職務の在り方）

再任用制度の下、意欲と能力のある人材を、幅広い職域で最大限

活用できるよう努めるとともに､職員が培ってきた多様な専門的知

識や経験について､公務内で積極的に活用できる環境を整備するほ

か､受入れ側のニーズを踏まえつつ人事交流機会の拡大を図るなど

公務内外の分野での複線型人事管理を進めていくこととする。

④ （再任用に係る任命権者間の調整）

再任用制度が適切に運用されるよう、各府省において任命権者間



での調整や情報提供に努めるものとする。

⑤ （一定の管理職を再任用する際の官職）

人事の新陳代謝を図り組織活力を維持するため、本府省の局長、

部長、課長等（本府省の職制上の段階の標準的な官職が局長、部長

又は課長に相当するものをいう｡）については、再任用職員を任用

しないものとする。

⑥ （多様な働き方の選択）

多様な働き方を求める60歳を超える職員が、勤務時間以外の時

間を活用して、希望する人生設計の実現に資するため、職員が培っ

てきた多様な専門的知識や経験を活かした活動や新たな分野での

活動を行うことを希望する場合には､公務の遂行等に支障が生じな

い範囲内で適切な配慮を行うものとする。

⑦ （早期退職の支援）

年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図るため､早期

退職募集制度の適切な運用を図る。これに伴い、民間の再就職支援

会社を活用した再就職支援を実施する。

⑧ （60歳超職員の追加的増加への対応）

公務員人件費抑制の観点を踏まえつつ､希望する職員を上記①に

基づき再任用することと、若手職員の安定的・計画的な確保及び人

事の新陳代謝を図ることとが可能となるよう、必要な措置を講じる

こととする。

⑨ （人事院に対する要請）

再任用制度の下、定年退職した職員を、幅広い職域や勤務地で活



用すること等再任用職員の今後の職務や働き方の実情等を踏まえ、

給与制度上の措置について必要な検討を行うよう、人事院に対し要

請する。

⑩ （検証と見直し）

再任用制度の活用状況を検証するとともに､年金支給開始年齢の

段階的な引上げの時期ごとに､公務の運営状況や民間企業における

高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し､意見の申出を踏まえつ

つ､段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方につい

て改めて検討を行う。また、加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行

に支障を来すおそれがある職務に従事する職員について､その職務

の特殊性を踏まえ、再任用制度の運用に当たり、公務の円滑な遂行

に支障が生じないよう、必要な措置の検討を行う。

⑪ （その他）

自衛官の雇用と年金の接続については、その特殊性を十分考慮

した上で、本決定の趣旨に沿って必要な措置を講ずるものとする。

人事院､会計検査院及び独立行政法人通則法(平成ll年法律第103

号）第2条第2項に規定する特定独立行政法人に対しては、雇用

と年金の接続のための措置について本決定の趣旨に沿って講ずる

よう要請する。また､地方公務員の雇用と年金の接続については、

各地方公共団体において、本決定の趣旨を踏まえ、能力・実績に

基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を

講ずるよう要請する。警察法（昭和29年法律第162号）第56条

の2に規定する特定地方警務官の雇用と年金の接続については、

各都道府県警察において、地方公務員に対する措置に準じた措置

を講ずるよう要請する。
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【資料9】
（平成30年2月16日）

公務員の定年の引上げに関する検討会論点整理（概要）

I基本識哉と検討の方向↑

⑪F均寿命の伸長、少子高齢化の進展､②複雑高度化する行政課題への的確な対応

＝定年を段階的に65歳に引き上げる方向で検討

その際、民間企業における高齢者雇用の状況、組織活力の維持の必要性、総

人件費の鋤ﾛの抑制の要請等を踏まえ、国民の理解を得ることが必要

※段階的な定年引上げの過程においては、フルタイム再任用を一層活用

鵠鯛臘鑿
匝~走牢蔀蔬E司吾 ぞあ諦薊ミラr、そあ涙詞

（1）定年の引き上げ方

一定の準備期間を置いた上で、新規採用や職員の年齢構成への影響を勘案し、

段階的に引上{ヂ

（2）長期的な視野に立った計画的な人材育成・能力開発

高齢期における活躍機会の創出にも資するよう、専門能力を酒養し、複線型キ

ヤリアパスを確立

（3）組織活力の維持のための施策の在り方

①能力及び実績に基づいた人事管理の徹底（セレクションの厳格化等）

鮴府省・地方機関の管理職以上の職員を対象に役職定年制を導入

③真に必要な規模の新規採用の継続

（4）総人件費管理と人件費の価値の向上

①民間給与水準との均衡の確保及び総人件費の増加の抑制の必要性を踏まえ、60

歳以上の職員の給与水準を一定程度引き下げ

②人手を掛けない業務体制への転換（業務改革）や働き方改革による生産性向上

への取組（人件費の生み出す価値の向上）

（5）高齢期における多様な職業生活設計の支援

⑪0歳以降定年年齢前までの職員を短時間勤務で再任用する仕組みの導入

②自主的な選択としての早期退職の支援(官民人材交流センターの一層の活用等）

（6）その他

加齢困難職種の取扱い、自衛官等特別剛国家公務員。地方公務員の取扱い

＝人事院における検討を踏まえた上で、具体的な制度設計を行い、結論を得ていく
必要



|女性の羅生詞=おけ毒藩躍ゐ推進に関する法‘律女性の
6 ’

【資料10】

の概要

自らの意思によって職業生活を営み､又は営もうとする女性の個性と能力が十分に

発揮されることが一層重要｡このため､以下を基本原則として､女性の職業生活に
おける活躍を推進し､豊かで活力ある社会の実現を図る°

＞女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定
的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配盧が行われること

＞職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と
家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること

＞女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

基本方針等の策定

国は､女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。

地方公共団体(都道府県､市町村)は､上記基本方針等を勘案して､当該区域内
における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)。努力義務)。

●
●「

｜
年一一Fユーー■■■ －－

事業主行動計画の策定等F－－
●国は､事業主行動計画の策定に関する指針を策定。

●国や地方公共団体､民間事業主は以下の事項を実施。
（労働者が300人以下の民間事業主については努力義務）

■9一一一

女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析

【参考】状況把握する事項： ①女性採用比率 ②勤続年数男女差
③労働時間の状況④女性管理職比率等

上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする
｢事業主行動計画」の策定・公表等（取組実施・目標達成は努力義務）
女性の活躍に関する情報の公表
（省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表）

＞

＞

＞

（

●国は､優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。
ー

ーー一‐ロー■、－ ■ー 一－一一 一■ 一一 垂 ‐

糞縫の職業生瀦雇藷蝿活躍を維遥認溺轟燕瀧■一一一一…
●国は､職業訓練･職業紹介､啓発活動､情報の収集･提供等を行うこととする。

地方公共団体は､相談｡助言等に努めることとする。

●地域において､女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う｢協議会｣を組織
することができることとする(任意)。

丘ｵ’一一一・-－－－．－いつ一一一一一口' ‘ロー弓凹凸一一一・ 一 了 一,一一 二垂 ｰ 竺賂 4立毛寺エ一ロー函 ■ー■4 一致4 今一‘一角･召,』 一一 定ユー■■ 二

一再 ･凸一一一声dq 囲剰●し画 F■ー－－＝■ーご- ロー ーム布画一一岸一一一-一・一■一R 巨竺

●原則､公布日施行(事業主行動計画の策定については､平成28年4月1日施行)。

● 10年間の時限立法。
2－一寸面 －－ 一堂一つ…~や角



【資料1 1】

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に

基づく裁判所特定事業主行動計画

平成28年3月24日

最高裁判所事務総長

第1 目的等

少子高齢化の進行とともに生産年齢人口が減少する中で，我が国の経

済社会が持続的に発展していくためにも，我が国最大の潜在力である

「女性の力」を最大限発揮できるようにし， 「男女共同参画社会」を実

現することは政府全体で取り組む喫緊の課題となっている。

裁判所においては， これまでも働きやすい職場環境の整備を進め，女

性の活躍の推進を図ってきたところであるが，職員に占める女性の割合

が約4割，裁判官に占める女性の割合が約2割という状況を踏まえ，女

性の活躍の推進に取り組み，多様な人材を活かす方策を進めることは，

子育てや介護を担う男女を含む組織全員の力を最大限発揮できるように

することにつながり，組織活力を維持・向上させ，ひいては国民の期待

に応える司法サービスの一層の充実を図るために必要である。

こうした視点に基づき女性の活躍を推進するには， 男女全ての裁判

官・職員の「働き方改革」により仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）を実現することが不可欠である。

このような考え方を踏まえ，女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成27年法律第64号）第15条に基づき， 平成28年度

から平成32年度末までを計画期間とする裁判所特定事業主行動計画を

策定する。

なお，次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第1

9条に基づく特定事業主行動計画（平成27年3月27日改定後の第3

期計画）については， その取組内容及び計画期間を一部改定の上，本行

動計画と一体的に策定するものとする。

第2 採用

1 採用について

職員の採用については，現状において，裁判所職員採用総合職試験

及び裁判所職員採用一般職試験からの採用者全体に占める女性割合が

5割を超えている。 この割合は採用試験合格者全体に占める割合に見

1



合ったものであり， 引き続き， 同様の状況となるよう努める。

裁判官の採用については， これまでも男女の別なく，対象者の能力，

適性をはじめとするすべての事情を総合的に勘案して，裁判官として

相応しい者を最高裁判所において指名してきており， また任命されて

きていることから，今後ともこうした努力を続ける。

2 きめ細かな実効性のある広報活動等の推進

（1） 男性職員・女性職員の偏りなく，募集パンフレット等で取り上げ

たり，業務説明会等に派遣するなど， 男女を問わず，意欲のある有

為な人材を裁判所に誘致するための実効性のある広報活動を推進す

る。

（2） 採用担当面接官をはじめ採用に関わる職員の意識啓発に， 引き続

き努める。

第3 登用

1 登用について ．

女性職員の登用については， これまでも意欲と能力のある職員の登

用を進めてきているが，女性職員の在職状況を踏まえ， 平成32年度

末において，係長相当職に占める女性割合を45％， 下級裁判所課長

・最高裁判所課長補佐相当職に占める女性割合を30％，最高裁判所

課長相当職に占める女性割合を18％，指定職相当に占め.る女性割合

を8％とすることを目標とする。

2 女性職員の職域拡大，計画的な育成等

（1） 採用時の配置について， 引き続き， 男女で偏りのないよう配慮す

る。

（2） 業務研修，登用に資することを目的とした研修等の実施に当たっ

ては，意欲と能力のある女性職員が積極的に参加できるよう’研修

参加の機会の平等な付与に努める。

（3） ワーク・ライフ・バランスの実現に対する不安など，女性職員の

登用の障害となっている事由をできる限り個別具体的に把握・分析

し， その解消に当たってもきめ細やかな対応に努める。

（4） 職員の意欲と能力の把握に努めつつ，職員に対する職務経験の付
与に当たっては，適切な指導・育成を，付与後においては必要な支

援を行い，性別や育児等の事情の有無による偏りのないよう配慮す

る。

また， 管理職員（蕊，に対する職務経験の付与時及び付与後におい
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ても同様の配慮を行う。

（5） 意欲と能力のある女性職員の登用促進に向けて， 人事評価制度の

活用等による能力・実績主義による適材適所の人事配置の徹底など

人材の育成・活用を図る･

（6） 登用が困難な事情があっても，事情が止んだ後に，意欲と能力に

応じて登用できるよう，継続的なキャリア形成に配慮する。

（7） 管理職員昇任時を含め，職員に官署を異にする異動を命ずる場合

において， それにより子の養育又は家族の介護を行うことが困難と

なる職員がいるときは， 引き続き，公平性や適材適所の任用配置と

いう観点を踏まえつつ，職員の家庭事情に配慮した異動を実施する

よう努める。

（8） これまでの人事管理について，登用を阻害する要因がないか， 不

断の見直しを図る。

3 意識改革

（1） 幹部職員‘蟻）から，裁判官及び管理職員を始めとする全ての職員

に対し，女性職員の登用を図る観点から，従来の意識や慣行の改革，

女性職員のキャリア形成支援等意欲を向上させる取組の重要性につ

いての明確なメッセージを継続的に発出する。

（2） 全ての裁判官・職員を対象に，研修や裁判所内LANを利用した

情報提供等の機会を通じ，女性の職業生活における活躍に向けた

取組， とりわけ， 女性職員の登用に資する取組について積極的に

取り上げる機会を設ける。

4 キャリア形成支援

（1） 研修等の機会に限らず， 日常的な業務を通じて，身近な管理職員

が部署のマネジメントを行う中で部下職員に管理職員の役割につい

ての理解を深めさせるなど女性職員のより一層の意識啓発に努める

ほか，意欲増進等に向けた研修などの実施及びその充実に努める。

（2） 先輩女性職員の活躍状況や経験談等を紹介すること等を通じて，

採用間もないころから継続的に，将来のキャリア形成について考え

る機会を付与する。

（3） 女性職員の目標となり得るような女性管理職員をできる限り配置

するよう努める。また，女性職員がキャリア形成に関する悩みやワ

ーク・ライフ・バランスに関する悩みを相談できる環境や体制の充

実を図る。

（※） 「管理職員」 とは，地方・家庭裁判所の主任書記官， 主任家裁調査
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官， 事務局課長補佐相当職以上の職員をいう。 「幹部職員」 とは，

次席書記官， 次席家裁調査官，事務局次長相当職以上の職員及び高

等裁判所長官，地方・家庭裁判所長等をいう。

4 長時間勤務の是正等男女双方の働き方改革

1 価値観・意識の改革

（1） 幹部職員から，裁判官及び管理職員を始めとする全ての職員に対

し，組織の生産性・持続可能性を高める観点から働き方に対するこ

れまでの価値観を抜本的に変える必要があることについて明確なメ

ッセージを継続的に発出する。

（2） ワーク・ライフ・バランス推進の観点から， 毎年，積極的な取組

を促す契機となるような効果的な取組を集中的に実施する期間を設

ける。

（3） 効率的な業務運営やワーク・ライフ・バランスに資する取組につ

いて適切に人事評価に反映する。

2 職場における仕事改革

（1） コスト意識を持って，職場ごとの事務の簡素化・合理化に努める

とともに，職場全体の業務の運営状況の把握に努め，適正な事務分

配となるよう配慮する。また，必要に応じて，事務処理状況に配慮

した人員配置の是正に取り組む。

（2） 裁判所における会議，打合せ等に関しては， その効率的運営に努

め，勤務時間内に終えることを原則とする。

（3） 管理職員が行っている業務の見直しや管理業務に対するサポート

態勢の充実を図るなど， 管理職員となっても引き続きワーク ・ラ

イフ・バランスの実現が可能となるような環境整備を図る。

（4） 全庁一斉定時退庁日の実施について周知するとともに，職場の実

情に応じて別の日を定時退庁日と定める等して，少なくとも週に1

回は定時退庁が可能な環境を整備する。

（5） 年次休暇について， ゴールデンウイーク及びその他の連休並びに

夏季（7月から9月まで）における連続休暇（週休日や休日を組み

合わせたものを含む。 ）の取得を促進する。

（6） 裁判官・職員が毎月少なくとも1日は「リフレッシュ・デー」 と

して年次休暇を取得できるよう配慮するとともに，年次休暇等取得

計画表を活用するなどして年次休暇の計画的な取得に向けた職場環

境の整備を図る。

第4
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こうした取組を通じて，年間20日の年次休暇のうち，裁判官・

職員一人当たりの年次休暇の平均取得日数割合を平成32年度まで

毎年80％（16． 0日）以上とすることを目標とする。

3 働く時間の柔軟化

フレックスタイム制を導入することにより，裁判所における適切な

公務運営を確保しつつ，特に，育児や介護等で時間制約のある職員が

その状況に応じた柔軟な働き方ができ， かつ， フルタイム勤務と同様

の職務経験の付与が図れるよう配慮する。

5 家事，子育てや介護をしながら活躍できる職場環境の整備

1 男性の家庭生活への関わりの推進

（1） 男女を問わず，仕事と生活を両立しながら真に協働できる職場を

目指し，職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識の是正を進め

る。

（2） 男性の裁判官・職員の育児等にかかる状況を把握するとともに，

両立支援制度を周知，説明し， 「チャイルドプラン」を活用するこ

とにより必要に応じて業務の応援態勢を作るなどして育児休業，休

暇等の取得促進を図る。

（3） 男性の家庭生活への関わりを推進するため，平成32年度までに，

①男性の育児休業についてはその取得率を裁判官，職員のいずれも

20％とし，②育児参加休暇については3日以上の休暇取得率を裁

判官・職員について80％とし，③配偶者出産休暇については休暇

取得率を裁判官・職員について90％とすることを目標とする。

2 育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備

(1) 「出産・育児・介護に関する休暇及び休業制度ハンドブック」や

「チャイルドプラン」を活用し，母性保護・健康管理の観点から設

けられている諸制度や仕事と育児・介護の両立支援制度について周

知するとともに， あわせて出産費用の給付等の経済的な支援措置に

ついても周知する。

また，育児休業等経験者の体験談を紹介する等して，各制度の利

用を促進する。

（2） 管理職員に対し， 上記諸制度等や裁判所における取組等について

の研修，講習を実施する。

（3） 育児休業について，取得しやすい職場環境を整備するとともに，

より一層， 育児休業取得職員の代替要員の確保その他の執務態勢の
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整備に努める。

(4) 育児休業を取得した裁判官・職員の円滑な職務復帰に向け， 育児

休業中に職務関連情報を提供したり，復帰時に改めて研修等を実施

する等，育児休業中・復帰後を通じた一連のフオローアップ態勢の

充実に努める。

(5) 男女を問わず，裁判官・職員に対する異動面談等の機会を通じて，

家庭事情等本人が抱える事情の把握に努める。

(6) 裁判官・職員に官署を異にする異動を命ずる場合において， それ

により子の養育又は家族の介護を行うことが困難となる者がいると

きは， 引き続き，公平性や適材適所の任用配置という観点を踏まえ

つつ，本人の家庭事情に配慮した異動を実施するよう努める。

(7) 保育施設の整備等子育てを行う職員の支援方策の充実について，

地域における次世代育成支援対策や少子化対策の取組の状況を注意

深く見守りながら，裁判所の組織の特殊性や裁判官・職員のニーズ

等も踏まえ，裁判所としてどのような取組が可能かを引き続き検討

する。

第6 その他の次世代育成支援対策に関する具体的取組

1 子育てバリアフリー

(1) 子どもを連れた来庁者の実情を踏まえ，改修等の機会に併せ，乳

幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベピーベッドの設置を

進める。

（2） 子どもを連れた来庁者の利用しやすさに配慮し，全ての裁判官・

職員が親切で丁寧な対応を行えるよう接遇態度の向上を図る。

2 子どもに関する地域貢献活動

（1） 児童や学生を中心とした裁判所見学や裁判傍聴会の企画を充実さ

せるとともに，子どもを対象とした広報活動を行う。

（2） 専門分野を活かした講演等を行うことを目的とした裁判官・職員

の小中学校等への派遣を積極的に行う。

（3） スポーツや文化活動等の子どもに関する地域活動や防犯活動等に

裁判官・職員が積極的な参加ができるよう環境整備に努める。

推進体制

裁判所特定事業主行動計画策定・推進検討会

最高裁判所に置かれた裁判所特定事業主行動計画策定・推進検討会
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において，毎年度1回，行動計画の取組状況や目標の達成状況等のフ

オローアップを行う。

また，行動計画の推進に関する事務の中核を担う者として，裁判所

特定事業主行動計画推進担当者を最高裁判所及び高等裁判所に置く。

行動計画のフオローアップ及び公表等

行動計画に基づく取組の実施状況について，毎年度1回公表する。

2
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【資料12】

平成29年5月31日

最高裁判所裁判部庶-務主任殿

最高裁判所事務総局局課庶務主任殿

司法研修所事務局総務課長殿

裁判所職員総合研修所事務局総務課長殿

最高裁判所図書館庶務主任殿

最高裁判所事務総局人事局能率課長髭野勝之

「裁判所職員のための両立支援制度ハンドブック （フレックス

タイム制編） 」について（送付）

標記のハンドブック （フレックスタイム制編）について，別添のとおりまとめまし

たので送付します。

これは，平成28年3月に送付した「フレックスタイム制Q&A」に改訂を加え，

新たに作成したものです。

ついては，職員に対し，本ハンドブックを回覧する等の方法により周知を図るほか，

管理職員に配布するなどして，職場内における両立支援制度の拡充に向けた環境整備

に役立てるよう， よろしくお取り計らいください。

なお，本ハンドブックについては，制度の利用を検討している職員がいつでも閲

覧できるよう，後日, J ･NETポータルに掲載する予定です。
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○裁判所法 ．

． （昭和22年4月16日公布法律第59号） （抄）
0

第二十七条 （判事補の職権の制限） ・判事補は、他の法律に特別の定のある場

合を除いて、一人で裁判をすることができない。

②判事補は、同時に二人以上合蟻体に加わり、又は裁判長となることができな

い。

第二十八条 （裁判官の職務の代行） 地方裁判所において裁判事務の取扱上さ

し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄

区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地

方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

②前項の規定により当該地方裁判所のさし迫った必要をみたすこ･とができない

特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高

等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所､家庭裁判所又はその高等

裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第二十九条 （司法行政事務） 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人

に各地方裁判所長を命ずる。

②各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の識によるものとし、

各地方裁判所長が、 これを総括する。

③各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判

所長が、その議長となる。

第四編裁判所の職員及び司法修習生

第一章裁判官 ・

第三十九条 （最高裁判所の裁判官の住免） 最高裁判所長官は､･内閣の指名に

基いて、天皇がこれを任命する。
望

②最高裁判所判事は、内閣でこ．れを任命する。

③最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。

④最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定・

めるところにより国民の審査に付される。

第四十条 (下級裁判所の裁判官の任免） 高等裁判所長官、判事、判事補及び

。

）
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簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命

する。

②高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

③第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その

任期を終えるものとし、再任されることができる。

第四十一条 （最高裁判所の裁判官の任命資格） 最高.裁判所の裁判官は、識見

の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのう

ち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に

在った者又は左の各号に掲げる職の一若し･くは二以上に在ってその年数を

通算して二十年以上になる者でなければならない。

一高等裁判所長官 、

二判事

三簡易裁判所判事

四検察官

五弁護士

六別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授

②五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在った者又は十

年以上同項第一号から第六号まで.に掲げる職の一若しくは二以上に在った者が

判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、

裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の

職に在ったときは、その在職は、同項の規定の適用については、 これを同項

第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。

③前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる

職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に

在った年数とする。

④三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者が簡

易裁判所判事、検察官又は弁賎士の職に就いた場合においては、その簡易裁判

所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数については、

前項の規定は、 これを適用しない。
I ・

第四十二条 （高等裁判所長官及び判事の任命賓格） 高等裁判所長官及び判事
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は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在ってその年数を通算して十年以上に

なる者の中からこれを任命する。

一判事補 ．

二簡易裁判所判事

三検察官

四弁護士

五裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

六前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授

②前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上

に在った者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在ったときは、
● O

その在職は、 これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。 ．

③前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項･に掲げる

職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に

在った年数とする。 、

④三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者

が簡易裁判所判事､検察官又は弁護士の職に就いた場合においては､その簡易裁

判所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数については、

前項の規定は、 これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判

所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易

‘裁判所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数につい

ても、同様とする。

第四十三条 （判事補の任命資格） 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の

中からこれを任命する。

第四十四条 （簡易裁判所判事の任命資格） 簡易裁判所判事は、高等裁判所長

官若しくは判事の職に在った者又は．次の各号に掲げる職の一若しくは二.以上に

在ってその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。

一判事補

二検察官

三弁護士

四裁判所調査官､裁判所事務官､司法研修所教官､裁判所職員総合研修所教官、

、

、
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法務事務官又は法務教官

五第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授

②前項の規定の適用につ’いては、同項第二号乃至第四号に掲げ･る職に在った年

数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数と

する。

③司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に

合格した後の検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数について

は、前項の規定は、 これを適用しない。

第四十五条 （簡易裁判所判事の遇考任命） 多年司法事務にたずさわり、その

他簡易裁判所判事の職務に必要な学織経験のある者は､前条第一項に掲げる者に

該.当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事

に任命されることができる。

②簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。

第四十六条 （任命の欠格事由） 他の法律の定めるところにより一般の官吏に

任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官

に任命することができない。 ・

一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

第四十七条 （補職） ‘下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。

第四十八条 （身分の保障)． 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律

による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執る

ことが.できないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、

転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはな.い。

第四十九条 （懲戒） 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、

又は品位を辱める行状があったときはく別に法律,で定めると．ころにより裁判

によって.懲戒･さ･れる。 、

第五十条． （定年） 最高裁判所の裁判官は､､年齢七十年、高等裁判所、地方裁

判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は､年齢七

十年に達した時に退官する。

第五十一条 （報酬） 裁判官の受ける報酬については、 ､別に法律でこれを定め

､

恥
、
Ｉ
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I

る。

第五十二条 （政治運動等の禁止） 裁判官は、在任中、左の行為をすることが

できない。

・一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をす

ること。

二最高裁判所の許可のある場合を除いて、 .報酬のある他の職務に従事する

こと。

三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

第七十五条 （評譲の秘密） 合議体でする裁判の評礒は、 これを公行しない。

但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。

②評畿は、裁判長が、 これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並.ぴ

に各裁判官の意見及びその多少の数については、 この法律に特別の定がない限

り、秘密を守らなければならない。

第八十条 （司法行政の監督） 司法行政の監督権は、左の各号の定めるとこ

ろによりこれを行う。

一最高裁判所は､最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督･す

る。

二各高等裁判所は､その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及び

その職員を監督する。

三各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及び

その職員を監督する。

四各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。

五第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外

の職員を監督する。

． （原文は縦書き）
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Ｑ
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最高裁人任E第410号

（人い－7）

平成4年4月28日

C

高等裁判所長官
･地方裁判所長
家庭裁判所長
最高裁判所事務総局局課長
司法研修所長
裁判所書記官研修長
家庭裁判所調査官研修所長
最.高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

つ
最高裁判所事務総長千種秀夫

裁判所職員の赴任期間について（依命通達）

標記の期間について下記のとおり定めましたからj これによってください。

なお，所属の職員（地方裁判所にあっては，管轄区域内の簡易裁判所及び検察審

査会の職員を含む。 ）にこの旨を周知させてください。

記

1採用又は人事異動の発令を受けた裁判所職員の赴任期間は，その通知を受けた

日の翌日から起算して次の表に定める期間とする。ただし， この期間の最終日又

． は最終日及びこれに引き続く日が裁判所の休日に関する法律（昭和63年法律第

93号）第1条第1項に規定する裁判所の休日にあたる場合の赴任期間は, .その

翌日までとする。

ノ 〉
全戸
〃

2赴任期間内においても，できる限り速やかに着任するものとする。

3公務上の必要その他やむを得ない事由により赴任期間内に着任できない場合に

は，あら．かじめ，赴任期間の延長について，裁判所の長を命ぜられた者にあって

6

ー

住居を移転するとき 10日

住居を移転しないとき 5日



●

は当該裁判所の直近上級裁判所の長の承認を，その他の職を命ぜられた者にあっ

ては着任すべき裁判所（簡易裁判所及び検察審査会にあっては，その所在地を管

轄する地方裁判所）の長の承認を得るものとする。ただし，あらかじめ承認を得

ることができない正当な理由がある場合には，着任後直ちに承認を得るものとす

る。

付記

この通達は，平成4年5月1日から実施する。 、

昭和53年1月28日付け最高裁人任E第68号事務総長依命通達「裁判所職

１
２

一

） 員の赴任期間について」 .は，平成4年4月30日限り，廃止する。

●

、
０
９
Ｊ

「
顛

一

〃

や

一

一
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最高裁人任E第6．23号

（人い－1）

平成16年5月31日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁・判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

、

一ー

）

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

(依命通達）裁判官に関する人事事務の資料の作成等について
･

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について，下記の裁判官に関する人事事務の資料の作成等について，下記のとおり定めましたから，

これによってください。

記

第1裁判官第一カード

1 作成及び提出

裁判官人事の基礎資料とするため，新規に裁判官に任命された者（以下「新

任裁判官」という。 ） ’について，新任裁判官の本務庁（簡易裁判所である場合

には》その所在地を管轄する地方裁判所｡以下同じ｡ ）の長は,新任裁判官の

任命発令後速やかに，別紙様式第1の書面（以下「裁判官第一カード」 とい

う。 ）を1部作成し，当該新任裁判官の押印を得た上，人事局長に提出する。

ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は，

裁判官第一カードの作成を要しない。

′一、、
ノ

8

一

、



『

』

0

2写真の更新 、 、

以下の場合は，新任時に貼付された写真の更新のため，撮影から3箇月以内

の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。

（1）判事補が判事に任命された場合．

(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合

（3）判事補が検事等に転官した後，判事として復帰した場合

2裁判官第二カード

i作成及び提出

裁判官人事の参考資料とするため，毎年8月1日現在で在職する裁判官（高

等裁判所の長官を除く。 ）は，別紙様式第2の書面（以下「裁判官第二カー

ド」 という。 ）を1部作成し，以下のとおり提出する｡

（1） 高等裁判所， ･地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁

判官（地方裁判所長，家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。 ）

は，所属庁の長に提出する。

なお，簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については，判事又

は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。

(2)複数の裁判所に補職されている裁判官は，本務庁の長に提出する。ただし､

当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っ'ている場合には，本務庁の

長と兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を提出先とすることができる。兼

務庁の長を提出先に定めた場合には，兼務庁の長ほ，その旨を当該裁判官に

適宜の方法で通知する。

(3)補職されている裁判所（以下「補職庁」 という。 ） と異なる裁判所の職務

を行う裁判官は，補職庁の長（複数の裁判所に補職されている裁判官につい

ては， (2)で定められた庁の長）に提出する。ただし,当該裁判官が主として

補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は，補職庁の長及び

職務代行を命じられている裁判所（以下「職務代行庁」という。 ）の長の協

第2

＝～､
、

ノ

〆

ノ １
１
．
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議により，職務代行庁の長を提出先とすることができる。職務代行庁の長を

提出先に定めた場合には，職務代行庁の長は，その旨を当該裁判官に適宜の

方法で通知する。

（4）地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その所属する裁判所の所在地を管轄す

る高等裁判所の長官･(以下「管轄高等裁判所の長官」 という。 ）に提出する。

（5）最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）は，そ

の勤務する局課の局課長に，最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除

く。 ）は；最高裁判所首席調査官に，最高裁判所の研修所に勤務する裁判官

（研修所長を除く。 ）は，その勤務する研修所の所長に，それぞれ提出する。

2任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等

（1） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は， 1の(1)から(3)までにより提出された裁

判官第二カードに，当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記

入し』管轄高等裁判所の長官に対し，その定める期日までに提出する。

(2)．高等裁判所の長官は， 1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判

，官第二カードに，当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入

した上，人事局長に対し，その定める期日までに提出するとともに，地方裁．

判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出された裁判官第二カードの写し

を送付する。

（3）最高裁判所事務総局の局課長，最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研

修所の所長は， 1の(5)にエリ提出された裁判官第二カードに，当該裁判官の

・任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,. ､人事局長に対･し，その定め

る期日までに提出する。

3裁判官第二カードの写しの保管，移管及び廃棄

別途定める。

付記

1 この通達は，平成16年6月1日から実施する。

4
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＄

2昭和53年3月17日付け最高裁人任E第159号人事局長通達

一ドの作成について」は，平成16年5月31日限り，廃止する。

｢裁判官力

付記（平成24． 3． 1人任-E第000085号）

この通達は，平成24年4月1日から実施する。

付記（平成28． 9． 14人任第1487号）

この通達は，平成28年10月1日から実施する。
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(別紙様式第1）

裁判官第一力－ド

I

一

･
、
１
凸
〃
ノ

、

'つ）

12

一ゆ●q■。◆●－－－

ふりがな 。 期別

氏名 ・ 印

口男口女

旧氏名 （ 年月 日変更）
G 、

生年月日 年 月 日生

写真貼付

(縦6.5cm,横5m)

● ｡

● q ●

年 月 日撮影

学
歴

学 校 名

大学大学院

大 学

高等学校
0

中学校

学部科名 修 学 の 別

年 月口修口 年中退

年 月口卒口 年中退．

ロ

年 月口卒口 年中退

年 月口卒口 年中退

試
験
・
選
考

名 ● ■
称

口司法試験

口簡易裁判所判事選考

試・験・選考の合格

年 月 日
●

年 月 日．

司
法
修
習

1

任命

年 月 日

終了

年 月 日

任
命
等

種別

口判 事

口判 事 補

口簡易裁判所判事

口検 事
p

口弁 護 士

□

任命・登録
全

年 月 日

年 月 日
C D

年 月、 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

退官・登録取消

年 月 日

年 月 日

・ 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

資
格
等

履修外国語

口英・口独口仏

□その他（ ）

資格 ・ 検定等



側紙様式第2－1）

厨1 ｢~ー覇］ 裁判官第二力 － ド

〔判事用〕 平成 年8月1日現在

一
ｊ

/,....｝
β

13

－●●●一一ー･－
ｰ‐● P一・一

轟鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所
．

TEL

〔住宅の種別〕 ロ自宅口官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態

ロ良好

口病弱

病状

病歴

a 0 ①

壷
誕
嫉
の
枠
蛤
鯉
零

■

●

、
氏 名 生年月日 続柄 職罵，儲学年

● ●

態雛 そ嘘維雛糊鞭{M餓則鵬の鋤）

D C

次期異動におはる任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。
口最高裁判所に一任する。 ． ．

2他に転任する場合の任地希望について
■ ､

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

一
一
ロ

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
■
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
《
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期 ■

一一一■■■ｰ。■■ーーｰーｰ一一＝一一一一一●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

5

■ ■

短期海外出張について

ロ希望する口出張してもよい口希望しない

ｃ
ｆ

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

0 .

● ●

裁判所長

● の

印

長

･官

● ■

● ■

台 ｡

高等裁判所長官 、 印
耳 ■



(別紙様式第2－2）

－

戸

』

一

）

'､〉
一

1 4■

一一.●一一一口ー｡ ■ r■ q 1■■1■ ■｡■■ー■a ● b申● ｡ ■●ー●一■ 二一早一■Ⅱ■一一

極秘 期

跨鐡

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL 一 一

〔住宅の種別〕
〔自宅所在地〕

口自宅口官舎ロ借家

健康

状態

口良好

口病弱．

病状

病歴
O B

一
蓬
嫉
の
状
捕
珪
寺

氏 名 生年月日． 続柄 職常‘繭学年 鱸鱸

ダ

そ蝿錐離龍額側賊跡鵬’訓

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

． □他の任地を希望する。

ロ引き続き現任地を希望する。

ロ最高裁判所に一任する。

2他に転任する場合の任地希望について

． （現任地を希望する場合も記入すること。 ）

． □次の任地を希望するが固執しない

､

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地
第三希望地

｡
●

●

●
一
』

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
”
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3転任希望の時期 ＝＝＝ニーーーーーーーーーーーー一一一一一①

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

Q

ｅ
●

5 外部経験等の希望について

希望する窪験してもよい希望しない

(1) 舩務検事 ロ ロ ロ

(2) 法務省 ロ ロ

(3) 弁盤士 ロ ロ

(4) 行政官庁 ロ ロ

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
｛
ｂ
一

一
毒
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
●
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

ロ
ロ
ロ

(5) 在外公館 ロ ロ ロ

(6) 法整備支援 ロ ロ 、 ロ

(7) 民間企業研修ロ ロ ロ

(8)海外留学 ロ ロ ロ

(9) その他 ロ ロ □

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

裁判所長 ． ． 印

長
官

、 9

O ◆

高等裁判所長官． 、 印



(別紙様式第2－3）

匿麺に＝罰 裁判官第二力 － ド

〔簡易裁判所判事用〕 ． 平成 年8月1日現在

一
Ｊ

夕争．、

1〃
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鋒鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL 一 一

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎ロ借家
〔自宅所在地〕 ・ ．

健康

状態‘

口良好

口病弱

病状

病歴 Q ●

寒
族
の
挫
込
拠
等

一

氏 名

■ ■ ｡

生年月日 続柄 職蕊，撒単￥ 雛鱸 その仙総離綿瓢(鵬搬鯛刷帥）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 ．任地について
● ●

口他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。 ．

第一希望地

第二希望地

第三希望地

こ
こ
寺

一
一
一

一
一
｛

一
一
一

▲
一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

』
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の．時期
一一一一一q■■ｰ一一一一．■■。■■ーq■■ーq■■一一ﾛ

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

● ■

4任地及び担当事務についての特別の希望

◆ ● 0 ■

ウ

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見．

首

０

所
長

● ●

○ 句

● ●

◆ ●

地方裁判所長 印

長
官 ●

高等裁判所長官 ・ 印｡
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（入る－20-A)

平成29年2月16日

へ

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

、 裁判官第一カード等の記載要領について（事務連絡）

裁判官第一カード，同第二カード及び同第三カード. (以下「各カード」とい

う｡）については，平成16年5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依

命通達「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」及び同年3月26日付

け人任E第422号人事局長通達「裁判官の人事評価の実施等について」により作

成していただいているところですが，記載要領を別紙第1から第3のとおり作成し

ましたので，各カードの作成の参考とするよう所属の裁判官に周知してください。

なお，地方裁判所（所管の簡易裁判所を含む｡）及び家庭裁判所に対しては，貴

職から連絡してください。

、
Ｃ
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″
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(別紙第1）

第一カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成し，押印する。手書きで作成する場合は，黒

色又は青色のインク （容易に消えないもの）を用し$て槽書で記入する。

2 口を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，又は，

□に「し」を付す。

3 「期別」欄

判事及び判事補は，期を算用数字で記載する（60期から65期までの者は，

現行又は新の区別も記載する。 ） 。

4 「旧氏名」欄

氏名の変更があった者は，変更前の氏名及び変更日を記載する。

5 「学歴」欄

（1） 中学校以上の学歴を全て記載する。

（2） 中学校及び高等学校について，国立，都道府県立，市町村立，私立等:

・ の別を記載する。

･6 「任命等」欄

（1）判事，判事補又は簡易裁判所判事に任命された日を記載する。ただし，判

事又は判事補と同時に簡易裁判所判事に任命された者は，簡易裁判所判事に

任命された日を記載する必要はない。

（2） (1)の任命前に「種別」欄記載の他の官職等にあった者は，その「任命・登

録」及び「退官・登録取消」の日を記載する。

7 「資格・検定等」欄

自動車運転免許，外国語検定等について記載する。

8写真の貼付

撮影から3か月以内の上半身写真を貼付する。

Ｃ
Ｑ
垂
１
■
Ｇ
／

、一

、

１

Ｊ

、
｛
〆

〃
〃
。

● ●

Q

17

一一一■cｰ隼字一一句守一角



、

(別紙第2）

第二カード記載要領

, 1 使用する様式については，本官の別に対応したものを使用する（簡易裁判所

判事と兼任する者は,'判事又は判事補のものを使用する。 ） 。

2パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク（容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

3 口を設けてある事項については，該当する□を■のよ･うに塗りつぶし，

又は，□に「し」を付す。

4期の記載

判事及び判事補は,左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

5作成基準日

、 毎年8月1日を作成基準日とし，右上部の所定の箇所に記載する。

6 「氏名（年齢)･ 」欄

記名押印し， 5の作成基準日現在の年齢を記載する。

7 「現住所」欄

現住所地及び電話番号を上段に記載する。 ､住宅の種別のうち， 自宅は， 自己

又は家族が所有する住居をいい，官舎は，裁判所宿舎及びその他の公務員宿舎

をいい,借家は， 自宅又は官舎以外のマンション・アパート等をいう。

なお，住宅の種別が自宅以外の者で別に自宅を有するものは，その所在地を

下段に記載する。

8 「所属庁」欄

本務庁名を記載する。ただし;判事又は判事補(簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）は，判事又は判事補としての本務庁とする。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に「最高裁判所」と記載す

@

、
ｊ
“

守

一
》
今
●

／一、

ノ
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る。 ） 。

9 ．｢健康状態」欄

「良好」は，普通の健康体の者をいう。

i病弱」は，身体虚弱で無理のできない者などをいう。 ．

1.0 「病状病歴」欄

治療中の病名（通院，入院の別） ，既往症のうち主なもの及び病気以外の身

体上の故障を記載する．過去の.ものについては，いつごろのものかも併せて記

載する。

11 「家族の状況等」欄

家族の氏名，生年月日,続柄，職業・就学年及び健康状態(程度に｡ついては

、9を参照して記載する。 ）を記載し，その他家族関係特記事項（別居先及び別

居の理由）の項には別居している家族の居住地及び異動に影響するような家族

の健康状態その他の人事上参考となる家族の事情を記載する。

12 「次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由」欄

（1） 「他に転任する場合の任地希望について」には，現任地での勤務を希望す

る者も記載する。

なお，任地の記載については「東京及びその近郊」のような概括的な記載

をしても差し支えない。

(2) 「転任希望の時期」には次期異動を希望する時期を記載する。

なお，現任地での勤務を希望する場合も記載すること。 ．

(3) 「任地及び担当事務についての特別の希望」には，次期異動における任地

希望の理由，次期異動又は将来における任地及び担当事務についての特別の

希望等を記載する。

(4) 「短期海外出張について」には，判事が記入することとし，短期海外出張

（外国の特定の制度調査の目的等で出張するものをいう。 ）の希望の有無及

・ぴその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載すること。 ） 。

●B●●

）

／~､
ノ

，
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ー

〃

） 「外部経験等の希望について」には，判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）が記入することとし， 「判事補の外部経験の概要等について」

（任用課長事務連絡）を参照の上， (1)から(9)までの項目についての希望の有

無及びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載するこ

と。 ） 。 ．

なお，特段の希望がある場合，その内容を下線部分に記載する（例えば，

「(2)法務省」においては希望する部局名， 「(3)弁護士」においては弁護士職

務経験を希望する地域， 「(4)行政官庁」においては希望する省庁名， 「(7)民

間企業研修」においては研修を希望する地域， 「(9)その他」においては希望

する外部経験先等） 。下線部分に記載しきれない場合，余白に記載して構わ

．(5)

Lう
〆

、
ノ
ー
》

ない。

つ

鉾

〈
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(別紙第3）

裁判官第三カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク（容易に消えなし)もの）を用いて槽書で記入する。

2期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載するd ) 。

3作成基準日

人事評価の基準日 （毎年8月1日）を作成基準日とし，右上部の所定の箇所，

に記載する。

4 「氏名」欄

記名押印し， 3の作成基準日現在の年齢を記載する。

5 「所属庁」欄

本務庁名及び兼務庁名を記載し，兼務庁名の頭に「兼」を記載する。

職務代行（てん補）を行っている場合は，補職されている庁の庁名に加え

て，その裁判所名を「(職務代行)」 ， 「(てん補)」等と付記して記載する。 、

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は, .単に「最高裁判所」 と記載す

る。 ）' 。

6 「職名」欄

所長，支部長，部総括又は司掌者の発令がある場合，該当するものの□を■

のように塗りつぶし，又は，□に「し」を付す。

最高裁判所における職については，最後の□を■のように塗りつぶ.し，又

は，□に「しjを付して, ､その右にその職名を記載する。

7 「現任地勤務年月数」欄

現在勤務している庁（出向等の外部経験の期間も含む。 ）の所在地に引き続

、
趣
、
０
Ｊ
〃
幸

一
、

/"－，､
〃

、
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6

6

いて勤務した年月数を記載する。

8 「現在の担当事務・割合」欄

（1）現在担当する事務について，事務量の割合をパーセントで記載する。ただ

し， 令状当番だけの担当は， 「刑事」として特に計上しない。

なお，民事の専門部又は集中部において，医療，行政，建築，商事，知的

財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当している場合には，そ・

の担当も記載する。

（2） 「司法行政」は，最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に

おける司法行政事務をいい,支部長,部の事務を総括する者及び司法行政事務

を掌理する者の行う司法行政事務並びに(3)の職務を含まない（9において同

じ。 ） 。

(3)最高裁判所裁判所調査官については'｢行政調査官」等と，最高裁判所の研

修所の教官については｢司研民裁教官｣等と,それぞれ担当も含めて略記する

（9において同じ。 ） 。

(4) 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律に基づいて行う法科大学院の教授等の業務については， 「法科大学

院」 と記載した上，事務量の割合を記載する｡‘

’ 「現在までの担当事務とその年月数」欄9 I現在までの担当事務とその年月数」 .欄

q■い『、

）

'）
＝

（1） 「民事jについては，民事の専門部又は集中部において医療，行政，建

築，商事，知的財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当した場

合には，その担当及び期間を内訳として記載する。

(2)他省庁等に出向した経験がある場合には,､その勤務先(法務省本省及び法

務局については「法務行政］とする。 ）及び勤務期間を記載する。

（3）判事補海外留学又は人事院長期在外研究の経験がある場合には,｢海外留

学」 と記載した上;行き先（国名）及び年月数を記載する。

(4)弁護士職務経験がある場合には， 「弁護士職務」と記載した上,経験期間

22
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を記載する。

（5） 4か月以上の民間企業研修の経験がある場合には，その研修先及び研修期

間を記載する。

（6） 同一期間に二以上の事務を担当した場合には，その担当事務を併記した

上，その期間を記載する。 ．

（7）育児休業を取得した経験がある場合には， 「育休」と記載した上，その年

月数を記載する。

（8）配偶者同行休業を取得した経験がある場合には， 「配偶者同行休業」と記

載した上，その年月数を記載する。

（9）合計年月数には，現在までの担当事務とその年月数を記載する。この年月

数は，作成基準日までの勤務年月数と一致する。

10 「単独訴訟事件を扱っていた期間」欄

作成基準日までの勤務期間のうち，裁判官として単独訴訟事件を扱っていた

期間を民事，刑事別に記載する。民事には人事訴訟を含む。民事及び刑事の単

独訴訟事件を扱っていた期間が重なる期間は，その期間をそれぞれに加算す

一､

）

0

0
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0

○裁判官の人事評価に関する規則

（平成16．年1月7日最高裁判所規則第1号）、

（人事評価の実施）

第一条裁判官の公正な人事の基礎とするとともに､裁判官の能力の主体的な向上

に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行

ｰ

フ。

（評価権者等）

第二条人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易

裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の

長が、それぞれ行う。、

2 地方裁判所又は家庭裁判所の.長が行った人事評価については、その地方裁判所

又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、鯛整及び補充を行う。

3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担

当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由

がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

（評価の基準等）

第三条人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに識判官とし．

て職務を行う上で必要な一般的資質及び龍力の評価項目について行う。

2 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角

的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、裁判所外部からの

情報についても配慮するものとする。

3 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面

の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

（評価書の開示）

第四条評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書

面（次条において「評価書」 という。 ）を開示する。

（不服がある場合の手続）

第五条裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申

し出ることができる。
、の
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2 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に

基づき、その申出に理由がある．と認めるとき.は、評価書の記載内容を修正し、そ

‘の申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。

3 第二条第二項に規定する．高等裁判所長官は、 ･評価権者が行った前項の修正又は

記載について、調整及び補充を行う。 ・

4 評価権者は、第二項の修正後の評価書（高等裁判所長官が前項の手続により調

整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書）の記載内容又は

第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後（高等裁判所長

官が前項の手続を行った場合にはその終了後）に第一項の申出をした裁判官に通

知する。 ．

（実施の細則）

第六条この規則の実施に関し必要な事項はく最・高裁判所が定める。

'一1
．． ノ
○七ヂヴ

附則

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(原文は縦書き）
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最高裁人任E第421号

（人い－1）

平成16年3月26日

I

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所．長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

『

〆一. ・

）

最高裁判所事務総長竹崎博允

裁判官の人事評価に関する規則の運用について（依命通達）

裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」

いう。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから， これによってくださ

0

という。 ）の運用については，、

い。

r~､） なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1人事評価の実施

1人事評価の基準日，評価期間等

人事評価は，毎年1回， 8月1日を基準日とし，前年の基準日から基準日の

前日までの期間を対象として行う。

2評価対象裁判官

人事評価は， 1の基準日に在職する判事,'判事補及び簡易裁判所判事を対象

として行う。
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評価権者

(1)簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については,判

事又は判事補の評価権者が行う。

(2)複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については，本務庁（簡

易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所）の長を評価権者

とする。ただし，評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい

る場合であって，人事評価を適正に行う上で必要があるときは，本務庁の長

及び兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を評価権者とすることができる。

(3)規則第2条第3項の規定により定める評価権者は，吹のとおりとする。

ア地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については，その所属する裁

判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を評価権者とする。

イ補職されている裁判所（以下「補職庁」 という。 ） と異なる裁判所の裁

判官の職務を行う裁判官の人事評価については，補戦庁の長（複数の裁判

所に補職されている裁判官については， (2)による評価権者）を評価権者と

する。ただし，評価対象裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官

の職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で必要がある

ときには,補職庁の長及び職務代行を命じられている裁判所(以下｢職務

代行庁」とい．う。 ）の長の協議により，職務代行庁の長を評価権者とする

3

ご）

r.. ､，

ことができる。

ウ最高裁判所事務総局の事務次長，審議官又は局課長の人事評価について

は,最高裁判所事務総長を評価権者とする。

エ最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）の人

事評価については;その勤務する局課の局課長を評価権者とする｡

オ最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除く。 ）の人事評価について

は，最高裁判所首席調査官を評価権者とする。

力最高裁判所の研修所に勤務する裁判官（研修所長を除く。 ）の人事評価

タ
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については，その勤務する研修所の所長を評価権者とする。
戸

4裁判所外部からの情報の把握

裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については，その裁判官が

所属する裁判所（簡易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所

）の総務課において受け付ける。この場合においては,情報の的確性を検証で

きるようにするという観点から，原則として,当該情報を提供した者の氏名及

び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによ

って，情報の提供を受けるものとする。 ．

5規則第3条第3項の書面の提出期限

評価権者は，毎年，規則第3条第3項の書面の提出期限を定める。

6人事評価のための面談

評価権者は，規則第4条の人事評価を記載した書面（以下「評価書｣. .という

。 ）の作成に先立って，評価対象裁判官と規則第3条第3項に定める面談を行

う。ただし，評価権者は，評価対象裁判官の人数等の事情に照らし自ら面談を．

行うことが困難な場合には，人事局長が定めるところにより， この面談を,､下

級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16号）第22条第1項

に定める高等裁判所長官，地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の司法行政事務

を代理する者, ･同規則第3条第1項の規定により支部長を命じられた裁判官又

は裁判所法第37条の規定により簡易裁判所の司法行政事務を掌理する者に指

名された裁判官に代行させることができる。

7評価書の作成方法

評価権者は，規則第3条第1項に定める評価項目について，別紙に掲げる評

価の視点を踏まえ，文章式で記載する方法により評価書を作成する。

第2評価書の開示

1 開示の申出期間

評価権者は，毎年，その年に作成された評価書について1週間の開示の申出

〆

）

r~)
-〃
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I

・ 期間を定める。

2 開示の方法

1の期間内に,評価対象裁判官から口頭又は書面を提出する方法により評価

書の開示の申出があったときは，評価権者は，評価書（規則第2条第2項の高

等裁判所の長官による調整及び補充が行われる場合には，その調整及び補充後

のもの）の写しを交付する方法により，開示する。

第3不服のある場合の手続

1 不服の申出の方法．

規則第5条第1項に定める不服の申出は，評価書を開示した日から’週間以

内に，その理由を具体的に記載した書面を提出する方法により行う。 ・

2調査

’の不服の申出があった場合には，評価権者は，不服を申し出た裁判官に必

要な説明を求め，その他の者に対して説明その他の必要な協力を依頼し，又は

必要な調査を行うものとする。 、

3評価書の記載内容の修正等及び通知

（1）評価権者は》 2の調査の結果，不服の申出に理由があると認める場合は評

価書に付記する方法により評価書の記載内容を修正し，不服の申出に理由が

ないと認める場合はその旨を評価書に付記する。

．(2)規則第2条第2項の高等裁判所の長官は， (1)により付記がされた評価書に

付記する方法により調整及び補充をする｡

（3）規則第5条第4項の通知は， (1)又は(2)により付記がされた評価書の写しを

不服を申し出た裁判官に交付する方法により行う。

第4評価書等の保管等 ‘

評価書その他人事評価に関する書面の保管等については，人事局長が定める。

第5その他

この通達に定めるもののほか，裁判官の人事評価の運用に関し必要な事項は，

一
、
ｌ
ｊ
ノ
グ

r，
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人事局長が定める。

付記

,1 この通達は,平成16年4月1．日から実施する。

2平成16年8月1日を基準日として行う人事評価の評価期間は，平成15年8

|

月1日から平成16年7月31日までとする。

I
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9

(別紙）

評価項目及び評価の視点

1事件を適切に処理するのに必要な資質・能力.(事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質・能力（法的判断能力）

・ 法律知識の正確性．十分性

・ 法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力

・ 証拠を適切に評価する能力 ．

・ 法的判断を適切に表現する能力

・ 合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力（手続運営能力）

・ 法廷等における弁論等の指揮能力

・ 当事者との意思疎通能力

・ 担当事件全般を円滑に進行させる能力など

●

ーも

、..）

2部等を適切に運営するのに必要な資質・能力（組織運営能力）

・ 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力．

・ 職員に対する指導能力

・ ・職員・裁判官等に適切に対応する能力など

〆~､､､
ノ

＃

3裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力（一般的資質・能力）

○識見

。 幅広い教養に支えられた視野の広さ ．

・ 人間性に対する洞察力

？ ・社会事象に対する理解力．など

○人物・性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力， 自制心，決断力，慎重さ， ；

さ，思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性

など

慎重さ，注

9

意深
●
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最高裁人任E第422号

（人い－1.）

平成16年3月26日

高等裁．判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

』

『

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充1

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁判官の

人事評価に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第1

の6及び記第5の定めに基づき，標記の実施等について下記のとおり定めましたか

〆…､） ら， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては,所管の地方裁判所長から伝達してください。

記 ・

第1 人事評価の実施

1評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めによ

り評価権者を定めた場合にはj当該評価権者は,その旨を評価対象裁判官に通

知する。

2評価情報の把握

’

ワ
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(1)評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合におい

て必要があるときは，評価権者は，前任の評価権者又は評価対象裁判官の異

動前の評価権者から情報を得るものとする。ただし，その評価権者が裁判所

に在職していない場合は， この限りでない。

(2) 評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長

又は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るもの

とする。

3裁判官第三カード ．

（1）総長依命通達記第1の5の書面（以下「裁判官第三カード」という｡）は，

別紙様式第1による。

（2）評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。

（3） 評価権者は，裁判官第三カードが提出された後評価書を作成するまでに評

価対象裁判官が異動した場合には，同人が作成した裁判官第三カードを速や

かに異動後の評価権者に送付する。

（4）裁判官第三ｶｰドは， 5の(2)から(4)までの定めにより評価書を提出する際

に，評価書と．共に提出する。

’4．人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行
ノ 0

．させる必要があると認める場合には，あらかじめ人事局長と協議する。

5．評価書の作成及び提出 ．

（1） 総長依命通達記第1の7の評価書は，別紙様式第2により.作成する｡

（2） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その作成した評価書を，裁判官の人事

評価に関す’る規則(平成16年最高裁判所規則第1号｡以下｢規則」という｡）

第2条第2項の高等裁判所の長官に対し，その定める日までに提出する。

（3） 高等裁判所長官は，その作成した評価書並びに地方裁判所長及び家庭裁判

’所長から提出された評価書(規則第2条第2項の調整及び補充後のもの）を，

ー令

､_）

､〆）
一
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人事局長に対し，その定める日までに提出する。規則第2条第2項の調整及

び補充後の評価書についてば，その写しを評価権者に送付する。

（4）最高裁判所の事務総局局課長，首席調査官及び研修所長は，作成した評価

書を，人事局長に対し，その定める日までに提出する。

（5）規則第5条第1項に定める不服の申出があった場合は, (3)及び(4)の評価書

の提出は，同条第4項の通知後速やかに行う。

第2評価書の開示手続

1 開示の申出

評価書の開示の申出は，評価権者の所属する裁判所の人事課長.(人事課長の

置かれていない裁判所及び最高裁判所の研修所にあっては総務課長，研修所を

除く最高裁判所にあっては人事局任用課長）が口頭又は別紙様式第8による評

価書の開示申出書により受け付ける。

2開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年ジ開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

3 開示の記録

評価書を開示した場合には》 ･開示した日を適宜の方法により記録する。

第3不服がある場合の手続

1 不服の申出

規則第5条第1項に定める不服の申出は，別紙様式第4による不服申出書を

第2の1に定める人事課長に提出して行う。

2評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合の取扱い

（1）評価権者は,規則第2条第2項の高等裁判所の長官から評価書の送付を受

け，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，不服申出書

と共に規則第2条第2項の高等裁判所の長官に提出する。

（2） (1)の高等裁判所の長官は，総長依命通達記第3の3の(2)に従って評価書に

付記した上，不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

一
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（3） (2)の高等裁判所の長官は， (2)の付記をした評価書の写しを評価権者に送付

し，評価権者は, これを不服を申し出た裁判官に交付する。

3評価権者が地方裁判所長及び家庭裁判所長以外の者である場合の取扱い

（1）評価権者は，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，

不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

(2) 評価権者は， (')の特記をした評価書の写しを不服を申し出た裁判官に交付

する。

付記 、

この通達は，平成16年4月1日から実施する。

戸
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(別紙様式第1）

裁判． 官第 三 カー ド

圃仁団 平成 年 月 日現在
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つ

＝■1■■■■■－ー－1■－

氏名

(年齢）

（ 歳）

③
所
属
庁

職名 口所長口支部長口部総括ロ司掌者□

現任地勤務年月数 年 月 ．(現所属庁勤務年月数 年 月）

現在の担当

事務・割合

民 事（ ％）

（専門部等 ． ）

刑 ‘事（ ％）

家 事（ ％）

少 年（ ％）

司法行政（ ％）

ｊ
ｊ
１

％
％
％

P

●

く
ｌ
く凶

現在までの

担当事務等

とその年月

数

民 事 年 月

内訳（執行） 年 月

（ ） 年 月

（ ） 年 月

刑 事 年 月

家 事 年 、月

少 年

司法行政
年
年
年
年
年
年

月
月
月
月
月
．
月

月
月
月
月

年
年
年
年
ゞ

合計 年 月

単独訴訟事件を扱っていた期間 民事 年， 月 刑事 年 月

.自己の職務に関する．客観的な事実及びそれに関連する状況，それらに対する所感等
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(別紙様式第2）

睡函
評価書（平成○○年）

ウ
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［評価対象裁判官氏名］ 昭和○○年○○月○○日生

○○期 ［評価対象裁判官の所属裁判所]･ [評価対象裁判官の官名］

一一■■一一■■ー■■■■■■ーー~‐ｰ一一一一ーぬ一一一■■一一■■一ー一一一一ー■■ー■■ー■■ーーー■■－－－ｰｰｰーーーーI■■一一■■ー■■ー■■■■■■ー■■■■■■ー■■ーー一－一■■ー‐‐

可
へ

）
、←◆配

'=~）

平成○○年○月○日

［評価権者職名］ [評価権者氏名］ 印9

ｰ■■■■ー■■ｰ■■■■~ｰ画一一一＝ー■■■■■■■■一一一■■ｰ■■ー‐ｰ■■■■■■■■－－ｰ一軍一一一一一一一■■■■－■■■■■■■■■■■■■■－■■－－－－－－－1■■－－－－ｰ~”ー‐■－‐ｰ‐

平成○○年○月○日

○○高等裁判所長官○○・ ○○印

9
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平成○○年○○月○○日
｜

I[評価権者職名］ 殿

I
句

[，申出者の所属裁判所及び官名］

[申出者の記名押印］

~）
～_〆 評価書の開示申出書

私に係る本年度の評価書の開示を申し出ます。
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(別紙様式第4）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[不服申出者の所属裁判所及び官名］

[不服申出者の記名押印］

I

~）
、 ,a
－c

不服申出書

私に係る本年度の評価書の記載内容について,下記のとおり不服がありますので，

申し出ます。

記

(不服の理由）

'）

6

今

＄

げ

39
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裁判官の人事評価制度の概要
､●・〃 h も Dザロ 中 0.〆一oD Oし. 卓 i‘

Tq3hf） 』 1

人事評価の実施

判薑篝實鰯臺獄霧罎驫繼墨慧判宮の能加主体‘9“に壷するために，判事．
く
４

甲

ｆ

今

帥
○
階

評価権者

①所属裁判所の長 、 、
②地雲裁所長の行った人事評価については,高裁長官が調整”補充 10

１Ｆ
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屯
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評価の基準等

○，事件処理の能力，部等を適切に運営する能力，裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・・
能力の評価項目について実施．.．
○各評価項目について,評価する際の視点を通達で明確化し,それを踏まえ,文章式で記述する方
法を基本：

I

f

具体的な手続
~~､
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L

評価情報の把握 I
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裁判官から担当職務の状況に閏する書面の提出
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人事評価に閏する書面の保管ー

評耐議簔判官が圭出された担当職務の状況に関する書面のほか,不服がある場合の手続を経た場合には，不服
の理由を記載した書面を一体とじて保管
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栽 判 富 の 給 与
(平30. 4． 1現在）

ユ 俸給
裁判官の報酬等
2諾手当

(1)支給状況

別紙のとおり

f

ヘ
ー
Ｉ
ノ、

(注)O印は支給されるものを， ×印は支給されないものを示す。

(2)手当の内容
’

クグ

ノ

8
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一

給与種・ 目 最簡裁判所の蛾判官及び高等裁
判所長官

判事及び4号以上の報酬を受け
る簡易裁判所判事

判事補及び5号以下の報酬を受
ける簡易裁判所判事

初任給鯛整手当 × × O(判事補5号以下に限る。 ）

扶養 手 当 × × ． 0

地域 手 当 ○ ○ ○

広域異動手当 × 0 O .

住居手 当 × × 0

通 勤 手 当 ○ ○ 0

単身赴任手当 ×（高裁長官はO). ○ 0

特殊勤務手当 × × 0

特地勤務手当 ×● 0 ○

期 末手 当 ○ 0 0

勤 勉 手． 当 × . 0 0.

寒冷地手当 ×（高裁長官はO) 0 ○

裁判官特別勤務手当 × O(平日深夜は×） ○（判本補ユ1号以下は×）

種 目

凸 ●

支 給 額 等

初任給調整手当 ユの別紙参照

扶養手当

全

※満15鰻に達する日後の最初の4月ユ日･から満22歳の年度末までの子ユ人につき月額5， 000円を
加算

◆ 巳

扶養親族の種類 扶 養 手 当 額

配偶者 6 、 500円

満22歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある子

各10 、 000円

満22霞に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある孫，
弟及び妹

60歳以上の父母及び祖父母
p ●

重度心身障害者

各6 〃 500円 ．

地域手当 (報酬,扶養手当の月額の合計額）×支給割合
ｰ

● ●

支給割合 支 給 地 域

1級地（20％）
、

東京都特別区

2級地（16％） 大阪市，横浜市ほか

3級地（15％） 名古屋市， さいたま市，千葉市ほか ． ．

4級地（ﾕ2％） 立川市，神戸市ほか

5級地(10%) 広島市，福岡市，京都市，堺市ほか

6級地（6％） 仙台市，高松市，静岡市ほか

7級地（3％） 札幌市，北九州市ほか
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種
、
目 支 給 額 等 ● 争

申

広域異動手当 (報酬，扶養手当の月額の合計額）×支給劉合
※支給割合は，異動等前後の官署間の距離が①300キロメートル以上の場合100分の10,@60キロメート
ル以上300キロメートル未満の場合100分の5 (平成26年度以前の異動等に係る場合は①100分の6,
②100分の3，平成27年度の異動等に係る場合は,O100分の8,②100分の4) 、
※地戦手当との併給鯛壁あり

住居手当 (ア）借家，借間 家賃12,000超23,000以下･…家賃-120000
家賃23,000超558000未満，…（家賃-23,000)÷2+119000
家震55,000以上‘･27,000

(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ）
（単位円， 100円未満切捨）
(ア）の額の2分の1の額

通勤手当 6か月定期券等の価額（1か月当た.り55, 000円を限度) ,異動等に伴い新幹線等を利用する職員に
ついては， 6か月定期券等の価額（特別料金分）の2分の1の額（1か月当たり20, 000円を限度）
を加算

単身赴任手当 基礎額30 、 000円
加算額職員の住居から配偶者の住居までの臣離に応じて最高70, 000円

特殊勤務手当 帰還困難区域において行う作業に従事した日1日につき, 6, 600円(8, 960円) ,@1
0円，居住制限区域において行う作業に従事した日ユ日につき，①3， 800円（1， 980円）
60円 ，
※①は屋外において行うもの，
,もの

Ｄ
Ｐ

３
６
３
②

②は屋内において行うもの， （ ）内は作業従事時間が4時間に満たない

※同一の同において， 2以上の作業に従事した場合は，手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しな
い ｡ 。

特地勘務手当

■ ■

（ （異動時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2＋支給時の（報酬十扶養手当）の月額×]/2） ） ×支給割合

(準特地勤務手当）
.上配官署又は佐渡，高森若しくは夕張への異勵に伴って住居を移転した職員には，別に異動時の（報酬
＋挨養手当）の月額の6％以下を支給（夕張は冬期に限る。 ） ． '

支給割合 宮 ． 署
0 ●

5級地(20%) 徳之島（鹿児島） ．

4級地（ユ6％） ． 八丈島（東京） ．

3級地（12％） 新島（東京） 8

･平良（那覇）
上県（長崎） 0

の

名瀬.･種子島・屋久島・甑島〈鹿児島） ，石垣

2級地（ 8％） 伊豆大島（東京） 8 西郷（松江） 、 厳原・五島・新上五島・壱岐〔長崎）

ﾕ級地（ 4％〉 寿都（函館）※冬期は2級地

期末手当

p 申

報酬等の①2． 6，②'2． 2，③1． 4，④3． 3月分～報酬の号に応じた加算措匿あり
［6月・…①1． 225，②1. 025,@0. ､625,@1. 575月分， ユ2月….①1. 375 p
②1. 175,.0． 775,@1. 725月分］
※①は判事補5～12号，簡裁判事ユO～17号，②は判事補1～4号,簡鏡判事5～9号，③は判事，
簡裁判事勝号及び簡裁判事1～4号の報酬を受ける裁判官，④は最高裁長官，最高裁判事及び高裁長官
※支給割合は平成30年4月1日から適用されるもの。

勤勉手当 報酬等の①1． 8，②2． 2，③ユ． 9月分～報酬の号に応じた加算措屡あり
．［6月， 12月・…各①0． 9，②ユ． 1, 0. 95月分］
※①～③の区分は『期末手当」欄に同じ
※支給割合は平成30年4月ユ日から適用されるもの。

寒冷地手当 支給地域に在勤する職員に対し， ユ1月から翌年3月まで毎月支給 （単位円）

区分 支 給 地 域
世 帯 主

扶養親族あり 扶養親族なし
非世帯主

1級地 旭川，帯広，北見ほか 26 8 380 14 p 580 10 P 340

2級地 札幌，釧路，小樽ほか 23 、 360 ･エ3 0
も

060
0

8 9 80･0

3級地 函館，室蘭，浦河ほか 22 』 540 ユ2 、 860 8,.600

4級地 青森県内，山形，盛岡，長野ほか ユ7 〃 80，0 10 ﾛ 200 7 ウ 360

裁判官特別勤務
手当

①蕊判所の休日の臨時又は緊急の必要等による勤務及び②平.日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務各1
回につき，
判事 簡裁判事特～4号
判事補

″
″
″
″

号
号
号
号

２
４
６
９
号

０
‐
９
－
０

１
３
５
７
１

〃 5～7号
〃 8

． 〃 ユ0
９
Ｆ

9号

11号
〃 ユ2～X4号
〃 15号

円
円
円
円
円
円

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

０
０
０
５
０
０

Ｊ
〃
８
Ｂ
Ｄ
″

８
２
０
８
７
６

１
１
１

①
①
①
①
①
①

６
５
４
３
３

②
②
②
②
②

２
，
９
８
９

０
０
３
５
０

円
円
円
円
円

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
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裁判官 検察官 報酬･俸給 地域手当 扶養手当
初任給

調整手当
月額の合計

‐

6月期

期末手当
6月期

勤勉手当
・ 12月期
期末手当

12月期
｡‘

勤勉手当
年収合計額

最高裁長官 2,010 000 402 000 2,412,000 5,350,117 5,859,652 40,153,769
最高裁判事 検事総長 1,466 000 293 200 1,759 200 3 902,125 4,273,756

●

29,286,281
東京高裁長官

高銭長官 東京高検検事長

1,406

1,302

000

000

281

260

200

400

1

1

687

562

200

400

3

3

742,420

465,598

4,098,841

3 795,655

28,087

26,010

661

053
次長検事,検事長 1,199 000 239 800 1 438 800 3 191,438 3 495,384 23,952 422

判1 検1 1,175 000 235 000 1 410,000 1 241,093 1,886,462 1 538,956 1,886,462 23,472 973
判2 検2 ･1,035 000 207 000 1 242,000 1 093,218 1 661 692 1 355,591 1 661,692 20,676 193
判3 簡○ 検3 965 000 193 000 1 158,000 1 019,281 1 5期 307

●

1 263,908 1 549,307 ･19,277 803
判4 簡1 検4 818 000 163 600 981,600 864,012 、 1 313 299 1 071 375 1 313,299 16,341 185
判5 簡2 検5 706,000 141 200 847,200 745,712 1 133 483 924 683 1 133 483 14,103 761
判6 簡3 検6 ． 副○ 634,000 126 800 ･760,800 669,662 1 017 887 830 381 1 017 887 12,665 417
判7 簡4 検7 副1 574,000 114 800 ･ 688,800 606,287 921 557 751,796 921 557 11,466 797
判8 検8 副2 516,000 103 200 619,200 545,025 828 438 675,831 828 438 10,308,132
簡5 副3 438,500 91 000 16,500 546,000 ・ 779 886 815 171 894,016 815 171 9,856 2“

補1 簡6 検9 副4 421,100 87 520 16,500 525,120 749 745 782,824 859,4“ 782,824 9,476 297
楠2 簡7 検10 副5 387,400 80,780 16,500 484,680 691 368 720,176 .792,5“ 720,176 8,740 424
補3 筒8 検11 副6 364,500 76,200 16 500 457,200 614 338 637,510 704,242 6379510 8,080 000
楠4 樋9 検12 副7 341,200 71,540 16 500 429,240 576 365 596 758 660 711 596,758 7b581 472
補5 簡10 検13 副8 319,200 67 140 16 500 19,000 421,840 563 862 396 樫6 632 907 396 “6 7 051 741
補6 簡11 検14 副9 304 100 64 120 16 500 30 900 415 620 538 336 377 692 6“ 254 377 692 6 885 414
補7 簡12 検15 副10 286 800 60 660 16 500 45 100 409 060 509 090 356 205 571 428 356 205 6 701 648
補8 簡13 検16 副11 276 500 58 600 16 500 51 100 402 700 491 678 343 413 551 883 343 413 6 562 787
補9 簡14 検17 副12 254 100 54 120 16 500 70 000 394 720 435 134 301 870 488 416 301 870 6 263 930
補10 簡15 検18 副13 245 200 52 340 16 500 75 100 389 140 420 743 291 297 472 263 291,297 6 145 280
､楠11 簡16 検19 副14 238,500 51 000 16 500 83 900 389● 900 392 379 270,459 440 426 270,459 6 052 523
補12 簡17 検20 副15 232,400 49 780 16,500 87 800 386,480 382 964 263,541 429 858 263,541 5,977 664

副16 221,000 47 500 、 16,500 285,000 365 368 250,61型 410 107 250,614 4,696 703
副17 2131200 45 940 16,500 275,640 337,659 230,256 379 005 230,256 4,484 856
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(注）

1裁判官及び検察官の項中, ｢判｣, ｢補｣,｢簡｣,｢検｣及び｢副｣は,それぞれ判事,判輪,簡易裁判所判事,検事及び副検事を示し,○印は,裁判官の報酬等に関す
る法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条の俸給を,アラビア数字は,前記両法律別表の号を示す。
2地域手当は,東京都(特別区)(支給割合820％)の場合の月額による(東京都(特別区)は1級地に該当)。
3扶養手当は,配偶者(6,500円)及び子1人(10,000円)を扶養親族とする場合の月額による。
4初任給調整手当は,副検事には支給されない。

5 「補5,簡10,検13,副8｣から｢補12;簡17,検20,副15｣までの｢月額の合計｣及び｢年収合計額｣の各欄は,初任給調整手当を受ける者についての額を掲げた。

6期末手当及び勤勉手当は,各支給月ごとの月額を掲げた。
ただし, 「高裁長官｣及び｢次長検事･検事長』以上の者は,期末手当(3.3月分)のみで,勤勉手当の支給はない｡また, 「判1～8｣， 「簡○～4｣， 「検1～8｣及び｢副○
～2｣の者は,期末手当(1.4月分)及び勤勉手当(1.9月分)を, ｢補1～4｣,職5～9｣,『検9～12｣及び｢副3～7』の者については,期末手当(2.2月分)及ひ勤勉手
当(2.2月分)を,聡5｣， ｢簡10｣,ド検13｣及び｢副8｣以下の者については,期末手当(2.6月分)及び勤勉手当(1．8月分)をそれぞれ掲げた。 ．
なお,これらの手当の算定の基礎となる給与には,『補2j, 「簡7』,｢"10』及び｢副5J以上の者については報酬又は燭台月額の25%を, 「補3,4｣, ｢簡8,9｣, 「検11,
12｣及び｢副6,7jの者については報酬又は俸給月額の15%鋤ﾛ算した上,これらの者については更に鋼別又は捧給月額にこれに対する遡或手当を加えた額の20%を
加算し,｢補5～8｣，｢簡10～1S｣, 『検13～16｣及び｢副8～11｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当鋤ﾛえた額の15%を, ｢補9,10｣, ｢簡14,
15｣，「検17,18｣及び『副12,13｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当鋤ﾛえた額の10%を, 「補11,12｣, 『簡16,17｣,｢検19,20j及び｢副1
4～16｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の5％鋤ﾛ算した。
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裁半U官特男U菫功務弓三当等、二一つ1,,〒ご
（平成30年4月1日現在）

口幸
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(注） 備考欄には，それぞれ対応する官職等を例示した。
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裁 判 官
管理職加
算の割合
(％）

役職段階
別加算の
割合(％）

裁判官特別勤務手当(円）

裁判所の体

日における

特別勤務

平日深夜に

おける特別，

勤務

備 考

最高裁長官

最高裁･判事

東京高裁長官

その他の高裁長官

判1

判2

判3 簡特

判4 ； 簡1

判5 簡2

判6 簡3

判7 簡4

判8

簡5

補1 簡6

補2 簡7

補3

補4

簡8

簡9
15％

補5

補6

補7

補8

補9

補10

補11

補12

簡10

簡11

簡12

簡13

簡14

簡15

簡16

簡17

15％

10%

5％

8,500

7，000 ．

6,000

4,300

3,500

3,000

･行H7級

行H6級

行H5級
〃

行H4級

行H3級



○裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程

（昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号） （抄）

の年次休暇、病気休暇及び特裁判官及び裁判官の秘書官（以下･｢裁判官等」 という。 ）

別休暇については、裁判官等以外の裁判所職員の例による。

(原文は縦書き）
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下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱 ､

13高等裁判所長官申合せ）
14－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）
10－ 部 改 正）
11－ 部 改 正）
13－ 部 改 正）
25－ 部 改 正）
19－ 部 改 正）

(昭和52．
(昭和58．．
(昭和61．
(平成3．
(平成5．．
(平成．8．
(平成11．
(平成15．

●
●
●
●
●
●
●
●

１
１
１
ｒ
１
６
１
６

１
１

1年次休暇

年次休暇の日数のうち10日は，できる限り， 7月21日から8月31日まで

の間（以下「夏期」という。）に取得させるも.のとすること。

2年次休暇の連続取得 ．

（1）在職15年以上の裁判官については, 10年間に1回，本人の選択する時季

に，年次休暇を10日以上連続して取得することができるよう配慮するものと

すること。 ．

（2）前項の定めにより年次休暇を取得しようとする裁判官は,下記の表記載の申

請期限までに,所属する裁判所の長(簡易裁判所に勤務する裁判官にあっては，

その所在地を管轄する地方裁判所の長｡以下｢所属庁の長」 という｡）に申請

するものとし，所属庁の長は，事務に支障がある場合を除き， これを承認する

、~）

へ

、

~）
一

ものとすること。

3．夏期在宅研究等 ．

（1）裁判官は, ‘夏期に， 10日を超えない期間，記録の調査，法律の研究等のた

め，在宅研究を行うことができるものとすること。

47，
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年次休暇の連続取得の始期 申請期限

4‘月1日から9月30．日。 2月末日

10月1日から3月31日
凸 ■

Ｑ
●

8月末日



(2) 夏期における年次休暇（2の定めにより取得するものを除く｡)，夏季休暇

及び前項の在宅研究は，特別の事由のない限り，併せて20日を超えないもの

とすること。

4内国旅行

裁判官は， 1泊以上の私事旅行をする場合には，所属庁の長に旅行届を提出す

るものとすること。ただし，部の事務を総括する裁判官，支部長，司法行政事務

を掌理する裁判官又は所属庁の長にあらかじめ緊急連絡先（携帯電話の電話番号

を含む｡）を届け出ることにより，緊急時に連絡を取ることができる場合には，
一寸

､
、 ノ
ー

これに代えることができるものとすること。

5．外国旅行

（1）裁判官は，外国へ私事旅行をする場合には， あらかじめ，所属庁の長（高等

裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長にあっては，最高裁判所長官）の

．承認を受けなければならないものとすること。

（2） ’裁判官の外国への私事旅行は，特別の事由のない限り:，次に掲げる各要件を

備えていなければならないものとすること。

ア 日曜日，土曜日，休日，年次休暇又は特別休暇を使用するものであること。

イ事務に支障のないものであること。

ウ本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域へのものであること。
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緊急連絡先届
『

所属

氏名

現在の住居の電話番号1

ー －

一

〕
K､-. .ノ

8

自宅（1以外にある場合）の電話番号2

一 ー

ウ

緊急連絡先（(1)又は(2)のいずれかの記載で足りる｡）3，
ー

(1)世帯主等の氏名

I

続柄等〆~）
一

電話番号

ー ■■■■■■■

(2)携帯電話

ー ■■■■■■■

0

49
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(最高裁判所事務総局）

~

裁判所における出産・育児と仕事を両立させるための制度

1 裁判官

裁判官の出産． .育児と仕事を両立させるための制度としては，一般職国家公務

員と同様の制度として，以下のとおり，育児休業及び休暇制度がある。

○育児休業

○産前休暇

○産後休暇

○配偶者出産休暇 ．

○育児参加休暇

○子の看護休暇

○短期介護休暇

○介護休暇

なお，裁判官には，明確な勤務時間の定めがないため，例えば，育児時間等の

制度は，設けられていない。 ．

○

、
１
Ｊ
／

一
戸

タ

グ

2裁判所職員

裁判所職員の出産・育児と仕事を両立させるための制度としては，一般職国家

公務員と同様であり，具体的には別添一覧表のとおりである。なお，平成29年

1月1日から一部改正されており，主な改正点は，別添「仕事と育児・介護の両

立支援制度の関する人事院規則等の改正について」に記載のとおりである。

50
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育児と介腹の両立支授制度一覧
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両立支援策
利用

性
負
男
■

対象

雄
皿

制度の標要等

育
児
休
業
篭

育児休業

育児短時間勤務

育児時間

●

●

●

●

●

●

嬢到

(朔間）

蝿調

'醐間）

銅
蝿

子を養育
口

するだめ,－定期間休酎るこ壁麗める制度

子が3愈に逮する産で

子を養育するため,週38時間45分より短い勤藷時間で勘務することを狸める制度

子が小学校就学の始期に達するまで(勤溺時間は週19時間25分,19時間35分,狸時間15分,24時間35分の中から職貝が
週根）

子を萎宵するために‘ 1日の勤務時間の-部を勤務しないことを阻める制度

子が小学杖就学の始期に達するまで､1日2時間以内⑬0分単位）
、

休
暇
制
度

。

‐ 0

産前休暇

産後休暇

保育時間

配偶者の出産休暇

育児参加のための体
暇

子の着護休暇

短期介謹休暇

介腫休暇

●

●

●

●

●

●

●

ら

●

●

●

●

●

(擬要）

醐間）

(概要）

噸間）

(概頚

(期間》

(凝要》

(期間）

(慨廻

《期間）

(概劉

(期間）

<擬要）

(期剛

(擬到

醐間）

6週間以内(多胎妊姫の増合には14週間》に出産予定の女性殿貝に与えられる休暇

産煎6週間(多醗酵函の増合には14通間)前から出産の日まで

出産した華職貝に与えられる休畷

出産の翌日から8週間陛後6週間を経過した騨員が申し出て,医師が支障がないと罷めた堪合には勤務可能〉

生後1年未満の子を養宵する磯貝が授乳や託児所等への送迎を行う場合に与えられる休暇

子が1塵に達するまで, 1日2回それぞれ30分以内

妻の出産に伴う入退院の付漆し鱒を行う男性駆負に与えられる休暇

2日

妻の産前産後期間中'二当肢出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職貝に与えられる体
暇

5日 9

小学校戟学の始期に途するまでの子を養育する職貝が子を君瞳する必要がある場合に与えられる休暇

年5日(対象となる子が2人以上の堀合は年10日）

配偶者,父母.子.祖父母.獺,兄弟姉妹等の介謹等を行う職貝に与えられる休騒

年5日(対象となる要介鰻者力勉人以上の鳩合は年10日） '

配偶者.父母子,祖父母’孫.兄弟姉妹等を介歴する職貝に与えられる休暇

介賎を必要とする－の継綾する状飯ごとに,3回を超えず.かつ.通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(1日又は1
時間の単位(T時間を単位とする場合は1白4時間以内》

、
そ
の
他

●

早出遅出勤務。

深夜勤務の制限

超過動塞の免除

超過勤務の制限

●

●

●

●

●

●

●
8

●

●

●

《概要〉

<期間）

<概要）

蝿間）

睡要）

(期剛

〔擬頚

(期間）

(擬要）

(期間）

小学校戯学の始期に達するまでの子を養育する職貝･放謀後児童ｸﾗプ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送り
に行く職風又は配偶者･父母･子等を介瞳する職貝に, 1
することを鹿める刷屡

日の勤務時間を変厚することなく･始業･終集時刻を変更して勤務

子が小学校就学の始期に連するまでの間.小学校に就学している子が放裸後児宜ｸﾗプ等に通う間又は介雄を必要とする
間 ．

○ ●

小学校就学の始期に逮するまでの子を養育する職員又は霞偶肴．父母．子癖を介瞳する聡員の深夜の勤務蝿過勤務，
宿日直勤務を含む｡)を制限する例度 、

子が小学校就学の始期に逮するまで又は介腫を必要とする間

3鰻に逮するまでの子を妻青する騏貝又は配偶者.父母子等を介匝する堕貝の超過勤務を免除する劇度

子が3態に連するまで．
0 ●

小学校就学の始期に遠するまでの子を養育する嘩貝又は配偶者,父母子等を介膿する職貝の超過勤務を月24時間以内
かつ年1“時間以内に閥限する制度

子が小学校就学の始期に逮するまで又は介嘩必要とする間

始業及び終業の時刻について職貝の申告を毒鰹LPr.1週間当たりの勤務時間が38時閲45分となるように勤務時間を割
り振る制度

育児を行う理貝については.子が小錘6年生まで,介腫を行う戟貝については,介鐙休暇の要件と同一

女
性
職
員
に
対
す
る
倦
展

潔夜勤蕊及び時
勤務の制限

間外

健康診交及び保健指
導のための職務専念
慈務免除

裳務軽魏．

邇動錘和

●

休且捕食の
環務専念観

●

●

●

●

●

(標頚

(期脚

櫓
蝿

(概劉

醐間）

瞭要）

(期間）

幅
恥

妊産婦である女性職貝の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の勤務を副限する劇度．

妊産婦である期間
旬 も

● 0

妊産婦である女性腫貝が健康診壷及び保健指導の受診のために勤務しないことを狸める別度

妊産蝿である期間

妊産婦である女性職負の業務の軽滅又は他の簡易な象務に就かせることを囲める制度 ’
■ 今

妊座婦である期間
● ●

､ ■

妊纏中の女性職員が通勤に利用する交通捜関の混雑の程度が母胎又は胎児の低康保持に影響があると窪められるとき
に､正規の勤務時間の始め又は終わりで勤務しないことを霞める制度

妊侭中の期間,1日を通じて1時間を超えない範囲

妊狸中の女性腫貝が母体又は健康保持のため;適宜休息し，又は拾食するために必要な時間.勤務しないこ壁麗める制
度

妊媛中の期間
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土事と育児。 丘z， 呂にする人』見目｜ ロ‘、について

内面最大3回まで分割じて目鴫することが可能■通算じて6月を超えなし

となりま乱． ．

■介護嗣隠c明唯箔希望する職員式ま或取得を需望す顎月間、鰡卿について申出

を行いま或この申出は先週厭得を謡望L恋し暢合にも腰で乱

日顎こついて請■指定期間の指定を受けた後指定期閤内において5夷淵

求を行うことになります（手続が2段階になりま或)。

､了）

■野↑溌切↑謝ため1日…箔の｢ー部｣を勤務しないこと力湘当であ鯛合の

伽段卿合）とじて介認調力欝殼されまL虎。
‘ 、

■介謹踊劃式連続する3年の期間右におしY乙1日につき始業又Iさ終業に鰯する2時

間(SO分単圃を超えなし瞳囲内~朝鴫できま或

※介護蜘閾の分割取得介締制度のより詳しい説明については別添1を参照Uてく
●

ださい。

瞳について；対象となる｢子」の範囲に■育児膜育児矧寄鯛淑Iつ
以下の者か唇まｵ'ぼ或

脇膣櫛目…中の者

⑧1わゆ綴子繍圏員に霊ﾓされている者

⑧いわゆる鐘子絹組里親とじての職員に委託しようとした式実親等の同意が得られな

かつたたぬ養毒里親とじて剛韻に菱毛討1た者
1

1度につしYては月聴2を参照してくださし＄※特且麗子縁組

Ⅳ．介謝寄間…に伴う給冒棚扱いについて

■介護時間を承認さh勤務しなかった澗蛎る湯合であっても昇給･勤鵬当において

．直ちに不利にならない取扱いとなり，翻プせて､介護蜘閣･育児休業等について劃司卿

取扱いとなりました。識Hについては給与事務担当割こ照会じて＜ださしI

｡
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2－1介護別添1 のための両立支援両立支立支援 度の改正概要（介護休暇）制度の改正概
』

I

■

１

１

吋

ｊ

刊
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■

Ｉ

４

ｊ

ｌ

Ｊ

ｌ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

１
－

一ー－

－－、
現行 －

V
＝

● ●

（1）概要Ｌ ｜－

Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ

（2）対象家族’ I

’（2）対象家族

同居不要：配偶者、父母、子、配偶者の父母
同居必要：祖父母、孫、兄弟姉妹、

． 父母の配偶昔配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

〆可

子､酬禺者の父母､祖父母､孫､兄弟姉妹 ｜
配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子’’、 :配偶者、父母、

:父母の配偶者、

”榊幽の期間ロ ｜ ’ （3）休暇の期間:’
出

▼

▲

■

■

■

｡

僅鈩○最初の承認の日から連続する6か月の範囲内（要介護状態ごと） ○通算6か月までの3回以下の期間（指定期間）内（要介護状態ごと）
※指定期間は、職員の申出に基づき、割振り権者が指定．一

モ

ー●

’ （4）承認・請求手続
1－ ﾄー

1

命 I D I 二 ‐ ．. ”． ‐ 1

‐
①必要事項と休暇取得を希望する期間（指定期間）を休暇簿に記入、申出
②割振り権者は、原則職員の申し出た期間を指定期間として指定
③介護休暇を取得しようとする日を休暇簿に記入して提出、請求
．※1日から請求可能だが､各指定期間の初回請求時は2週間以上まとめて請求
休暇を取得しない白も含め､暦日で2週間分の予定を立てて請求する

圃

｜ ｜ ｜⑤以後､指定期間内で職員が休暇を都度請求(③④同様｡休暇簿使用）
ﾛ ﾛ Ⅱ凸

○ t

■■ー■目

、

函
函

（1）概要
一■一一 － $

● 今

現行同様
●

○要介護者（※）の介護のため勤務しないことが相当である場合の無給休暇
※2週間以上負傷･疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある対象家族
○全日の休暇及び時間単位の休暇（～4時間）が取得可能
［民間労働法制では介護休業に相当］
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[2-2－2 ’介護のための両立支援制度の改正慨度の改正 要（介護休暇以外）

|介護鴫
L－－－ ＝

介護時
一一

L間
､

■
．
旧
■
Ⅳ

I』雇呂

1器、韮I背q 凸巳

○要介護萱の介護のだめ1日の勤務時間の二一部を勤務
である場合の鯛合休暇

韮’
しないこ ○最初の承認の日から連続する3年の期間内（要介護状態ごと）

※指定期間は除く。bl

○民間労働法制では所定労働時間の短縮措置に相当
汐

対象家族1
、:＝

(2） ※改正後の介謹休暇と同様

①必要事項と介護時間を取得しようとする日・時間を休暇簿に記入、請求
※1日から請求可能だが､できる限り多くの期間についてまとめて請求する
②割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
③日時を変更する場合は、取消し又ば追加で承認（休暇簿を使用。）I 陸 ’

:配偶者、父母、子、酬禺者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
:父母の配偶者､酬禺者の父母の配偶者､子の配偶者､配偶者の子

ー

一 一

‐ ’’
’

、 －

－1

1

’
ー＝ ■－ 一一一ー■＝一

（3）請求の単位 ’1

1

○要介護者の介護をする職員が請求した場合、超過勤務（※）をさせない
※災害等避けることのできない事由による臨時の勤務を除く
○公務の溌首に支障がある場合は除く １

１
コ

○1年単位又は月単位（1年未満に限る） ’
一

（4）
９６

１
』

承認・請求手続
古宇■ 一（2）対象家族 ’ ※改正後の介謹休暇と同様

’
①必要事項と請求する期間を超過勤務制限請求雷に記入､請求

②割振り権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに職員に通知’ 同居不要：配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹． ・
同居必要:父母の配偶者､配偶者の父母の配偶者､子の配偶者､酬禺者の子

L
一■ ー■

１
１
‐
卜
Ｌ画他トーーー

フレックスタイム制、早出遅出勤務、深夜勤務の制限及び超過勤務の制限について、介護休暇と同様に対象家族の同居要件を緩和。 ． 司
○短期介護休暇

画
《



別添2
－ー－■ー－■＝一一一 ■＝一－一

ｒ
』 子縁組里親」『特別養子縁組』と「饗

一

~一一、 養子縁組里親＞特別養子縁組 1 ．

の福祉を最・要保護児童『6歳未満」

優先にした養子縁組制度
要保護・養子縁組を「前提として」、要保静

児童(18歳未満)を養育する里親制度
.養育黄の支払い「あり」
，里親手当の支払い『なし』

〆~~写一・~単一'…口.~‘一再－戸~…~‘~････~･･･'一‘~･一・・一・一､
【養育里親】
，養子縁組を「前提とせず』、要保護児
童(18歳未満)を養育する里親制度

・実親との法律上の関係は「終了」
・家庭裁判所による「審判」が必要
α離縁が「不可能」
･戸雑の続柄は「長男･長女」など

一一－一ーｰ‐一一壷'■●~ｰ■■~ー~ー南面一声一一一頁一一一一一、

′ 【普通養子縁組】．
・義子になれる子の「年齢制限なし」
“実親との法律上の関係は「継続』
・養子が未成年の堀合は、宗庭裁判所に

‘号よる_2註亘｣_力泌臺_"____L__._____"

、
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■

職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、裁判官が外
国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業に関する制度

概要
I

‘■.、
｡

､._ノ (]）休業の事由
“裁判官が､外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由によ
り外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と､当該住所又は
居所において生活を共にすること

(2)休業の請求及び承認
裁判官が休業を請求した場合において､最高裁判所が裁判事務等の
運営に支障がないと認めるときは､休業を承認することができる。

【al休業の期間
， 3年を超えない範囲内(この範囲内であれば原則1回の延長可）
(4)休業の効果

裁判官としての身分は保有するが職務に従事せず､報酬その他の給
・与を受けない。

木案の承認のヘオ．へ

､

ノ
ン

ア休業している裁判官が裁判官弾劾法第39条の規定により職務を停
止された場合､配偶者が死亡又は当該休業をしている裁判官の配偶
者でなくなった場合には､休業の承認が失効 ・ 、
イ休業している裁判官から休業の承認の取消しの申出があった場合、
配偶者と生活を共にしなくなった場合等には､最高裁判所は休業の承
認を取消し

う）退職手当の在職期間の取扱

休業をした期間の全期間を除算 0
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。 、

裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

平3'、 12． 27人能A第14号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長宛て事務

総長依命通達

､こ） 改正 平4人能A第18号

平6人能A第27号

平13人能A第8号

平16人能A第11号

平17人能A第001716号

平28人能第311号

〃

(一定事項の調査,研究,執筆等に継続的又は裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査，研究，執筆等に継続的又は

定期的に従事する場合を含む。以下同じ。 ）の裁判所法（昭和22年法律第59号）

第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めました

ので， これによってください。

記

第1 報酬を得て他の職務に従事する場合

1 裁判官が報酬（旅菱，宿泊料等実菱弁償に相当するものを除く。以下同じ。 ）

を得て他の職務に従事する場合の裁判所法第52条第2号の規定による最高裁

判所の許可は，その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障

がないと認められる場合その他同法の精神に反しないと認められる場合に限り

行う。

〆.~、

‐ノ
『
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一

2最高裁判所は，裁判官が報酬を得て大学等の講師の職を兼ねる場合（継続的

又は定期的に兼ねる場合に限る。 ）の許可の権限を，下級裁判所に勤務する裁

判官（高等裁判所長官を除く。 ）については高等裁判所長官に，最高裁判所に

勤務する裁判官のうち別表の左欄に掲げる裁判官については同表の右欄に定め

る者に，それぞれ委任する。

3 2の定めによる許可は，平成4年6月26日付け最高裁人能A第17号事務

総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の兼業の許可等に

．ついて」 （以下「兼業通達」という。 ）記第4の2の(1)及び(21に掲げる基準に

該当する場合に限り行う。ただし， この基準によることができない特別の事情

がある場合には，最高裁判所の承認を得て許可することができる。

2報酬を得ないで他の職務に従事する場合

1 裁判官は，報酬を得ないで，風地方公共団体又は公共的団体に設置された

委員会，協議会又は審議会（これらと同種のものを含む。以下「委員会等」 と
0 Q

,いう。 ） .で中央官庁（日本弁護士連合会を含む。以下同じ。 ）に設置されたも

のの委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」 とい

う｡． ）の職を兼ねる場合には，あらかじめ最高裁判所の許可を受けなければな

らない。

2裁判官は，報酬を得ないで，他の職務に従事する場合（1に定める場合を除

く。 ）には，あらかじめその所属する裁判所の長（簡易裁判所に勤務する裁判

官にあってはその所在地を管轄する地方裁判所の長，最高裁判所に勤務する裁

判官のうち別表の左欄に掲げる裁判官にあっては同表の右欄に定める者。以下

「所属庁の長」 という。 ）の許可を受けなければなら種い・ただし，次に掲げ
●

る団体の役員の職を兼ねるときは， この限りでない。

（1）兼業通達記第2のただし書の1から5までに掲げる団体

(2) (1)に掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁の長がその団体の役員の職

を兼ねることが裁判官の職務の遂行に支障を及ぼさないことが明白であ,ると

‐、

、 ）
～一

第2

フ

（
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． 認めて指定するもの

3 1又は2の定めによる許可については，第1の1の定めを準用する。

4所属庁の長は，委員会等（中央官庁に設置された委員会等を除く。 ）の委員

．等の兼職を許可する場合には，最高裁判所の承認を得なければならない。ただ

し，委員会等で地方公共団体に設置されたもの並びに各弁護士会に設置された

資格審査会，懲戒委員会及び綱紀委員会の委員等の兼職を許可するときは， こ

の限りでない。

5 4の定めにより．最高裁判所の承認を求める場合には， 当該委員会等の設置目

・ 的及び構成， 当該委員等の職務内容，職務に従事する時間等を明らかにした条

例，設置要綱等の彊料を添付する。

第3許可手続

1 裁判官は，裁判所法第52条第2号の規定又は第2の定めによる許可（以下

「兼職の許可」という。 ）を申請する場合には，事前に相当の期間をおいて，

所属庁の長に対し, '別紙様式による「裁判官兼職許可申請書」 2部を提出しな

ければならない。

2所属庁の長は， 申請に係る兼職の許可の権限を有しない場合には，当該申請

に対する意見を付した上， 申請書をその権限を有するものに送付する。

3兼職の許可の権限を有するものは， 申請を許可し，又は許可しなかった場合

には， 申請書にその旨を記載じて， 1部を保管し， ・1部を申請者に（2に定め

る場合にあっては,所属庁の長を経由して)交付する。

4兼職の許可を受けた裁判官ほ，てん補等による所属庁の変更があった場合に

は， 1箇月以内に改めて兼職の許可の申請をしなければならない。

第4許可の期間

兼職の許可の期間は， 2年以内とする。

第5委員会等の委員等への推薦

1 委員会等の委員等への委嘱について関係機関から裁判官の推薦依頼があった

､_）

つ

~

0

ダ
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ー

場合の推薦は，委員会等で中央官庁に設置されたものの委員等については最高

裁判所が，その他の委員会等の委員等については所属庁の長が行う。

2所属庁の長は， 1の定めによる推薦をする場合には，委員会等で地方公共団

体に設置されたもの並びに各弁護士会に設置された資格審査会，懲戒委員会及

び綱紀委員会の委員等にその所属の裁判官を推薦するときを除き，最高裁判所

の承認を得なければならない。

3 1の定めによる推薦については第1の1の定めを， 2の定めにより最高裁判

所の承認を求める場合には第2の5の定めを，それぞれ準用する。

4裁判官が最高裁判所又は所属庁の長の推薦により委員会等の委員等の職を兼

ねる場合は，裁判所法第52条第2号の規定による許可又は第2の1若しくは

2の定めによる許可を受けたものとみなす。

~）、
～〆

研修会等講師の推薦

研修会，講演会等の舗師への裁判官の推薦は，所属庁の長が行う。

兼業通達記第10の後段の定めは, 1の推薦について準用する。

６
１
２

第

(別紙様式添付省略）

夕寺、

ノ
ー

0

〃

ｰ

〃
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1 首席調査官

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

最高裁判所長官

2 事務総局に勤務する裁判官

裁判所調査官

各研修所に勤務する裁判官

(1に掲げる者を除く｡）
● e

最高裁判所事務総長

p ●



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の兼業の許可等

について

､

平4． 6． 26人能A第17号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長あて事務

総長依命通達

｡

改正 平6人能A第29号

平13人能A第2号

平17人能A第001612号

平20人能A第004112号

平27人能第354号

平28人能第601号

・平29人能第40号

以下「職員」 という。 ）の兼裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」 という。 ）の兼業の

許可等について下記のとおり定めましたので，裁判所職員臨時措置法（昭和26年

法律第299号）において準用する国家公務員法（昭和22年法律第120号。以

下「法」 という。 ）並びに裁判所職員に関する臨時措置規則（昭和27年最高裁判

所規則第1号).において準用する人事院規則14－8 （営利企業の役員等との兼業

） ，職員の兼業の許可に関する政令（昭和41年政令第15号。以下『政令」とい
1 ．

う。）及び職員の兼業の許可に関載る内閣官房令（昭和41年総理府令第5号。以

下「内閣官房令」 という。 ）に規定するもののほか；これによってください。

記

第1 用語の定義

つ
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､

1 この通達において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ次に定めるところに

よる。

（1）役員等会社その他の団体の役員，顧問又は評議員をいう。

(2) 営利企業兼業営利企業の役員等の職を兼ね，又は自ら営利企業を営むこ

とをいう。 「･自ら営利企業を営むこと」とは，職員が自己の名義で商業，工

業，金融業等を経営する場合をいい（以下「自営」という。 ） ，名義が他人

であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該

当する。

この場合において，農業，牧畜，酪農，果樹栽培，養鶏等にあっては大規

模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき，太陽光電

気（太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同

じ。 ）の販売にあっては販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワ

ット以上であるとき又は不動産若しくは駐車場（以下「不動産等」という。 ）

の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは， 自営に当たるものとして

取り扱うものとする。

ア不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

（ｱ）独立家屋の賃貸については，独立家屋の数が5棟以上であること。

（ｲ）独立家屋以外の建物の賃貸については，貸与する．ことができる独立的

に区画された一の部分の数が10室以上であること。

（功土地の賃貸については，賃貸契約の件数が10件以上であること。

㈲．賃貸に係る不動産が劇場，映画館，ゴルフ練習場等の娯楽集会，遊技

等のための設備を設けたものであること。

㈱賃貸に係る建物が旅館，ホテル等特定の業務の用に供するものである

、

<）

つ

『

こと。

イ駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
●

〈ｱ）建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

0
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『

〆

． （ｲ）駐車可能台数が10台以上であること。

ウ不動産等の賃貸に係る賃貸料収入の合計額が年額500万円以上である

場合

エア又はイに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

（3）有報酬兼業報酬（旅費，宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下

同じ。 ）を得て，団体（営利企業を除く。 ）の役員等の職を兼ね，その他事

業に従事し，又は事務を行うことをいう。

（4）無報酬兼業報酬を得ないで，団体（営利企業を除く。 ）の役員等の職を

兼ねることをいう。

2法第103条第2項及び第104条の規定中「所轄庁の長」とあり，並びに

政令第1条及び内閣官房令の規定並びにこの通達中「所属庁の長」とあるのは，

承認又は許可を受けようとする職員の所属する庁の長（最高裁判所事務総長に

ついては最高裁判所長官，最高裁判所に勤務する職員（最高裁判所事務総長を

除く。 ）については最高裁判所事務総長，簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員についてはその所在地を管轄する地方裁判所の所長） とする。

第2無報酬兼業の制限

職員は，無報酬兼業をする場合には，あらかじめ所属庁の長の許可を受けなけ

ればならない。ただし，次に掲げる団体の役員等の職を兼ねる場合は， この限り

0

〆凸｡､

_ノ

でない。

1国家公務員等共済組合連合会及びこれに設置された機関

2裁判所の職員又は法曹関係者を構成員とし，その親ぽく，互助，研さん等を

目的とする団体

3居住地域の町内会及び自治会

4子弟の学校のPTA

5 出身学校の同窓会，同期会等の親ぽく団体

6 1から5までに掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁の長がその団体の

64
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●

1

役員等の職を兼ねることが第4の1の(1)か．ら(4)までの定めに該当しないことが

明白であると認めて指定するもの

；3 営利企業兼業の承認

営利企業兼業については，次に定める場合のほかは,承認することができない。

1 不動産等の賃貸に係る自営を行う場合で，次に掲げる基準のいずれにも適合

すると認められるとき。

（1）職員の官職と承認に係る不動産等の賃貸との間に特別な利害関係又はその

発生のおそれがないこと。

（2） 入居者の募集，賃貸料の集金，不動産の維持管理等の不動産等の賃貸に係

る管理業務を事業者にゆだねること等により職員の職務の遂行に支障が生じ

ないことが明らかであること。 ．

(3) ，その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。 ’

2太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で，次に掲げる基準のいずれにも適

合すると認められるとき。

．〈1）職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はそ

の発生のおそれがない.こと。

（2）太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者

に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであ

ること。

（3） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

3不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で，

次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときb

（1）職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがな

第3

、つ

､

つ

いこと。

(2)職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等に

よ.り，職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

65
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（3） 当該事業が相続遺贈等により家業を継承したものであること。

（4） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと6

第4有報酬兼業及び無報酬兼業の許可

1 有報酬兼業又は無報酬兼業の申請が次のいずれかに該当する場合には， これ

を許可してはならない。 ．

（1） 当該兼業のため勤務時間を割くことにより，職務の遂行に支障が生ずると

認められる場合

． (2) 当該兼業による心身の著しい疲労のため，職務遂行上その能率に悪影響を

与えると認められる場合

． （3）裁判所と当該兼業先との間に取引関係等の特殊な関係があるなど当該兼業

． ．をすることが裁判所の職務の公正に疑義を生じさせるおそれがあると認めら

， れる場合
◆ 0

（4） 当該兼業をすることがその官職の信用を傷つげ，又は官職全体の不名誉と

なるおそれがあると認められる場合

2職員が報酬を得て大学等の講師の職を兼ねる場合（継続的又は定期的に兼ね

る場合に限る。 ）の許可は，次に定める基準に該当する場合に限り行うことが

できる。ただし， この基準によることができない特別の事情がある場合には，

最高裁判所の承認を得て許可することができる。

（1）担当する授業時間が官庁の執務時間外であること。

（2）担当する授業時間数が次の範囲内であること。 ．

ア講師の職を兼ねる期間が3箇月以上である場合には,授業時間数が1週

間につき2時間を超えないこと。

イ講師の職を兼ねる期間が3箇月未満である場合には，授業時間数が1週

間につき6時間を超えないこと。

g職員が国に設置された委員会,協議会又は審議会（これらと同種のものを含

む。 ）の非常勤の職員，委員，幹事又は評議員（これらと同種のも･のを含む。 ）

‘こ）

１
１
Ｊ
〃
グ

●

豈

〆
』
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の職を兼ねる場合の許可は，最高裁判所の承認を得て行う。

第5兼業の承認又は許可の申請手続

1 職員は，営利企業兼業の承認又は有報酬兼業若しくは無報酬兼業の許可（以

下「兼業の承認又は許可」という。 ）.を受けようとする場合には，事前に相当

の期間をおいて，所属庁の長に対し，別紙様式第1による「営利企業兼業承認

. ・ 申請書（不動産等の賃貸）」，別紙様式第2による「営利企業兼業承認申請書

（太陽光電気の販売）若しくは別紙様式第3による｡｢営利企業兼業承認申請書

（不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外） 」又は別紙様式第4による．｢兼

業許可申請書」 2部（営利企業兼業の承認を申請する場合及び最高裁判所の許

可を必要とする場合にあっては,3部)を提出しなければならない。

2営利企業兼業承認申請書には，次に掲げる資料を添付しなければならない。

． （1） 不動産等の賃貸の場合 ．

、
迅
咄
〃
〃
〃
。
ｐ

へ

一
一、

ア不動産等の状況を明らかにする書面（不動産の登記簿謄本，不動産の図

面等）

イ賃貸料収入額を明らかにする書面（賃貸契約書の写し等）

ウ不動産等の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面（不動産管理

・ 会社に対する管理業務委託契約書等）

エ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面． 、

オその他参考となる資料

(2)太陽光電気の販売の場合

・ ア太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面

（太陽光発電設備の仕様書の写し等）

イ太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面（太陽光電気の販売契約書

、 、の写し等）

〆.。.｡､｡，

ノ

箔
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I

8

、 ウ太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面（事業者に

管理業務を委託する契約書の写し等)．

エ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

オその他参考となる資料

（3） (1)及び(2)以外の営利企業兼業の場合

ア当該事業の概要を明らかにする書面(事業報告書,組織図,事業場の見

取り図等）

イ使用人及び親族で当該事業に従事するものの人数並びにそれらの者と職

員との続柄を明らかにする書面

・ウ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

エ職員が当該営利企業を営むことを必要とする事情を明らかにする書面

オその他参考となる資料

3兼業の承認又は許可を受けた職員は，昇任，転任，配置換，併任等による官

職等の異動があった場合には， 1箇月以内に改めて兼業の承認又は許可の申請

をしなければならない。ただし，官職について実質的な異動がない単なる昇格

の場合及び官職に異動がなく，かつ，職員の所属する庁の長を異にしない配置

換の場合並びに併任の解除及び終了の場合は， この限りでない。

6兼業の承認又は許可の手続

1 営利企業兼業の場合

(1)所属庁の長は， 申請を承認することが相当であると認めた場合には，兼業

承認申請書1部（職員が自ら営利企業を営む場合には，第5の2に定める資

料を含む。 ）を添付して最高裁判所に承認の上.申をする。

可、
、..〆

0

つ

0
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＄

(2)．所属庁の長は， (1)の上申について最高裁判所から承認又は不承認の通知が

あった場合には，兼業承認申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部

を申請者に交付する。

． （3）所属庁の長は， 申請を承認することが相当でないと認めた場合には，兼業

承認申請書にその旨を記載して； 1部を保管し， 1部を申請者に交付し，最

高裁判所に兼業承認申請書I部を添付して承認しなかった理由を報告する。

2有報酬兼業の場合

（1）所属庁の長は，最高裁判所の許可を必要とする申請を許可した場合には，

兼業許可申請書にその旨を記載して， ‘1部を保管し， 2部を最高裁判所に提

出する。この場合において，最高裁判所が当該申請を許可し；又は許可しな

かったときは，所属庁の長は,保管している兼業許可申請書にその旨を記載

し；最高裁判所から返戻された兼業許可申請書1部を申請者に交付する。

（2）所属庁の長は， (1)の申請を許可しなかった場合には，兼業許可申請書にそ

の旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付し，最高裁判所に兼業

許可申請書1部を添付して許可しなかった理由を報告する。

（3）所属庁の長は， 申請（(1)の申請を除く。 ）を許可し，又は許可しなかった

場合には，兼業許可申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請

者に交付する。 、

3無報酬兼業の場合 、

所属庁の長は， 申請を許可し，又は許可しなかった場合には，兼業許可申請

書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付する。

第7兼業の承認又は許可の期間

・ 兼業の承認又は許可の期間は， 2年以内とする。

第8勤務時間を割く必要がある場合の承認

1職員は，有報酬兼業の許可を受けた場合において，現実に勤務時間を割くと

きには，その都度所属庁の長の承認を得なければならない。

~）、~

つ
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』

、

2職員は，勤務時間を割くことの承認を得ようとする場合には，事前に書面に

より所属庁の長に申請しなければならない。

第9委員会等の委員等への推薦

1 国，地方公共団体若しくは公共的団体に設置された委員会，協議会若しくは

審議会（これらと同種のものを含む。以下， 「委員会等」 という。 ）の非常勤

の職員，委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」

という。 ）への委嘱について関係機関から職員の推薦依頼を受けた場合の推薦

は，所属庁の長が行う。

2所属庁の長は， ，の定めにより国に設置された委員会等の委員等に職員を推

薦する場合には，最高裁判所の承認を得なければならない。

3 1の定めによる推薦については，第4の1の定めを準用する。

4 2の定めにより最高裁判所の承認を求める場合には，職務への支障の有無に

． ついての意見を付した上， 当該委員会等の設定目的および構成， 当該委員等の

職務内容，職務に従事する時間，報酬の有無及び金額等を明らかにした条例，

設置要綱等の資料を添付する。

5職員が所属庁の長の推薦により委員会等の委員等の職を兼ねる場合には，法

第104条の規定又は第2の定めによる許可を受けたものとみなす。

第10研修会等講師の推薦．

研修会，講演会等の講師への職員の推薦は，所属庁の長が行う。この場合にお

いて，所属庁の長は，当該研修会，講演会等が国，地方公共団体又は公共的団体

の行うものであり,芝の目的,趣旨,講義内容,対象者等の諸般の事情を総合し

て裁判所の職務の公正に疑義が生ずるおそれがないことが明白であり，かつ，事

. ､務の円滑な運営に支障を生じさせないもの．である場合に限り，推薦するものとす

こ）

つ

夕

る。

第11兼業台帳の備付け等

1兼業台帳の備え付け
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高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所は，別紙様式第5の「兼業台帳」を

備え付ける。

兼業台帳の写しの送付

地方裁判所及び家庭裁判所は，毎年1月31日までに前年分の兼業台帳の写

しを高等裁判所に送付し，高等裁判所はこれを取りまとめた上， 自庁の兼業台

帳の写しど共に毎年･2月10日までに最高裁判所に送付する（送付書不要） 。

2

､ご）

、

、

今一一

〆 、

ノ
ー

今

e

71

~－－●e一口一
－－■－－ー一一 ■｡ー



平成24年2月24日

0

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネット・を利用する際の服務規律の遵守について

昨今，掲示板，ブログなどのインターネ.ツト上のサービスを利用した個人による

情報発信が広がってきている中，掲示板上に個人情報が掲載され不特定多数人が閲

覧できる状態になっていたという事例や，公務員が職務上知り得た秘密に当たる可

能性のある情報が発信されていたという事例など，インターネットの不適切な利用

に関する報道もされているところです。

裁判所職員がインターネット上のサービスを利用して職場や職務に関わる情報を

発信する場合，その内容によっては国家公務員法上の守秘義務に抵触する可能性が

あるほか，守秘義務に抵触しない場合でも，事件関係者を侮辱したり誹誇中傷した

りするような内容が含まれていれば，同法上禁止されている信用失墜行為に該当す

ることもあります。

ついては，裁判所職員として法規を遵守することについて重い職責を負っている

ことを改めて認識し，国民からの信頼が損なわれることのないように，インターネ

ットの利用に際しては， より一層の注意を心掛けてください。

､フ

〆｡、
芦

ノ

■■

D C

や
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、

8

平成25年7月19日

職 ・員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

この度，総務省から，他の行政府省におけるインターネットの不適切な利用を踏

まえて,別添の｢国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」

（以下「留意点」 という。 ） 』が示されました。

裁判所においては，平成24年2月24日付けで当課から「インターネットを利

用する際の服務規律の遵守について」と題する書面を発出し，インターネット上の

サービスを利用して情報を発信するに際しては， より一層の注意を心掛けるよう，

お知ら．せしたところです。

裁判所職員が,来庁者や事件関係者等を侮辱又は誹誇中傷するなどした場合には，

国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当する可能性があり，また，職場

や職務に関する情報を発信した場合には，その内容によって同法上の守秘義務に抵

触する可能性もあります。

ついては，裁判所職員としての重い職責を改めて自覚し，国民ｶﾐらの信頼を損ね

ることのないよう，インターネットの利用に際し，留意点に記載されている事項を

参考にして，服務規律の遵守に努めてください。

一〕
、__.′′

８

つ

’
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。
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麹総務省
IvlIC臘撫洲柵騨"‘

ﾔ

国家公務員のソーシャルメディア
の私的利用に当たっての留意点

総務省人事。恩給局

平成25年6月

１
，
も

卓へ

、）

！

1．はじめに
四町 一 ＝

目的
一一 一一 」－－ ．－－－－ －－- 』

○本来、ソーシャルメディアの私的利用は、個人の自覚と責任において、自由に行

うべきものであることは言うまでもありませんが、ソーシャルメディアに関する

重大な問遥事例が発生した事態に鑑み、以下に記載するソーシャルメディアの特

性を踏まえて、ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点をよく理解し
塁

て利用するよう注意を促すものです。

つ

’ ’ソーシャル〆宗イアと吟
」

’ ○『ソーシャルメディア」とは、ブログ､ソーシャルネットワーキングサービス、動画共有サイトなど利用者が情報を発信し、形成していくメディアをいいます。

利用者同士のつながりを促進する様々なしかけ力朔意されており、互いの関係を

騨霞Ⅲ
視覚的に把握できるのが特徴であるとされています。
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2.ｿｰｼｬﾙﾒデｨｱの特性(その1）

o手軽かつ即時に発信できるという強みがある!○発言の一部分が切り取られる等により､本人
反面､熟考することなく発信してしまう利用i の意図しない形で伝播するおそれがあること。

者が多いこと。 I ・

！○匿名での発信や氏名又は所属する組織の一部

･離菫言龍鯨懸蹴|耀碁難曼鰯屋巽繍
･てしまい､当該発信やｱｶｳﾝﾄを削除して｜ 特定がなされるおそれがあることや､国家公

も第三者によって保存され､半永久的に拡散｜ 務員としての発信とみられる場合には､.組織

され続けるおそれがあること。 ｜ や職員の評判に関わるおそれがあること。
1 ‘

o様々な属性や価値観､意見を有する者が利用1
I

する公共的な空間であること。特定の閲覧者｜

の間での発信であったとしても､閲覧者が内｜
容を転載し､更に第三者が引用する等により ｜
拡散されるおそれがあること。

ヨ

、
、
１
Ｊ

一
』

2.ソーシャルメディアの特性(その2）
０
０
８
０
０
１
皇
８
１
１
１
１
１
１
１
０
０
８
０
０
０
８
０
８
０
０
鴎
０
１
０
０
８
０
０
０
０
●
０
０
０
０
０
８
０
一
ｇ
０
０
０
１
Ｕ
０
８
６
８
０
０
ワ
０
０
０
６
｛
０
８
０
８
８
０
０
０
８
０
０
０
０
８
０
二
０
０
０
０
０
口
８
０
０
０
０
０
８
０
《
８
８
０
‐
８
９
０
０
０
０
８
８
８

○発信の一つ一つは断片的な情報を内容とする

ものであっても、複数の断片的な情報を組み

合わせ、又は他の情報と照らし合わせること

により、特定の内容を有する情報として理解

されるおそれがあること。また、一つ一つの

発信の内容には特段の問題がない場合であっ

ても、全体として不適切な内容と取られるお

それがあること。

ヘ
ノ

○人間関係をインターネット上に可視化するサ

ービスであるため、匿名で利用するインター

ネット上のサービスと比較して、人間関係に

まつわるトラブルが生じやすいこと。

○継続的なつながりのある者同士でメッセージ

を交換する場合には軽率に不適切な内容を

発信したり、他の者の発信の内容について自

らその真偽を確認せずに拡散させたりしてし

まいがちであること。
4
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S｡ｿｰｼやﾙﾒデｲｱの私的利用に当たっての留意点
(1)国家公務員として特に留意すべき事項

○所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして

発信する場合においては、その発信が自らが

所属する組織の見解を示すものでない旨を自

己紹介欄等であらかじめ断ることが必要であ

ること。

また､.その旨を断ったとしてもなおその発

信が当該組織の見解であるかのように誤解さ

れ、一人歩きするおそれがあることから、発

信の内容が個人の見解に基づくものである場

合には、その旨が明確に分かるような記述を

心がけること。さらに、職務に関連する内容

については、発信の可否も含め、慎重に取り

扱うこと。

誕堂魚 ．

．特に､国家公務員法に規定する寄秘義務､信
用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反

する発信を行わないこと。なお、次に掲げる

発信は、信用失墜行為に該当する場合がある

こと。

‐･職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそ

れの内容のある発信

・他人や組織を誹誘中腸する内容や他人に不快又は

嫌悪の念を起こさせるような発信

・公序良俗に反する内容の発信、他人の権利利益を

侵害するおそれがある内容の発信及び社会規範に

‐反する発信(差別的発謡） ．

･翻務専念義務が課せられていることに鑑み、
出張中の移動時間や超過勤務時間を含め、勤

務時間中の発信は行わないこと。
、
、
１
，
’
ケ
ゲ

一

入 ○業務上支給されている端末を用いて発信を行

わないこと。
5

ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
０’

S.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
B●

(量)その他一般的に留意すべき事項
ベー■■ー且① ～qL-

|篭事実に反する情報等’
■
慣
Ⅱ
日
刊
凸
甲
▲
■
Ｕ
ｄ
０
ｄ
■

|！⑳総論一 ｜
｜ ・

o利用するｿｰｼｬﾙﾒデｨｱの規約､仕組み

設定等を事前に+分に確認しておくこと。

､ IC事実に反する情報や単なる噂の拡散への加担

i は、慎むこと。

／ 、

一ノ
○事実であるかどうかの裏づけを得ていない情

報に基づく発信や不確かな内容の発信を慎む

とともに､発信する場合にはその旨を明らか

にすること。

○ソーシャルメディアの特性を踏まえ、発信し

ようとする場合には、その内容を事前に改め

て確認すること。

○思想信条や宗教患衝突を招きやすく、細心

の注意を払う必要のある事柄を話題とする場

合には､ .特に慎重な発信を心がけること。

○他人の個人情報、肖像、ゴライバシー等に関

わる内容の発信に当たっては、関係者の同意

をあらかじめ得ておく等必要な措置をあらか

じめ講じておくこと。それができない場合に

は、発信を慎むこと。
6
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3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一殿的に留意すべき事項
＝ 一口一

②事徳対応鋼｜
○誹誇中侮、不当な批判その他不快又は嫌悪の

念を起こさせるような発信を受けた場合で

あっても、感情的に対応しないよう心がける

こと。また、内容によっては、ソーシャルメ

ディア上で引き続き取り扱うことが望ましく

ない場合や、返答そのものを控えるべき場合

もあることを踏まえ、ソーシャルメディア上

での応答にこだわらないこと。織離熱吻､‘“

|職安全管理措置’
○自己又は他人のプライバシーに関する情報を

意に反して公開してしまわないよう、ソー

シャルメディアの設定を十分に確認すること。

○面識のない者からソーシャルメディア上の交

流（「友達」関係の形成等）の申し出を受け

た場合には、安易に受諾しないこと。自己の

情報の開示対象者を一定の範囲の者（「友

達」のみ等）に限定している場合であっても、

当該申出に応ずることにより情報が漏えいす

る危険性が高まることに留意すること。○事実に反する発信、他人に不快又は嫌悪の念

を起こさせるような発信その他の不適切な発

信を行ったことを自覚した場合には、当該発

信を削除するに留まることなく、訂正やお詫

びを行うなど誠実な対応を心がけること。ま

た~事案に応じて上司等に相談すること。

誉
１，

？
０

~）、‐
●0－

7

I

3．ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一段的に留意すべき事項

－＝ー ，－－国 可

’④安全管理措置(続き） ’
○アカウントが乗っ取られること等がないよう、

ログイン名及びパスワードの管理を適切に行

うこと。

○ソーシャルメディア上のアプリケーションの

中には自動的に発信を行う機能を有するもの

があることに鑑み、その利用の際にはその動

作等に注意すること。

８
１
０
０
１
８
９
６
１
１
０
１
１
０
０

'二）
○発信を行う際に発言、画像等に位置情報を自

動的に付与する機能を有するサービスが多数

あるため､当該ｻｰビｽを利用する場合には、

当該位匿情報を他人に知られることの影饗に

ついて留意するとともに、必要に応じて当該

○ソーシャルボタン（「いいね」ボタン等）に

ついては、これ萄甲下することにより意図せ

ぬ発信を行ってしまう場合があることに鑑み、

その挙動等に注意すること。

機能の停止等の対応を行うこ I F－ー韓一一函一一＝ーー一.画面一一一一一一一＝ーｰ｡O■章一一再－1

1 1※本資料の作成に当たっては、中崎 ｜

; |尚弁賎士(ｱﾝダｰｿﾝ･毛利･友常｜
｜法律事務所)及び板倉陽一郎弁護士1
1 （ひかり総合法律事務所）に御協力いl
I I

Iただきました。 ’
1

L｣■■■■E－－q■■－車画一一一一一一一一一一1■■－－－－■■■■9－■■、■■、－－凸
● ●

811
11

11
11

○逼信端末、パソコン等のウィルス対策を怠ら

ないこと｡､特にスマートフォンではアプリ

ケーションを装ったウィルスに注意すること。
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最高裁人能第535号

.(人い－12）

平成29年7月3日

高等．裁判．所長官殿

地方裁判所長殿

家．庭裁判所長殿

最高裁判所首席調査官殿

最高裁判所大法廷首席書記官殿

最高裁判所事務総局局課長殿

司法研修所長殿

裁判所職員総合研修所長殿

最高裁判所図書館長殿

○

最高裁判所事務総長今 崎幸彦

裁判所職員の旧姓使用について（通達）
〆）
ー

裁判所職員（以下「職員」 という｡ ）が，戸籍上の氏（以下「戸籍姓」という。

を改めた後も，改姓前の戸籍姓（以下「旧姓」 という。 ）を使用することについ‐

下記のとおり定めましたから， これによってください。

記

1 ．対象

を使用することについて

）

，

、旧姓使用の対象は，別紙に掲げる文書等（給与の支給及び共済組合の事務に関

する文書を除く。以下「対象文書等」 という。 ） とする。

2 申出手続等

（1） ・職員が対象文書等に旧姓を使用しようとする場合には，あらかじめ別紙様式

》

4
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｝

、

第1により作成した旧姓使用申出書（以下「申出書」 という。 ）を当該職員が

所属する裁判所の長（最高裁判所に勤務する職員については，別に定める者，

′ 簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員については，その所在地を管轄する

地方裁判所の長。以下「所属庁の長』 という。 ）に提出して申し出る。

(2)． 申出書には，戸籍姓及び使用する旧姓を証する書面（以下「証明資料」 とい

う。 ）を添付しなければならない。ただし，改姓前に申出をする場合，戸籍の

作成に一定の時間を要する場合その他の申出時に証明資料を提出できない相当

の理由がある場合には，後日これを提出することができる。

（3）所属庁の長は， (2)の定めにかかわらず，人事記録等により当該申出を行った

職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認できるときは，証明資料の提出を省略さ

せることができる。 ．

（4）所属庁の長は， (1)の定めによる申出を受けたときは，証明資料又は人事記録

等により， 当該申出を行った職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認し，当該職

員に対し，別紙様式第2により作成した旧姓使用通知書（以下「通知書」 とい

う。 ）により旧姓使用を開始する旨を通知する。ただし， (2)ただし書に定める

場合には，所属庁の長は，当該職員に対し，通知書により旧姓使用を開始する

旨を通知し，その後に提出された証明資料により戸籍姓及び使用する旧姓を確

認する。

（5） 旧姓は，通知書に記載された使用開始日から使用する。

（6）旧姓を使用する職員は，対象文書等の全てについて,旧姓を使用する。

3 中止手続

職員が旧姓使用を中止しようとする場合には，あらかじめ別紙様式第3により

作成した旧姓使用中止届（以下「中止届」 という｡ ）により，所属庁の長に届げ

出るものとし， 中止届に記載された使用中止希望日から旧姓を使用しない。

4所属庁の長の管理

所属庁の長は，対象文書等に表れた者，対象文書等の作成者等が職員本人とそ

○

つ
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6

、

れぞれ同一であることを明確にするため，最高裁判所事務総局人事局長が定める

方法により，旧姓を使用する職員の戸籍姓及び使用する旧姓を管理する。

5 その他

こ.の通達に定めるもののほか， この通達の実施に関し必要な事項は，最高裁判

所事務総局人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成29年9月1日から実施する。

2 この通達の実施前に行われた旧姓使用の申出又は旧姓使用を開始する旨の通知

は，当該戸籍姓及び使用する旧姓が証明資料又は人事記録等で確認されたものに

2

、

限り， この通達の記2の定めにより行われた申出又は通知とみなす。

一

ノ

、
ご

／

〃

'

、
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（別紙）

1職場における呼称

2職員の配置に関する文書

3職員録（各裁判所で作成しているもの）

4原稿執筆

5協議会に関する文書（職員以外の者が参加する協議会に関するものを除く。 ）

6決裁票，供覧票，回覧票

7 司法行政上の連絡文書

8 図書の受入及び貸出に関する文書

9職員を対象とする試験及び選考に関する文書

10人事異動通知書（裁判官に関するものを除く。 ）

1’ 裁判官第二カード,裁判官第三カード

12身上報告書

13辞職願（裁判官の退官願を除く。 ）

14 出勤簿（登庁簿を含む。 ）

15人事評価に関する文書

’6研修及び研究会に関する文書(裁判所以外の機関が実施する研修及び研究会

に関するものを除く。 ）

’7外国旅行又は海外渡航の申請,承認及び通知に関する文書

18兼職又は兼業の申請，承認,許可及び通知に関する文書

19勤務時間，休日及び休暇並びにその他の職務専念義務免除の申請，承認及び

通知に関する文書

20育児休業， 自己啓発等休業及び配偶者同行休業の申請，承認及び通知に関す

る文書

21 表彰に関する文書

22職員に対する注意書

『
１
Ｊ
／

一
、

｡＝｡、

'_j
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●

ｰ

23職員に対する分限処分及び懲戒処分に関する文書

24旅費支給事務に関する文書

25裁判事務の分配，裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序

を定めた文書

26裁判関係文書

27 旧姓使用中止届

0 ●｡

、

七

○
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(別紙様式第1）

年 月 日

旧姓使用申出書．
、

○○○○裁判所長殿

属
職
名

所
官
氏

､フ

印

下記のとおり旧姓を使用したいので， 申し出ます。

記

1使用する旧姓

(改姓後の戸籍上の氏潅 ）

2改姓年月日

〆）
3改姓事由

4 旧姓の使用開始希望日

（担当者使用欄）

年 月 日証明資料等により確認済印

※ 「改姓後の戸籍上の氏」欄には，改姓前に申出をする場合にのみ記載する。
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(別紙様式第2）

年 月 日

OO○○殿

○○○○裁判所長．○○○○

通 知

○○月○○日付け旧姓使用申出害に基づき，下記のとおり旧姓使用を開始するの

一心

、

､_←ノ

で，お知らせします。

記

』

使用する旧姓1

旧姓の使用開始日2

'フ

、
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(別紙様式第3）

年 月 日

’
、

旧姓使用中止届
0

Ｉ

Ｉ

１

ｉ

ｌ

ｉ

Ｉ

ｌ

○○○○裁判所長殿

所・属

官職

氏名

､フ
I
I

i印

’下記のとおり旧姓の使用を中止したいので，届け出ます。

記

I

中止する旧姓1

Ｉ

ｌ

６

１

１

１

ｆ

ｌ

Ｉ

戸籍上の氏2 〃

勺
／

旧姓の使用中止希望日 ’
I

3

I
1

I ｜

’

１
１

ｰ

I

１
１
I

I
偽

や
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、

最高裁人能第638号

（人い－12） ・

平成29年7月13日

高等裁判所長官
00

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

0

､こ）

「

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

裁判所職員の旧姓使用の運用について（通達）

員のうち常勤職員及び業務代替職員（以下「職員」 という。 ）
/）

裁判所職員のうち常勤職員及び業務代替職員（以下「職員」 という。 ）の旧姓使

用については，平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達「裁判

所職員の旧姓使用について」 （以下「基本通達」という。 ）の定めるところによる

ほか，下記によってください。 、

記

1 申出手続等

（'）職員は，旧姓使用を開始する場合又は中止する場合には，本務庁の長に対し，

旧姓使用申出書又は旧姓使用中止届(以下「申出書等」 という。 ）を提出して

申し出る。

864■■
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『

ひ

（2）基本通達に定める「証明資料」は，戸籍謄本又は抄本，住民票の写し，戸籍

の届出の受理証明書その他の公的機関が発行した書面とする。

（3）基本通達及びこの通達に定める「人事記録等」には，裁判官の履歴書を含む。

､2所属庁の長の管理

（1）所属庁（本務庁のほか，併任，兼務，職務代行，てん補等により勤務する庁

を含む。以下同じ｡.）の長は，次に掲げる事由が生じたときは，あらかじめ備

え置いた別紙様式に定める旧姓使用者台帳に登載し，管理するものとする。

ア所属する職員が旧姓使用を開始したとき。 、

イ旧姓を使用している職員が新たに所属することとなったとき。

（2）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときは， 旧姓使用者台帳に所要事項

を記載する。

ア旧姓使用者台帳に登載されている職員が旧姓使用を中止したとき。 、

イ旧姓使用者台帳に登載されている職員が当該裁判所に所属しなくなったと

き。

ウその他記載することが相当な事情が生じたとき。

3 申出書等の提出に伴う裁判所間の通知等

（1）本務庁の長は，職員から提出された申出書等を受理した場合において，当該

職員が本務庁以外の裁判所にも所属しているときは，当該所属庁の長に対し，

速やかに，当該職員の申出の内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方

法で通知する。

（2）本務庁の長は，裁判官から提出された申出書等を受理した場合には，最高裁

判所事務総局人事局長宛てに，速やかに，当該申出の内容及び旧姓使用の開始

又は中止の日を適宜の方法で報告するとともに， 旧姓使用申出書及び旧姓使用

通知書の写し又は旧姓使用中止届を送付する。

,(3)本務庁の長は，裁判官以外の職員から提出された申出書等を受理した場合に

おいて， 当該職員の本務官職の任命権者又は併任官職の任命権者が本務庁の長

，

~）
、=＝

/フ

9
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一

と異なるときは，当該職員の任命権者に対し，速やかに，当該職員の申出の内

， 容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で通知する。

4 旧姓を使用している職員の異動等に伴う裁判所間の通知

（､1）本務庁の長は， 旧姓を使用している職員が本務庁以外の裁判所にも所属する

こととなった場合には，当該所属庁の長に対し，あらかじめ，当該職員の申出

の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

(2) 旧姓を使用している職員が本務庁の長を異にして異動する場合には，異動前

の本務庁の長は,異動後の本務庁の長に対し，あらかじめ，当該職員の申出の

内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

なお， 当該職員が異動後の本務庁以外の裁判所にも所属するときは，異動後

の本務庁の長は，当該所属庁の長に対し，同様に通知する。

(3) 旧姓を使用している裁判官以外の職員が,本務官職の任命権者又は併任官職

の任命権者を異にして異動する場合には，異動前の本務庁の長は，異動後の本

務官職の任命権者又は併任官職の任命権者に対し，あらかじめ，当該職員の申．

出の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

5 旧姓使用の申出等に伴う人事記録等の記載等

（1） 旧姓使用が開始され，又は中止された場合には，人事記録等に旧姓使用の開

始又は中止の年月日及び使用に係る旧姓を記載する。

(2)裁判官以外の職員については， 旧姓使用申出書， 旧姓使用通知書の写し及び

旧姓使用中止届を人事記録の付属書類として保管する。

． 付･記

この通達は，平成29年9月1日から実施する。

､こ）

つ
｡

I
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最高裁人能第639号

（人い－12）

平成29年7.月13日

0

高等裁判所長宮

地方裁判所 ‘長

家 ，庭．裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
・
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

､つ

ザ

眞哉最高裁判所事務総局人事局長 堀 田

非常勤職員の旧姓使用の運用について（通達）

裁判所職員のうち非常勤職員（業務代替職員を除く。 ）

／一・、

ノ
の旧姓使用については，

平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達「裁判所職員の旧姓使

用について｣′ （以下「基本通達」という。 ）の定めるところによるほか, ､下記によ

ってください。

記

第1調停委員等

1 申出手続等

（1）別紙に掲げる非常勤職員（以下「調停委員等」 という。 ）は，旧姓使用を

開始する場合又は中止する場合には，所属庁（本務庁のほか，併任，兼務，

89
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、

職務代行， ､てん補等により勤務する庁を含む。以下同じ。 ）の長に対し， 旧

姓使用申出書又は旧姓使用中止届（以下「申出書等」 という。 ）.を提出する。

ただし,複数の裁判所に所属する調停委員等(異なる職種で複数の裁判所に

所属する者を含む。 ）は, .いずれかの所属庁の長に申出書等を提出すること

ができる。

（2）基本通達に定める「証明資料」は，戸籍謄本又は抄本，住民票の写し，戸

籍の届出の受理証明書その他の公的機関が発行した書面とする。

．(3)基本通達及びこの通達に定める「人事記録等」には，調停委員人事カード

・そ･の他のこれに準じる任命関係の記録を含む。

（4）調停委員等のうち，司法委員，参与員，鑑定委員，精神保健審判員及び精

神保健参与員について，それぞれ司法委員となるべき者，参与員となるべき

者，鑑定委員となるべき者，精神保健審判員として任命すべき者及び精神保

健参与員として指定すべき者である期間は，基本通達及びこの通達の適用に

おいては，非常勤職員とみなす。

2所属庁の長の管理

（1）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときは，あらかじめ備え置いた別

紙様式に定める1日姓使用者台帳に登載し，管理するものとする。

ア所属する調停委員等が旧姓使用を開始したとき。

イ旧姓を使用している調停委員等が新たに所属することとなったとき。

（2）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときほ，旧姓使用者台帳に所要事

項を記載する。

ア旧姓使用者台帳に登載されている調停委員等が1日姓使用を中止したとき。

イ旧姓使用者台帳に登載されている調停委員等が当該裁判所に所属しなく

なったとき。

･ ウその他記載することが相当な事情が生じたとき。 、

3 申出書等の提出に伴う裁判所間の通知等

､つ

つ

I
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（1）調停委員等から提出された申出書等を受理した場合において，当該調停委

員等が他の裁判所にも所属しているときは， 申出書等を受理した所属庁の長

は，当該調停委員等が所属する他の所属庁の長に対し，速やかに，当該調停

． 委員等の申出の内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で通知す

る。

（2）所属庁の長は，民事調停官又は家事調停官から提出された申出書等を受理

した場合には，最高裁判所事務総局人事局長宛てに，速やかに，当該申出の

内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で報告するとともに， 旧

姓使用申出書及び旧姓使用通知書の写し又は旧姓使用中止届を送付する。 ．

4 旧姓を使用している調停委員等の異動等に伴う裁判所間の通知

（1）本務庁の長は，旧姓を使用している調停委員等が本務庁以外の裁判所にも

所属することとなった場合（異なる職種で所属することとなった場合を含む。

）には，当該所属庁の長に対し，あらかじめ，当該調停委員等の申出の内容

及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

（2） 旧姓を使用している調停委員等が本務庁の長を異にして所属を変更する場

・合には，変更前の本務庁の長は，変更後の本務庁の長に対し，あらかじめ，

当該調停委員等の申出の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

なお，当該調停委員等が変更後の本務庁以外の裁判所にも所属するときは，

変更後の本務庁の長は，当該所属庁の長に対し，同様に通知する。

5 旧姓使用の申出等に伴う人事記録等の記載等

(1) 旧姓使用が開始され，又は中止された場合には，人事記録等がある調停委

員等については，当該人事記録等に旧姓使用の開始又は中止の年月日及び使

用に係る旧姓を記載する。 ．

（2）人事記録等がある調停委員等については， 旧姓使用申出書， 旧姓使用通知

書の写し及び旧姓使用中止届を人事記録等の付属書類として保管する。

2裁判員及び補充裁判員

0
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1 申出手続等

（1）裁判員及び補充裁判員（以下「裁判員等」という。 ）は,裁判員の参加す

る刑事裁判に関する法律（平成16年法律第63号）第39条第2項に規定

・ する宣誓の後に，旧姓使用の申出をすることができるものとする。

（2）裁判員等ば旧姓使用を開始する場合又は中止する場合には，当該裁判員

・等が所属する地方裁判所の長（以下『地方裁判所の長」という。 ）に対し，

申出書等を提出する。

（3） 地方裁判所の長は， 旧姓使用の申出をした裁判員等の使用する旧姓が本人

の旧姓であることに相違ないことを適宜の方法で確認し，当該裁判員等に対

し， 旧姓を使用することができる旨を適宜の方法で通知する。

． (4) 旧姓使用の申出をした裁判員等は， (3)の定めによる通知を受けた日又は旧

姓使用申出書に記載された使用開始希望日のいずれか遅い日から， 旧姓を使

用することができるものとする。

・2その他

基本通達記2の(2)から(5)まで及び記4の定めは,裁判員等には適用しない。

第3 その他の非常勤職員

調停委員等及び裁判員等以外の非常勤職員が旧姓を使用する場合に必要な事

項は，別に定めるところによる｡ ．

付記．

この通達は，平成29年9月1日から実施する。

0

。
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（別紙）

1 民事調停官及び家事調停官

2専門委員

3 労働審判員

4 司法委員

5参与員

6 民事調停委員及び家事調停委員

『

、

7鑑定委員

8精神保健審判員

9精神保健参与員

10非常勤医師

11 非常勤看護師

､､
｡一●

I

8

つ 0

ツ

、

93

ーわ一~●●●一口ローウー－－



Q

下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより高い

職業倫理が保持されてきたところであるが， この度，国家公務員倫理法が施行さ

れたことにかんがみ，裁判官は，事件当事者等との関係において，同法， これに

基づく政令及び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとするごと。

。
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1

「下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ」 （平成12年6月15

日高等裁判所長官申合せ）の説明

ゆ

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し，国民から厳しい批判がな

され，国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになった

ため，平成12年4月から国家公務員倫理法(以下｢倫理法｣という。 ） ， これ

に基づく国家公務員倫理規程（以下「倫理規程jという。 ）及び裁判所職員の倫

理の保持を図るため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則（以下｢倫理規則」

という。 ）が施行された。

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより，裁

判所内部に良き伝統が確立され，極めて高い職業倫理が保持されてきており， こ

の点に関しては，広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に

当たっては，裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が
､

確立されていることや，上記の良き伝統に加えて，職務の性質上他の公務員のよ

うな不祥事が生じることが考えにくいこと等の理由から，裁判官は，同法等の適

用の対象外とされた。しかし，倫理法等の規定内容には，倫理法3条や倫理規程

1条のように裁判官が行動する際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び

倫理行動基準や，倫理規則2条1号，同条3号，同条4号及び倫理規程2条3項

の利害関係者に関する諸規定並びに同規程3条， 4条1項及び5条ないし9条の

規定のように裁判官の倫理保持のための具体的行動基準としてもふさわしく，尊

重すべき性質のものが含まれている。国家公務員全体に対して厳正な服務規律の

保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける検察官等一般職の国家公務員

とのバランスを考えると，裁判官においても，倫理法，倫理規程及び倫理繩ﾘの

上記各規定の趣旨・内容を尊重して行動することが望ましいのでばないかと思わ

れる。そして， このような姿勢を申し合せることによって，裁判官の職務の公正

に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考えられる。

。
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0

高裁長官の申合せという･ものの性質上,倫理法･倫理規程が定めるもののうち，

倫理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については，本申合せの対象外

とした。また，倫理規程8.条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1

項に規定される倫理監督官の承認に係る事項については,裁判官の独立性にかん

がみ，裁判官について倫理監督官制度を設けず，個々の裁判官の自律的判断に委

ねることが相当であると考えられる。

なお，確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられ

ている行為が，本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理

由で許容されることになるものでないことは言うまでもない。また，本申合せの

趣旨に照らせば，本申合せで尊重すべきものとした倫理規範に触れる行為をした

場合に注意等の対象とされるか否かは， これまでと同様に，当該行為の性質等を

こ）

考慮し，裁判官倫理に照らして判断されるべきものである。

「

〆.．､､
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参 考

■■

ここに示す解釈及び具体的事例は，倫理法等に関する人事院の解釈や，これまで

各庁から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき，最高裁入事局において参

､考のために取りまとめたものである（平成28年12月2．1日更新版） 。 ．

I

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして，倫理規則2条1号，同条3号，同条

4号及び倫理規程2条3項所定の者に相当する者をいう。

（1）倫理規則2条1号（事件当事割関係

自己の担当する事件の当事者，その代理人,被告人，その弁護人や起訴検事，

公判立会検事は利害関係者に当たる。利害関係者についての倫理規則の規定は

限定列挙であるから，例えば，決裁官たる検事正等のように当事者等に対して

監督的立場にある者であっても，利害関係者には当たらない。 、

その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者該当性につ1，て

は別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は，事件係属の時から事件の確定又は

上訴による移審等により，事件を担当する可能性がなくなる時までである。

。 なお，事件の当事者となろうとして．いることが明らかである者も利害関係者

に当たる。これは，現在事件の当事者となっていないが，通常の注意力をもっ

てすれば,将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。 「当

事者」になろうとする者のみが問題となり, ､弁護人等になろうとする者は該当

しない。

（2）倫理規則2条3号（裁判以外の不利益処分の名あて人）及び倫理規則2条4

号（契約締結者）関係

これら各号は，司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問

題となる。

、
、ﾉ

つ
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〃

少

〆

3号関係の具体例としては，国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法1

8条3項による使用許可の取消処分が， 4号関係の具体例としては，物品納入

契約，役務調達契約及び工事請負契約がある。

これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって;処分の名あて人

や契約の相手方は利害関係者とな’る。

（3）倫理規程2条3項（影響力の行使）関係

・他の職員又は裁判官の利害関係者が， これらの者に対する当該裁判官の官職

に基づく影響力を行使させることにより自らの利益を図るために，当該裁判官

と接触していることが明らかな場合，右の者は同裁判官にとっても利害関係者

に当たる。

例えば，事件の当事者が,，部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事

件担当書記官に行使させることで，同書記官から有利な取扱いを受けるために

同裁判官と接触していることが明らかな場合は，右の当事者は同裁判官にとっ

て利害関係者となる。

本項の場合，利害関係者の上記､目的が明らかであればよく,当該裁判官の官

職が職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない｡

(4)その他

以下の各団体については，当該団体自体が(1)ないし(3)のいずれかの要件を充

足する場合には利害関係者となるが，それ以外の場合は利害関係者に当たらな

い（当該団体構成員の一部が利害関係者であるときは，構成員個々に対する関

係でのみ考えればよい。 ） 。

日本弁護士連合会及び各単位弁護士会， 日本司法書士会連合会及び各単位司

法書士会， （財）法曹会， （財）司法協会， 日本裁判所書記官協議会，全国家

庭裁判所調査官研究協議会， （財) 日本調停協会連合会及び各調停協会等

利害関係者との間で禁止される行為等 ．

利害関係者との間で禁止される行為，禁止行為の例外，留意点については，別

紙2のとおり

。

『
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利害関係者との間で問題とな．り得る行為

(1)飲食を伴う会合について．

●利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない耀鵬3第

1項6診勵。

「供応」とは酒食によるもてなしのこと。 「接待」は酒食以外の方法による

もてなしのこと。

●職務として出席した会議において，利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物

の提供を受けること，若しくは，多数の者(20舟溌肋が出席する立食パーティ

ーにおいて，利害関係者から飲食物の提供を受けることは，倫理規程に触れ

ることはない個雛3条噸5髄いし7"M)。

●利害関係者であっても，私的な関係（裁判官としての身分にかかわらない

関係）がある場合には，職務上の利害関係の状況，私的な関係の経緯及び現

在の状況並びにその行おうとする行為の態様等により，公正な職務の執行に

対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り， 当該

利害関係者から供応接待を受けることができる(周鵬4紫1嚇削。

●自己の飲食に要する費用について自分で費用を負担するか，又は利害関係

者以外の第三者が費用を負担するのであれば，利害関係者と共に飲食するこ

とは，原則として問題ない(同鵬8鯵照)。しかし，倫理規程上問題がない場合で

あっても，事件関係者との飲食については,裁判官倫理上おのずから別論と

されるであろう。

●地家裁所長や高裁事務局長が，調停運営協議会等の懇親会に招待されて会

合に参加する場合には，同会等の構成員に利害関係者が含まれていても，会

合の趣旨・目的に照らし，許容されることが多いであろう。 ．

I)講演・執筆等について

●利害関係者からの講演・執筆等の依頼については，公正な職務の執行に対

する国民の疑惑や不信を招く.おそれがないかどうかを判断することとなる臓

雛9蕊1"M)。

3

。
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この判断に際しては，利害関係者の性格（公的団体か否か等） ・利害関係

の原因となる事件の性格・依頼がなされた経緯（事件についての便宜供与等

を期待したものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識

の提供や研修的性格なものか否か等）等を考慮することになるが，利害関係

． 者からの依頼は原則的には断ることが望ましいであろう。

なお， この場合の報酬については，講演の場合1時間あたり2万円程度，

執筆の場合400字あたり4.000円程度を超えないことが基準とされてい

る(鵬2W･HI2.46A"A6鞘鱗龍諺W)。

4その他

（.1）監修料

補助金や国が支出する餐用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機

関が過半数を買い入れる書籍等については，その監修や編さんを行ったことに

対する報酬を受けることはできない(同耀6雑關)。

（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知

りながら,その利益を受け取ったり,享受することはできない胴雛畷膨照)｡

●倫理法等に違反する疑いのある事実について，虚偽の申述をしたり，隠ぺ

いすることはできない(剛程7紫2"MI。

●・部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない(職7

条3項鯛)‘ ．

~1
－.ノ

'つ、

I

．以上に掲げられた倫理法；倫理規程，倫理規則及び通達の参照条文のほか，平成

12年4月6日付人能A第6号倫理監督官通達朧鞭職28年12月2順) ，同日付人能A

7号人事局長通達(雛鉦:軸17年4月1日)の各参照条文該当箇所を参考にされたい。

略語：倫理法＝国家公務員倫理法・倫理規程＝国家公務員倫理規程・倫理規則＝裁
守 ●

判所職員倫理規則
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竜

令

別紙1

利害関係者該当性(倫理規則2条1号関係)一覧表

~）
、 一グ 、
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事件類型 事件関係人 該当性 餓当性判断にあたって特に考慮さｵ1た要素

●F

全事件共通

ザ

事件当事看(原告･被告･申立

人･相手方･被告人･被疑者．
検察官等）

代理人･弁護人

燈定人･通訳人

証人

閲覧謄写申舗人
⑧

○

①

○

×

×

×

● ●

裁判所が職構で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）
● ●

破産事件 破産管財人

破産債権者･財団債権者

○
●

○

明文上裁判所の監督權旗ある
｡

● ●

手続上の権利を行使する者である

執行事件 所有者

評価人

催告に応じて届出をした債権
者．買受申出人。買受人

第三債務者
●

○

×

○

○

事件の当事者である

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される民訴法120条所定
の命令の取消によるもので,職権解任ではない．

手続上の栴利を行使する者である 。

事件の当事者である

会社更生事件 更生債楕者･担保権者

株主

舩
雛

･監督委員･調査

○

△

○

手続上の権利を行使する者である
Q e

評決権等行使の場合は手続上の櫓利を行使する者である

明文上裁判所の監督権がある

執行官事務 輔
勵
官補助者(技術者･事務 ×

『

刑事事件 被害者

押送担当職員

保護観察官

△

×

。 ×

公判手続に参加するときは事件の当事者

毒争争1千
･

ｲ､仕宕爾塵官埋人･相漉即淫

管理人･後見人･保佐人･後見
監督人･保佐監督人･補助監
督人 ．

特別代理人･臨時保佐人･臨

時補助人 ．

市役所職員･児童相談所職員

○

●

×

△

函エヒ錘刊”I〃･凡映1超E附子痙噌己eこしLv・ロ

● ■

鋲判所か…で解ｲ士し侍｡とする明又の現疋かない(群択一上厩ﾛ｣肥ノ

事件の申立人となるときは事件の当事者
0

少年事件 附添人

送致した検察官等

少年院職員

○

×

×．

△

● ●

● ●

収容継続申立事件のときは事件の当事者
●

被害者 △ 審判手続に参加するときは零件の当事者



別紙．2

利害関係者との間で禁止される行為等

一

、ー

少少へ

一
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(倫
禁止行為
理短程第3条第 1項）

、

禁止行為の例外（倫理規程第3条第2項） 留意点

(第1号）
利害関係者から金銭， 物品又
は不動産の贈与(せん別,祝儀、
香典又は供花その他これらに類
するものとしてされるものを含
む。 ）.を受けること。

(第1号） ．
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であつ
て広く一般に配布するためのものの贈与を受け
ること。

(第2号〉
多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から配念品の贈与を受けること。

舎○

･職員の親族の葬式に際し,香典を持参した者が職
員の利害関係者である場合には，他の親族との関
係で香典を持参したものと煮えられる場合を隙
き，職員が喪主であるか否かに関わらず，職員あ．
ての贈与が利害関係者からなされたものとして取
り扱われる。
･葬式の際に受付の者が職員の利害関係者に該当す

●

るかどうかを判断することは不可能であるため利
害関係者からの香典を受け取った場合について
は，葬式後，他の親族との関係で香典を持参した
ものと判明した場合を除き，速やかに利害関係者
に返却すれば，金銭の購与には骸当しなし､ものと
して取り扱われる。 ．
「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布
するためのもの」と.しては，カレンダー，手帳，
手拭い等が該当する。

） （第2号）
利害関係者から金銭の貸付け
を受けること。

■ ●

● 巳

■

･金融機関が利害関係者に骸当する場合,一顧客と
して貸付けを受けることは群される。
･利害関係者である金融機関から貸付けを受ける場
合でも，無利子又は利率が著しく低く設定される
場合には，財産上の利益を受けることとなり，禁
止される。

(第3号）
､利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で物品又
は不動産の貸付けを受けるこ
と ＠

(第3号） ・
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される物品を使用するこ
と 0

． 『利害関係者の負担により」とは，受用負担は利
害関係者であるが，実際には第三者が貸付けをす
ることをいう。

･禁止行為の例外
職員が訪問の目的を達成する上でやむを得ず必
要となるものに限定されており，例えば，裁判所
との連絡のための電騒やFAXを使用することが
咳当する。

(第4号）
利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で役務の
提供を受けること ◎・

ク

(第4号）
職務として利害関係者を紡問した際に，当骸
利害関係者から提供される自動車（当咳利害関
係者がその業務等において日常的に利用してい
るものに限る。 ）を利用すること。

． 「役務の提供」とは，広くサービスを提供するこ
とであり，例えば，ハイヤーを回してもらって，
移動の便宜を受けることなどが咳当する。

． 「自動車の利用」は，山間地域の交通不便地に赴
く場合等，当談利害関係者の事務所等の周囲の交
通事情その他の事情から当骸自動車の利用が相当
と罷められる場合に限られる。

(第5号）
利害関係者から未公開株式を
磯り受けること。

q ・
、

(第6罰
利害関係者から供応接待を受
けること。 ●

(第5号） ． ．
職務どして出席した会畿その他の会合におい
て,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
（第6号）
多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から飲食物の提供を受けること｡ ．
(第7号）
職務として出席した会賎において，利害関係
者から簡素な飲食物の提供を受けること。 ．

． ．｢供応」とは，酒食をもってもてなすこと， 「接
待」とは，酒食以外の
ことをいう。

方法により他人をもてなす

･湯茶，茶菓の提供は接待に骸当する。
･弁唆士会等との協磯会において，職員が担当して
いる事件の代理人が含まれていたとしても，一緒
に飲食することができる。ただし， 自己の飲食に
要する費用が1万円を超えるときは，あらかじめ，
倫理監督官等に届け出なければならない。

(第7罰
利害関係者と共に遊技又はゴ
ルフをすること。

。 「遊技」とは，麻雀，パチンコ等，風俗営業法2
条1項7号及び8号に規定する『遊技」をいう。

■ ●

（第8号）
利害関係者と共に旅行(公務
のための旅行を除く。 ）をする
こと 0 2

■ 0

(第9号）

利害関係者をして，第三者に対
し前各号に掲げる行為をさせる
こと ◎
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(裁判官以外の裁判所職員の官職等）

裁判官以外の裁判所職員の主な官職には，次のものがある。

1 裁判所書記官

最高裁から簡裁まで， どの裁判所にも配置されており，裁判所書記官が立ち会

わなければ法廷を開くことはできない。その職務は，弁醗等に立ち会い，調書を

作成したり，裁判記録を保管することのほか，争点の整理を踏まえて書面や証拠

の提出を促す等の訴舩進行管理を行うことがその主たるものである。、

裁判所書記官になるためには，裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上，

その研修課程を修了するか，裁判所書記官任用試験に合格することが必要であ
つ
〆
一
、 る。

2 裁判所事務官

各裁判所に配置され, ・司法行政上の各種事務や裁判所書記官の事務補助を担当

する。裁判所事務官は，原則として，裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官）

・同一般職試験（裁判所事務官）のような正規の採用試験に合格して名簿に登載

された者の中から採用される。

0

3 裁判所速記官

各地方裁判所に配置され，裁判官の命令に従って法廷に立ち会い，証人等の供

述を速記する事務を担当する。

なお，速記官の新規の養成は，平成10年4月以降停止された。 ．

'．

4 家庭裁判所鯛査官（補）

各家庭裁判所及び各高等裁判所に配置され，家事事件や少年事件の審判等に必

要な調査事務を担当する。

家庭裁判所調査官になるためには，裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調

査官補）に合格して採用され，裁判所職員総合研修所に入所し，その研修課程を

修了することが必要である｡

5 裁判所調査官

104
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(1) 最高裁の裁判所調査官

下級裁判所の裁判官等が任命され，最高裁判所の裁判官の命を受けて，上告

事件等を解決するのに参考となる判例，学説等の調査事務を担当する。

(2) 高，地裁の裁判所調査官

一部の高，地裁にも配置されており，知的財産等に関する専門知識を有する

者が任命され，知的財産に関する争訟等について調査事務を担当する。．

6 裁判所技官

各裁判所に配置されており，営繕技官，医師，看護師等がいる。

こ）

7 秘害官

最高裁判所長官秘書官，最高裁判所判事秘書官, ‘高等裁判所長官秘書官があり，

それぞれの秘書事務に従事する。

8 その他
Q

研修所教官，法廷警備員のほか，電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等

がいる。

9 執行官．

各地方裁判所に配置され，民事執行関係の事務を担当するが，事件の当事者か

ら手数料を受ける等，他の裁判所職員とは異なる面がある。

つ

(国家公務員法との関係）

国家公務員法は，国家公務員の職を一般職と特別職に分け，裁判所については，

裁判.官も裁判官以外の裁判所職員も特別職とし， 同法の適用の対象とはしていな

い。これは，司法権の独立確保の観点から，裁判官以外の裁判所職員についても

.･その人事行政権を一般の行政権から独立させておくものである。しかし, ･裁判官

以外の裁判所職員について，その組織，職員制度が「裁判」 ．という目的に奉仕し

なければならないという点を除いては他の行政省庁の一般職の職員と異なる取り

扱いをする必要はなく，他に特別の定めがなければ，国家公務員法や一般職の職

I
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員の給'与に関する法律（以下「給与法」 という。 ）等が準用される。

上述した職員制度について，給与法の規定する俸給表の適用という観点から分

類すると，行政職俸給表（一）準用職員としては裁判所書記官，裁判所事務官，

裁判所速記官，家庭裁判所調査官等があり，行政職俸給表（二）準用職員として

は電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等がある。 この外，医療職俸給表準

用職員としては，裁判所技官（医師） ，裁判所技官（看護師）がある。
0

（昇進経路）

裁判官以外の裁判所職員の昇進経路は，次に示すとおりであり， その職務内容

に応じた系統別昇進ルートが設定されている。裁判所においては，裁判部，事務

局双方の職務を経験した幅の広い知識，見識を有する人材を育てていくことが組

織の能率的な運営上望ましいことから』昇進は裁判部と事務局相互間でも行われ

る。

〔地・家裁における職種別昇進経路〕

1 書記職（裁判所書記官）

首席書記官 ← 次席書記官 ← 主任書記官 ← 書記官

［総括主任書記官］ ［訟廷（副）管理官］ ［訟廷係長等］

［裁判員關整官］

2 速記職（裁判所速記官）

速記(副）管理官 ←・ 主任速記官 ← 速記官

3． 調査職（家庭裁判所調査官）

首席家裁調査官←次席家裁調査官←主任家裁調査官←家裁調査官←家裁調査官補

［総括主任家裁調査官］

4 事務職（裁判所事務官）

・事務局長←事務局次長←課長←課長補佐←係長，主任（調査員）←事務官

［専門官］ ， ［専門職］

つ

夕 G

j
J

や一

(服務）

服務の根本基準. ・法令及び上司の命令に従う義務・争議行為等の禁止・信用失

墜行為の禁止．秘密を守る義務.職務に専念する義務．政治的行為の制限・私企

t

１
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業からの隔離・他の事業又は事務の関与制限等

’
(懲戒)． ．

､ タ

免職・停職・減給・戒告1

(注意）

‘裁判所法第80条,下級裁判所事務処理規則第21条

0

。

●

口
I

｜

’

つ
⑪

『

、

’

1

I
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裁判官以外の裁判所職員(執行官を除く6)の定員(平成29年度）

0

ご）

ｰ

‐

〃

つ

』

一

の

1.08

一●－●●■■■■
ｰ●●◆一一一－_

官職名等 定員（人)．

毒． 記 官 9,834

速 記 官 215
も

家庭裁判所調査官 1.596
伊 ■

事 務 官 9.334

そ の 他 904

計 21.883



行政職俸給表Hの級別標準的職務区分表

(平26.5.30施行）

こ）

(注）表中の（ ）は次の用例による。

（特商)……特に高度の知餓又は遷験を必要とする

（相困)･…･･相当困媛な業務を分掌する

（困）…;･･困難な業務を分掌又は所掌する

(特困)……特に困難な業務を分掌又は所拳する

（重）…‘･･重要な業誘を所拳する

幟重)､…．．特に重要な業務を所掌する

(特画……特定の分野についての特に高度の専門的な知

蹴又は経験を必要とする
'つ

備考

ユ この表において「本省」とは，府，省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。

2 この表において「管区機関」とは，数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支

分部局をいう。

3 この表において「府県単位機関」とは， 1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機

関をいう。

4 この表において「地方出先機関」とは， 1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有

する機関をいう。

5 この表において「室」とは，課に通かれる相当の規模を有する室をいう。

』
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1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

本 省

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

係 長

(困）

課長補佐 課長補佐

(困）

室 長 室 長

(困）

課 長

(重）

課 長

(特重）

管区機関

係 員 主 任

係 員

(特高〉

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

課長補佐

係 長

(困）

課長補佐

(困）

課 長 媒 長

(特困）

部 長

(重）

機関の長

部 長

(特重）

機関の長

唾）

府県単位
機 関

係 員 主 任

係 員

(特高) ．

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

係 長

(特困）

課 長 課 長

(困）

機関の長 機関の長

(因）

地方出先
機 関

係． 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

噸困）

主任(因）

専門官

(特定）

課 長 機関の長

課 長

（困）

機関の長

(因）



〆

1

平成30年4月1日現在

行政職俸給表(一）

問

407070[

410,10[

412,60C

415,000

416,900

419,200

421,300

423,500

425,500

427,600

429,700

431,800

433,500

435,300

437,300

439,300

441,200

“30000

444,800

“60500

448,300

“90800

H

458900C

461,10C

4“,100

467,100

470;100

473,100

476,100

4790200

481,900

485,000

488,000

491,100

493,800

496,100

498,400

500,mO

502j800

504,200

505,700

507,100

円

|62,30C

l64,90C

'67,400

|700000

71,900

74,400

76,700

79,200

810700

84,400

870000

89,700

92,100

94,400

96,600

990000

00,800

02,800

04,700

060500

円

2620006

263,900

2650700

267,800

269,600

271,500

273,400

275,500

277,600

279,600

281,700

283,700

285,700

287,800

2890800

291,800

2930700

2950700

297,800

299,800

3010800

3030900

305,900

308,000

問

288,00［

290020(

292,50G

294,60〔

2968600

2980900

301,200

303,400

305少400

307,700

3090900

312,200

弧40300

弧6,400

)18,600

120,700

122,700

1240700

1260700

1280700

130,600

132,600

1340600

136,700

138,100

偶

318,50〔

320,70(

323,006

325,200

327,400

329,4伽

3310600

333,800

335,800

338,000

3409000

342,200

3“,000

3妬,000

3",100

35001"

3510800

3530800

355,600

3578500

359,500

361,4CO

3630400

365,300

367,3m
369,2001

問

228,90［

230,50C

232,000

233,600

235,100

236,800

238,300

239,900

241,200

2420700

244,300

2450700

247,200

248,700

250,000

251,400

252,900

l540600

l56,300

l580100

I
I59,70

！61,50

163,20

I64;9001

淵

192070[

194,50(

196,30C
も

198,100

199,700

2019500

203,300

205,1“

2060800

2080600

2100400

212,200

213,600

215,釦0

2170100

218,900

220,600

222,300

223,900

225,500

227'0001

鰹Z86U《

143070（

1坐,90［

146,0bC

147,100

148,200

149,300

150,400

151,500

152,900

1“0200

155,500

156,800

158,300

159,800

1610400

1620700

1640200

1650700

'67,2"|

：
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）
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職員
の区

分

、麓
号俸

1級

俸給月額

2級

俸給月額

3級

俸給月額

4級

俸給月額

5級

俸給月額

6級

俸給月額

7級

俸給月額

8級

俸給月額

9級

俸給月額

10級

俸給月額
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)1 527,1(“6,76434,900

4350600

4360300

437,000

437,800

438,600

4390000

439,700

440,200

"00600

“1,000

4410400

必10800

“2,200

坐2,600

442,900

坐3,200

4430600

“30900

44440200

444,500

392,200

393,400

394,600

395,700

396,400

397,100

397,800

398,500

399,100

399,700

400,200

400,600

401,000

401,300

401D600

“1,900

402,200

402,500

402,800

4030100

403,釦0

識
釦4,”
404,9001

406,2001

1
405050

405,70

；

3653100

366,000

367,100

368,200

3698000

369,900

3700800

371,700

372,600

373,400

374,2”

375,000

375,700

376,400

377,100

377,8”

3780300

378,900

379,500

380,200

380,600

381,300

381,900

382,500

38289001

383,50

384,10

384,70

385,10

385,60

386,10

340,700

342'600

3“,400

346,300

347,800

3期,200

3500700

3520200

353,800

354,600

,3550800

356‘800

357,700

35808"

3590700

360,800

361,700

362,400

363,100

3639800

364,200

364j800

365,500

366,200

.366,50

1
367,20

367090

368060

368,90

295,30

1
297,00

298,50

300,10

30',7001

I
253,600

255,000

256,“0

257,700

258,900

260,200

2610600

262,900

264,100

265,200

266,500

267,800

.2680800

,269,900

2710200

272,500

2730500

2測,500

2750400

2760500

2770600

2780600'

279,5001

：

2039700

205,000

206,300

2070600

208,800

210,100

211,釦0

212,700

213,800

2140900

215,900

217,000

.218,100

219,100

2200000

221,000

221,500

鰯：
9

224010

224,80剛

1
225,80

226060

“
墾
鯛
“
娼
蛎
“
錫
鯛
印
刷
顕
記
鎚
弱
駈
駒
認
調
帥
団
礎
鎚
鯉
鮪
髄
師
開
的
、
祁
氾
稻
澱
布
沌
両
犯
禰
帥
郎
醗
鯛
鰹
鮪
妬
師
鯛

46Z2(

467,6（

“7,96

468,2（

。

澤
鰄
認
や
蝿

、

f

1

つ
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皿
Ⅸ
Ⅸ
ｍ

ｎ
ｊ
２
４

&UDau[

40,70(

41,”t

41i60[

41,80t

42,200

42,700

鍋,100

43,200

43,700

“,100

44,400

"0700

46,100

45,500

妬,900

46,400

46,800

47,200

47,600

鱒0100

"0500

甥0800

組.16、

293,0UL

293,“〔

293.70C

294,100

294020C

294,釦0
,

394,800

295,200

295,400

2950700

l960100

296,500

296,700

297,000

197.400

l97D700

I97,900

I980200

I98,600

l98,900

I999100

I990500

I99,900

1”,200

00,3001

１
ｔ
ｌ
ｆ

叩
叩
釦
、

戸
■
■
■
『
■
■
■
■

hI】【Ⅱ dHZ.bl】I

９
０
１
２
．
３
４
５
６
７
８
９
０

３
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１

。

ユ日hnll

つ

備考(一） この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に
規定する職員を除く。

（二） 2級の，号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定め
るものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、 183,700円とする。

8

8

112

●争字の ~ 七Cー－1■－－ー－－■－－－－■一

再任

用職
貝

187,300 214,800 254800 274,200 289,800 314,700 356,400 389,500 4400600 521,000
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銭判官以外の一般職員の給与
(平30． 4． 1現在）

1 俸 ・ ‐給

（1）銭判官以外の一般職員に適用されている俸給表

【

(21俸給の鯛整額 ・

俸給の鯛整額‘＝職務の級に応じた調整基本額×調整数

〃

．
(注)鯛整基本額が俸給月額の100分の4． 5を超えるときは，俸給月額の100分の4. 5に相当する額(1円未満切捨て）を
飼整基本額とする。

2賭手当

'つ

113
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俸 給 表 対 象 官 職

指定職俸給表 事務繊長，大法廷首席番記官，高裁次長等

行政職俸給表H. 書肥職，鯛査職，事務職，速罷職等

〃 に） 自動車運転手，危話交換手，守衛，庁務員等
｡

医療職俸給表㈲ 医師

〃 国 看竣師

職務の級 ﾕ級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9.級 ユ0級

鯛壁基本額(円） 6,600 8,500 9,600 10,200 10j600 11,200 120100 12,700 140300 15,900

対 象， 官 職 鯛整数 傭 考

害記官，家裁圏査官 4

首席・次席・総括主任香寵官，首席・次席？総括主任家栽鯛査官等 2 管理職手当支給

法廷警備員 2

害妃官・鯛査官の安格を有する事務官 2 最高裁勤務者は非支給

種 目 支 ・ 給 額 等

俸給の特別鯛整額
(管理職手当）

区分及び職務の級の別により次の額が支給される。

’
一種

※「級」桐の数は行(-)の戦務の級を示す。
。

｡

区分 級 支給額 区分 級 支給額

10 139 今■ウ 300

9 130 、 300

8 117 p O00

二種 9

8

7

104 9 200

94 0 OOO

88 、 500

壹霧 8
■

7

6

82 9 200

77 0 400

72 0 700
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種 目 支 給 額 等

本府省業務
鯛整手当

最高裁事務総局の業務等に従事する行㈲職員に対し,職務の級の別により欲の額が支給される。

･職務の級 1級 2級 3級 4級 ． 5級 6級． 7級以上

支給額 7,200 8,800 17,500 22,100 370400 39,200 41,800

初任給調整手当 医師最高414, 300円（採用後35年間，採用日以後の期間の区分に応じて減額）

扶養手当
q ●

※満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳の年度末までの子1人につき月額5, 000円を
加算

扶養親族の種類 扶 養 手 当 額

配偶者 ． 6 , 500円

満22歳に達する日以後の哉初
の3月31日までの間にある子

各ユ0 ， 000円
G 申

震篭f蕊瀦鮒
弟及び妹

◆

60識以上の父母及び祖父母

重度心身障害者

各6 、 500円

寒冷地手当 支給地域に在勤する職員に対し，

P ■

11月から翌年3月まで毎月支給 〔単位円）

区分 支 給 地 域
世 帯 主

扶養親族あり 扶養親族なし
非世帯主

1級地 旭川，帯広，北見ほか 26 、 380 14 9 580 10 0 340

2級地 札幌，釧路，小樽ほか 23 9 360 13 ， 060 8 9 800

3級地 函館，室蘭，浦河ほか 22 0 540 12 0 860 8 ロ 600

4級地 青森県内，山形，盛岡，長野ほか 17 ’ 800 10 0 200 7 、 360

地域手当

U●

(俸給，扶養手当，管理職手当の月額の合計額） ×支給割合

支給割合 支 給 地 域

ﾕ級地〈20％） 東京都特別区 ．

2級地（16％） 大阪市，横浜市ほか・ ．

3級地（15％） 名古屋市，さいたま市，千葉市ほか

4級地（12％） 立川市，神戸市ほか

5級地(10%) 広島市‘福岡市，京都市，堺市ほか

6級地.(6％） 仙台市，高松市，静岡市ほか
0

7級地（3％） 札幌市，北九州市ほか．

広域異動手当

U D

(俸給，扶養手当，管理職手当の月額の合計額),×支給割合
※支給割合は，異動等前後の宮署間の距鮭が①300キロメートル以上の場合100分の10,@60キロメート
ル以上300キロメートル未満の場合100分の5（平成26年度以前の異動等に係る場合は①100分の6,
②100分の3,平成27年度の異動等に係る場合は,O100分の8,@100分の4) ･
※地域手当との併給鯛壁あり

住居手当

■

(ア）借家，借間 家賃12,000超23,000以下･･･家賃-12,000
家賃23,000超550000未満…(家賃-23,000)÷2+11,000
家賃55,000以上…27,000 (単位円, 100円未満切捨）

(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ） （ア）の額の2分のユの額

通勤手． 当 6か月定期券等の価額.(1か月当たり55, 000円を限度） 〃 異動等に伴い新幹線等を利用する職員に

ついては， 6か月定期券等の価額（特別料金分りの2分の1の額（ユか月当たり2･0, 000円を限度）
を加算
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種
ロ

目 支 給 額 等

単身赴任手当 基礎額
加算額
300 000円、

職員の住居から配偶者の住居までの距離に応じて最商70, 000円 ．

特殊勤務手当 特別馨備手当
勤務1時間につき1.50円（ユ日900円（一部の勤務については, 1,050円）を限度）
災害応急作業等手当（東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための特例）
帰還困難区域において行う作業に従事した日1日につき,･6, 600円(3, 960円) ,@1, 3･
30円，居住制限区域において行う作業に従事した日1日につき，①3， 300円(1, 980円) ,
②660円
※①は屋外において行うもの，

●

②は屋内において行うもの， （ ）内は作業従事時間が4時間に満たな
いもの
※同一の日において， 2以上の作業に従事した場合は，手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しな
い。 , 。

特地勤務手当 (異動時の（俸給十扶養手当）の月額×1/2+支給時の（俸綣＋扶養手当）の月額×1/2）×支給割合

(準特地勤務手当）

上記宮署又は佐渡，高森若しくは夕張への異動に伴って住居を移転した職員には，
＋扶養手当）の月額の6％以下を支給（夕張は冬期に限る。 ） ．

別に異動時の（俸給

支給割合 宮 署

5級地(20%) 鐘之島〔鹿児島）

製級地（ユ6％） 八丈島（東京）

､3級地（ユ2％） 新島（東京）
平良（那覇）

8 上県（長崎） 9 名瀬・種子島・屋久島・甑島（鹿児島） 0 石垣．

2級地（ 8％） 伊豆大島（東京） 分 西郷（松江） 0 厳原・五島・新上五島・壱岐（長崎）

1級地（ 4％） 寿都（函館〕※冬期は2級地

期末手当 (俸給，扶養，地域，広域異動手当の月額の合計額十管理職加算額十役職段階別加算額）
×2． 6 （①2． 2，②1． 4）月分

[6月・・ユ． 225(O1. 025,@0． 625)月分, 12月,･.1． 375(①ユ. 175,@0． 7
75)月分］

｡

※（ ）内の①は特定管理職員〔行H7級以上で管理職手当二種以上のもの）
ける職員 。

・管理職加算額．． ‘ ･俸給月額（俸給の調整額は含まない。 ）×割合

9 ②は指定職俸給表の適用を受

｡ ■

役職段階別加算額・…（俸給，地域，広域異動手当の月額の合計額） ×割合

医療職についても級に対応した加算措置がとられる。 .
巳

対 象 職 員 割 合

行(-I7級以上で管理職手当一種のもの及び指定職 25％

行H7級以上で管理職手当二種のもの ユ5％

行い7級以上で管理職手当三種のものの一部 10％

俸給表 割 合 ．

20% 15% | 10% . l 5%

指定職 すべての嘘員 ーーーー

行㈲ 10．9･8級 7．6級 5．4級 3級

行｡ 1■■■ 。■■■ーー ーー－－ 5級 4．3 （一部）級

勤勉手当 (俸給，地域，広域異動手当の月額の合計額十管理職加算額十役職段階別加算額）
×1． 8(①2． 2，②1． 9)月分

［6月, i2月･･各0． 9 (O1. 1,@0. 95)月分] (ただし，期間率及び成績率により個人差あ
り） ．
※(）内の①は特定管理職員（行H7級以上で管理職手当二種以上のもの) ,②は指定職俸給表の適用を受
ける職員 ．
管理職加算額・役職段階別加算額…・期末手当と同じ。

■ ■

成績率（平成･30年6月）

勤務成績
割 合

指 定 職 特定管理職員 その他の職員

(1)特に優秀 上
下
以
以
０
０
０
０
１
１
／
／
４
０
３
２
１
２

上
下
以
以
０
０
０
０
１
１
／
／
０
０
１
８
１
１

(2)優秀 103.5／100以上

190/100以下

119.5/100以上 ，

134/100未満

98.5／100以上

110/100未満

(3) 良好 90／100 107/100 87／100

(4) (1)から(31まで以外 90/100未満 107/100未満 87/100未満．
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種 ． 目

■ 守

支 給 G ●
額 ． 等 ．

超過勤務手当 (俸給の月額十地域手当の月額十広域異動手当の月額）×12 （月）

支給割合 ．
38時間45分×52 （週）

･通常の超過勤務 . 125/100 ，
（午後10時から翌日の午前5時までの間は，

･週休日篭の超過勤務 135/100

150/100)

×支給割合×時間数

（午後10時から翌日の午前5時までの間は, 160/100)
※超過勤務時間数が1箇月について60時間を超えた職員には，その60時間を超える全
て，支給割合をユ50/100 (午後10．時から翌日の午前5時までの時間は176/

時間につい
100に引き

上げ。 ）
※60時間を超えて勤務した全時間のうち,･超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係
る時間に対しては，引き上げ分の超過勤務手当の支給を要しない。

休 日 給 (俸給の月額十地域手当の月額十広域異動手当の月額）×12（月） 135

×一×時間数
38時間45分×52 （週) 100

0

宿日直手当 ･通常の宿日直4
.事件当直7

９
０

200円 ．
200円．

管理職員特別勤務
手･当

①週休日等の臨時又は緊急の必要等による勤務及び②平日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務各1回に

つ鳥定職 ①18, 000円

蓬蝋
管理職手当一種受給者①12, 000円

〃 二 〃 ①100 000円

: 5 I 8:: :::5
〃 ・五 〃 ①6, 000円②3, 000円



裁判所職員の官職別・性別人員構成(H29｡7.1現在）

書記官行一職員

女性

3,657
37％

女性

8,635

41％
1

男性

12,567
59％

男性

6"315

63％

こ）

家裁調査官事務官

女性

3,875
42％

男性
712

45％女性

887

55％

雛
誕
認

《

つ

女性
192

99％
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0

国家公務員倫理法の概要

第一目的

この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託さ

れた公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため

必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を

招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目

的とすること。 ・

､
～〆

第二国家公務員が遵守すべき職務に係る倫理原則

1 国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当た

らなければならない。

2職務や地位を私的利益のために用いてはならない。

3国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

第三国家公務員倫理規程

1 第二の倫理原則を踏まえ、国家公務員倫理規程（利害関係者からの贈与・謝礼

の禁止及び制限等について規定）を政令により制定

2各省各庁の長の職員の職務に係る倫理に関する訓令の制定 、

3 1の国家公務員倫理規程及び2の訓令の国会への報告義務

/つ

第四贈与等の報告 、

’ 本省課長補佐級以上の国家公務員の企業等又ば個人事業者からの贈与又は謝礼

（一回五千円を超えるものに限る｡）に関する報告書の提出義務

2 1の報告書の二万円を超える部分（国家公務員倫理審査会が認めた非公開事項

に該当しない部分に限る｡）の公開 、

3指定職以上の国家公務員に係る1の報告書の写しの国家公務員倫理審査会への

，送付

‐
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（

株取引等の報告及び所得等の報告

本省審譲官級以上の国家公務員の株取引等に関する報告書の提出義務

本省審議官級以上の国家公務員の所得等に関する報告書の提出義務

1及び2の報告書の写しの国家公務員倫理審査会への送付

五
１
２
３

第

’

第六国家公務員倫理審査会

1 人事院に国家公務員倫理審査会を設置

2国家公務員倫理審査会の所掌事務

一公務員倫理一般に関する業務

イ国家公務員倫理規程に関する意見の申出

口、国家公務員倫理法違反に係る懲戒処分の基準の作成及び改定

・ ハ公務員倫理に関する調査研究及び企画

二公務員倫理に係る研修の総合的企画及び調整

。

ホ各省庁における国家公務員倫理規程遵守の体制整備のための指導及び助言

二報告書の審査等に関する業務・

イ贈与等の報告書、株取引等の報告書及び所得等の報告書の審査．

口国家公務員倫理法違反の疑いがあ‘り、国家公務員の倫理の保持に関し特に

秘寧茄お為ﾉｰ認め為》･き{ま‐当該国家公慾昌に省間し‐立入検杏存行い‐証

・人を喚問し、又は必要な報告若しくは資料の提出を求めること。

ハ口の調査の結果､必要があると認めるときは､各省各庁の長に監督上必要

な措置を講ずるよう求めること。

二口の調査の結果、必要があると認めるときは、国家公務員を懲戒手続に付

すること。

3国家公務員倫理審査会の委員は、両議院の同意を得て内閣が任命

4 3に規定するもののほか、国家公務員倫理審査会の組織に関し所要の規定を整

備すること。 ・

5任命権者がする懲戒処分の国家公務員倫理審査会による承認等任命権者と国家

公務員倫理審査会の権限調整に関し所要の規定を整備すること。

6国家公務員倫理審査会の業務に従事する者について、国家公務員法よりも重い

I

'~）
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守秘義務を課すこと。

第七倫理監督官

1各省庁に倫理監督官を置くこと。

2倫理監督官は、職員の倫理の保持に関し必要な指導、助言を行うとともに、国

家公務員倫理審査会の指示に従い、職員の倫理の保持のための体制の整備を行う

こと。

第八国会の関与 ．

内閣の年次報告書の国会への提出義務つ

第九違反者に対する制裁措置

1 国家公務員倫理法に違反した者は、国家公務員法上の懲戒処分の対象とするこ

と。

2国家公務員倫理法違反を理由として懲戒処分が行われた場合における当該処分

の概要の公表

第十特殊法人等に対する措置

1 特殊法人等の国の施策に準じた必要な施策を講ずる穀務

2各省各庁の長による特殊法人に対する倫理の保持のための必要な監督

3国家公務員倫理審査会の各省各庁の長に対する特殊法人等の倫理の保持に関す

る報告又は監督の要求

つ

第十一その他

1 現業の国家公務員に対する特例措置

2地方公務員に対する措置

3裁判所職員臨時措置法を改正し、裁判所職員に対し、国家公務員に準じた措置

を講ずること。

； 4その他関係法律の整備を行うこと。

120

－の1●■一一一一
－－－，－－－一ー



裁判鰯職員飽愉建鯛毒鯵夛侭イント
国民の疑念や不信を招くことがないよう,倫理保持のﾙｰﾙについて鋤乾深めてください。
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…灘§認…畷蕊癖溌趣舞溌識蕊鰯罐切
親族関係，幼なじみ等，私的な関係があるとき

(例）高校の同窓会への出席など

,一般配布用の宣伝用物品の受領する

．会議で簡素な飲食物の提供を受けるなど
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●贈与等報告書

事業者等から， 1件当たり, 5OO⑥円を超える贈与等を受けた場合。 ． 。

に墓言…ﾃ、
・指定職

・行（一）5級以上’

[(-'･級以づLL=== ｺ.－－ ３５
Ｊ，一一

くく
行医

■■

提出期限内※に

贈与等報告書を提出吟

L一一一皇 ノ
※ユ月，4月，7月ノ ユ0月の

14日までに提出 ．つ・その他の報告書

鋤

_

指定職が対象

所得等の報告
■ ‐＝房

●禁止行為や報告遅滞があると…

摩灘公畷鐙雲瀧反です‘
懲礁蝿轤壷慧:差識嫁となります。/~）

‘

原W鞠嘩の原稿料や印税収入の

報告漏れが多発しています。

執筆者は特に御注意ください。

0

贈与等の受領や報告の要否に疑義がある場合は，

必ず還やかに人事担当者に相淡してください。

一

1

で一一一●一 －－■
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最高裁人能第1472号

． ． （人い－07）

平成28年i2月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

つ
最高裁判所事務総長今崎幸彦

ｰ

セクシュアル・ハラスメント等の防止等について（通達）

裁判所におけるセクシュアル・ハラスメント及び妊娠，出産，育児又は介護に関
●

るハラスメント （以下「セクシュアル・ハラスメント等」 という6 ）の防止等にするハラスメント （以下「セクシュアル・ハラスメント等」 というb )の防止等に

ついては，次に掲げる人事院規則等の定めるところによるほか，下記により取り扱

ってください。

1 人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等） （以下「規則

10-10」 という。 .)

2平成10年11月13日付け職福－442人事院事務総長通知「人事院規則1

0－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について」（以下「規

則10－10運用通知」 という。 ） （第6条関係の別紙1の第1の2の五の定め

中「行政サービスの相手方」 とあるのは「事件関係者」 と読み替える｡）

3人事院規則10-i5 (妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防

止等） （以下「規則1.0-15」 という。 ）

4平成28年12月1日付け職職－273人事院事務総長通知「人事院規則10

－15 （妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防止等）の運用につ

いて」 （以下「規則10-15運用通知」という。 ）

/）

､
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子

記 ．

1 不利益取扱いの禁止

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」という。 ）は，セ

クシュアル・ハラスメント等に対する拒否等の対応, ･セクシュアル・ハラスメン

ト等に関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談｣という。 ）を行ったこと，

苦情の調査について証言等をしたことその他セクシュアル・ハラスメント等に対

する対応により，職場においていかなる不利益も受けない。

2職員が認識すべき事項の周知

規則10－10運用通知別紙1 「セクシュアル・ハラスメントをなくすために

職員が認識すべき事項についての指針」及び規則10－15運用通知別紙第1 「

妊娠出産，育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認識すべ

き事項についての指針」を職員に配布するなどして，セクシュアル・ハラスメン

ト等に関する認識を深めさせなければならない。 ．

3監督者の役割

（1）職員を監督する地位にある者（他の職員を事実上監督していると認められる

地位にある者を含む。以下「監督者」という。 ）は，職員が職務に専念できる

良好な勤務環境を確保するために, ･セクシュアル6ハラスメント等を未然に防

止し，又はセクシュアル・ハラスメント等に起因する問題の迅速な処理に当た

らなければならない。

(2) ．監督者は，職員からセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情相談があっ

た場合には，真蟄にかつ迅速に対応しなければならない。 ・

4研修

職員に対する研修を実施する際には，セクシュアル・ハラスメント等の防止に

関する事項を含めるものとする。特に，新たに採用された職員及び初任の監督者

・に対する研修の際には， .必ずセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する事項

を含めるものとする。

こ）

'~）
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苦情相談体制等

〈1）相談員の配置基準等

ア相談員の配置基準

高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所（(1)のイ及び(2)において「各裁判

所」という。 ）は，職員からのセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情

相談に対応するため，苦情相談を受ける職員（以下［相談員」という。 ）を

配置するなどして苦情相談を受ける体制（以下『苦情相談体制jという。 ）

を整備する｡ただし，高等裁判所所在地においては，高等裁判所，地方裁判

・ 所及び家庭裁判所が合同して，同一所在地にある地方裁判所及び家庭裁判所

においては，地方裁判所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置することが・

できる。

イ相談員の指名

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員（地方裁判所にあっては，その管

轄区域内の簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員を含む。以下同じ。 ）

の中から相談員を指名する。ただし，複数の裁判所が合同して相談員を配置

する場合には，当該合同する裁判所に勤務する職員の中から指名することが

できる。相談員の指名に当たっては次の点に配慮する。

㈱相談員のう･ち少なくとも1人は事務局総務課長（高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置する場合には，高等裁判所事務

局総務課長） とする。

（ｲ）相談員は，原則として管理職員（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判

所職員の標準的な官職を定める規則（平成21年最高裁判所規則第6号）

別表の1の項第3欄第9号に規定する職制上の段階に属する課長補佐，同

表の1の項第3欄第13号に規定する職制上の段階に属する課長，同表の

2の項第3欄第4号に規定する職制上の段階に属する主任書記官及び同表

の3の項第3欄第2号に規定ずる職制上の段階に属する主任家庭裁判所調

5

へ

~_）

〆）
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子

‘ 査官及びこれらと同等以上の職制上の段階に属する官職を占める職員をい

う。以下同じ。 ） とする。ただし，規則10－10運用通知記第8条関係

第2項第3号及び規則.10－15運用通知記第8条関係第2項第3号の定

めに適合する相談員の確保が困難な場合には，管理職員以外の職員として

も差し支えない。

ウ相談員の人数

高等裁判所（地方裁判所及び家庭裁判所と合同して相談員を配置する場合

を含む。 ）においては5人以上とし，イの(ｱ)に定める相談員を除いて男性及

び女性それぞれ2人以上とする｡

地方裁判所及び家庭裁判所（同一所在地において合同して相談員を配置す

る場合を含むb ).においては3人以上とし，イの(ｱ)に定める相談員を除いて

男性及び女性それぞれ1人以上とする。

『

、

つ

(2)苦情相談体制の通知

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員に対し，苦情相談体制を書面等適宜

の方法により通知するものとする。

(3)苦情相談の申出

ア職員は， 当該職員が勤務する裁判所（簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員については， 当該簡易裁判所又は当該検察審査会の所在地を管轄する

地方裁判所をいう。 ）の相談員，当該裁判所を管轄する高等裁判所の相談員

及び最高裁判所の相談員（別に定める相談員に限る。 ）のいずれに対しても，

苦情相談の申出をすることができる。

イ職員は，面談， メール，電話，手紙等の方法により苦情相談の申出をする

ことができる。

(4)苦情相談への対応

ア相談員は，セクシュアル・ハラスメント等を受けたとする職員，セクシュ

アル・ハラスメント等を行ったとされる職員又は第三者からの事実関係等の

r)

、
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聴取，関係する職員に対する指導及び助言， 当事者間のあっせん等を自ら行

うとともに，関係する職員に対しセクシュアル・ハラスメント等に起因まる

問題の解決のための指導等を要請することにより， 当該問題を迅速かつ適切

に解決するように努めるものとする。

この場合には，規則10－10運用通知別紙2 「セクシュアル・ハラスメ

ントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」

及び規則10-15運用通知別紙第2「妊娠，出産，育児又は介護に関する

ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について

の指針」に留意しなければならない。

イ苦情相談への対応に当たっては，関係者のプライバシー，名誉その他の人

権の尊重に配慮するとともに，知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

再発防止

セクシュズル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には，再発防止に

つ

6

向けた措置を講じなければならない｡

付記

この通達は，平成29年1月1日から実施する。

つ

8
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､セクシュアル・ハラスメントの防止等

発令 ：平成10年11月13日人事院規則10-10

最終改正：平成19年2月9日人事院規則10-10-1

改正内容:平成19年2月9日人事院規則10-10-1[平成19年4月1日］

oセクシュアル・ハラスメントの防止等

〔平成十年十一月十三日人事院規則一○一一○〕 、

人事院は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）に基づき、セクシュアル･ハラス

メントの防止等に関し次の人事院規則を制定する｡

・セクシュアル・ハラスメントの防止等

（趣旨）

第一条この規則は、人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的

として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル･ハ

ラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し､必要な事項を

定めるものとする。

（定義）

第二条この規則において､孜の各号に掲げる用語の意義は､当該各号に定めるところによる。

一セクシュアル･ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員

が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

二セクシュアル.ハラスメントに起因する問題セクシュアル.ハラスメントのため職員
の勤務環境が害されること及びセクシュアル･ハラスメントヘの対応に起因して職員がそ

の勤務条件につき不利益を受けること

（人事院の責務）

第三条人事院は、セクシュアル･ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を

行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置

に関する調整､指導及び助言に当たらなければならない。
（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、
セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシ

ュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては､必要な措置を迅速かつ適切
に講じなければならない。この場合において､セクシュアル.ハラスメントに対する苦情の
申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル･ハラスメントに対する職員の対

応に起因して当該職員が職場において不利益を受けるこ‘とがないようにしなければならな

い。

（職員の責務）

第五条職員は、次条第一項の指針の定めるところに従い、セクシュアル･ハラスメントをし

ないように注意しなければならない。

2職員を監督する地位にある者(以下｢監督者｣という。 ）は､良好な勤務環境を確保する
ため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル･ハラスメントの防止及び排除に努め

るとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切

に対処しなければならない。

、
－－〆
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． （職員に対する指針）

第六条人事院は、セクシュアル･ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき
事項及びセクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる

対応等について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

（研修等）

第七条各省各庁の長は、セクシュアル･ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必

要な研修等を実施しなければならない。

2各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し、セクシュアル・ハラスメントに関する基

本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対し、セクシュア

ル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために､研修を実

施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると

ともに、自ら実施することが適当と認められるセクシュアル･ハラスメントの防止等のため

の研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

（苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントに関す

る筈情の申出及び相談(以下｢苦情相談｣という｡ ）が職員からなされた場合に対応するた
め、苦情相談を受ける職員（以下「相談員」どいう。 ）を配置し、相談員が苦情相談を受け

る日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において､各

省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示欽るものとする。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する

助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする｡この場合におい
て、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな

い。

3職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことがで

きる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必

要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

附則

この規則は､平成十一年四月.一日から施行する。 、
附則〔平成一九年二月九日人事院規則一○一一○一一〕

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

つ

r.)
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人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について

． (平成10年11月13日職福－442）

（人事院事務総長発）

最終改正：平成28年1．2月1日職職－272

『

標記について下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降は、これによっ

てください。

記

第1条関係

「セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除」 とは、セクシュアル・ハラス

メントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現

に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。

第2条関係

1 この条の第1号の「他の者を不快にさせる」 とは、職員が他の職員を不快に

させること、職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ

ること及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう｡． 、

2 この条の第1号の「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職

員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。

3 この条の第1号の｢性的な言動」 とは、性的な関心や欲求に基づく言動をい

い、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関

する偏見に基づく言動も含まれる。

4 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害

されること」 とは、職員が、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを

受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損

なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう6

5 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントヘの対応」 とは、職務上の

~）
ー

r）

q
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地位を利用した交際又は性的な関係の強要等に対する拒否《抗議、苦情の申出

等の行為をいう。

6 この条の第2号の「勤務条件につき不利益を受けること」とは、昇任、配置

換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不

利益を受けることをいう。

第4条関係

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものｶﾐ含まれる。

一セクシュアル．､ハラスメントの防止等に関する方針、具体的な対策等を各

・ 省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員に対して明示するこ

と。 、

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、セクシュアル・ハラ

スメントの防止等のための研修を含めること，

三セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又

はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

四セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、再発防止

に向けた措置を講ずること。

五・職員に対して、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦

情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の

対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知するこ

~〕
～ノ

r)

と。

2職場における「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から

． 受ける誹誇や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監

督していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係
、
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この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙1のとおりとする。

第7条関係

1 この条の第1項の「研修等」にぱ研修のほか、パンフレットの配布、ポス

ターの掲示､職員の意識調査の実施等が含まれる。

2 この条の第1項の「研修等」の内容には、性的指向及び性自認に関するもの

を含めるものとする。

第8条関係

、1 苦情相談は、セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けた本人からのも

のに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じ

， る職員からの苦情の申出

二他の職員からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職

員からの相談

三．部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた監督者から

の相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、セクシュアル・ハラスメントに関する職員

からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織構成、各官署の規模

等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充

てるものとするd

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

うな体制を整備するよう努めるものとする。

。

つ

り
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0

へ

四セクシュアル・ハラスメントは、妊娠、出産､･育児又は介護に関するハラ

スメント （人事院規則10－15 （妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スメントの防止等）第2条に規定する妊娠、出産、 育児又は介護に関する

ハラスメントをいう。以下同じ。 ）その他のハラスメントと複合的に生じる

ことも想定されるこ′とから、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメン

ト等の苦情相談.を受ける体制と一体的に、セクシュアル・ハラスメントの苦

・ 情相談を受ける体制を整備するなど、一元的に苦情相談を受けることのでき

る体制を整備するよう努めるものとする。

J 3 この条の第2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。

4 この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」にはく他の職員からセクシュ

アル・ハラスメントを受けたとする職員、他の職員に対しセクシュアル・ハラ

、
■ー
． ／

スメントをしたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以

つ
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別紙1

セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項につい

ての指針

第1 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事

項

1．意識の重要性

セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員の一人一人

が、次の事項の重要性について十分認識しなければならない。

一お互いの人格を尊重しあうこと。

二お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

三相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。 ．

四女性を劣った性として見る意識竣なくずこと。

2基本的な心構え

職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する次の事項について十分認識し

なければならない。

一性に関する言動に対する受け止め方には個人間で差があり、セクシュアル

・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。

具体的には、次の点について注意する必要がある。

(1)親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく

相手を不快にさせてしまう場合があること。

(2)不快に感じるか否かには個人差があること。

， （3）この程度のことは相手も許容するだろう‘という勝手な憶測をしないと

： ． と。 ．

(4)相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。

つ

rフ

~

134

1■■－－ ‐ｰーCe晦一4 .●一●ｰ■－で■I■■一一F■や一一■吟･ｰ旬一凸ー■一一つ｡



＄

，

、

二相手が拒否し、又は嫌が･っていることが分かった場合には、同じ言動を決

して繰り返さないこと。 、

三セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思

表示があるとは限らないこと。

セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒

否するこ･とができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限ら

ないことを十分認識する必要がある。

四職場におけるセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するの．では不十分で

あること。

例えば､職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場にお

いて、職員が他の職員にセクシュアル･ハラスメントを行うこと･は､職場の

人間関係を損ない勤務環境を害するおそれがあることから、勤務時間外にお

けるセクシュアル・ハラスメントについても十分注意する必要ｶﾐある。

五職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分である

こと。 、

行政サービスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとな

る職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との

、関係にも注意しなければならない。

セクジュアル・ハラスメントになり得る言動

セクシュアル・ハラスメン,ﾄになり得る言動として、 ．例えば、次のようなも

のがある6

－職場内外で起きやすいもの

（1）性的な内容の発言関係

ア性的な関心、欲求に基づくもの

①スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。

②、聞くに耐えない卑狼な冗談を交わすこと。

戸

』●

ベ
ノ
ー

r~)

3

8

6
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③体調が悪そうな･女性に「今日は生理日か」 、 「もう更年期か」な．ど

と言うこと｡。

． ④性的な経験や性生活について質問すること。

⑤性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

① 「男のくせに根性がない」 、 「女には仕事を任せられない」 、 「女

．性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。

② 「男の子、女の子」 、 「僕、坊や、お嬢さん」 、 「おじさん、おば

さん」などと人格を認めないような呼び方をすること。

③性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすること。

性的な行動関係

ア性的な関心、欲求に基づくもの

①ヌードポスダー等を職場に貼ること。

②雑誌等の卑狼な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりするこ

と。

③身体を執勧に眺め回すこと。

④食事やデートにしつこく誘うこと。

。⑤性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙。Eメールを送る

つ

(2)

，

0

こと。

⑥身体に不必要に接触すること。 ．

⑦浴室や更衣室等をのぞき見すること。 ・

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要するこ

と。

主に職場外において起こるもの
○

性的な関心、欲求に基づくもの

一
一

ア
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〃

性的な関係を強要すること。

イ性別により差別しよう,とする意識等に基づくもの

、①カラオケでのデュエッ．トを強要すること。

②酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要

すること｡

4懲戒処分

セクシュアル・ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為、国民全体の

奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることが

ある。

第2職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項

勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいこと

から、セクシュアル・ハラスメントにより勤務環境が害されることを防ぐた

・ め、職員は、次の事項について、積極的に意を用いるように努めなければなら

ない。

1職場内のセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆる

トラブルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事

者間の個人的な問題として片づけないこと。

職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる

問題については、問題提起を契機として、良好な勤務環境の確保のために皆で

取り組むことを日頃から心がけることが必要である｡’

2職場からセクシュアル･ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さ

ないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。

具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある｡･

一セクシュアル・ハラネメントが見受けられる場合は、職場の同僚として注

意を促すこと。

セクシュアル・ハラスメントを契機として、勤務環境に重大な悪影響が生

』

つ

rフ

、
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｡

じたりしないうちに、機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対

応をとることが必要である。

二被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗るこ

と。

、 被害者は「恥ずかしい」 、 「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたく

ない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害

・を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に

乗ることも大切である。

3職場においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、第三者として気

持ちよく勤務できる環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をと

ることをため．らわないこと。 ・

3セクシュアル． ､ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望

まれる事項

1 基本的な心構え

職員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしな

いために、次の事項について認識しておくことが望まれる。

一一人で我慢しているだけでは､､問題は解決しないこと。 、

セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけで

は、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切であ

る。 ・

二セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないこと。

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」 、 「恥ずかしい｣な

どと考えがちだが、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、

さらにはセクシュアル・ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではな

く良b働務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動す

ることが求められる。

9

つ
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2セクシュアル･･ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応

職員はセクシュアル・ハラスメ‘ン卜を受けた場合、次のような行動をとるよ

う努めることが望まれる。

一嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。

セクシュアル・ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること、すな

わち、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。直接相手に

言いにくい場合には、手紙等の手段をとるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

勺
まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談する，に当たっては、セクシュアル

・ハラスメント･が発生した日時、内容等について記録しておくことが望まし

一

い◎
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別紙2

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意す

べき事項についての指針 ．

､第1基本的な心構え

． 職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」 と

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

つ

○

と。

四実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取ずるに当たっては、次の事項に留意する必要が

ある。

一相談者の求めるものを把握すること。

､ ●
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将来の言動の抑止等､今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

、る対応を求めるものであるのかについて把握する｡． ）

二どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

， 相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。 ・

特に相談者が被害者の場合、セクシュアル・ハラスメントを受けた心理的

な影響から必ずしも理路整然と話すとは限らない。むしろ脱線することも十

分想定されるが、事実関係を把握することは極めて重要であるので、忍耐強

く聴くよう努める。

四事実関係については､ ､次の事項を把握すること。 ､

（1）当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2）問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

（3）相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4）監督者等に対する相談を行っているか。

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので､聴取事項を書面で示したり.、復唱するなどして相談者に確認す

~、
、 〆

』

〆）

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録にしてとっておくこと。

3加害者とされる職員からの事実関係等の聴取

，一原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要がある。

ただし、セクシュアル・ハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なもので

0
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●

． あり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導による対

応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応す．

る。

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たってほ、その主張に真

蟄に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

職場内で行われたとされるセクシュアル・ハラスメントについて当事者間で

事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認めら

れる場合などは篭第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考に・し、適切

に対応する。 ’

5相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

第3 問題処理のための具体的な対応例

相談員が、苦情相談に対応するに当たっては、セクシュアル・ハラスメント

に関して相当程度の知識を持ち、個々の事例に即して柔軟に対応することが基

本となることは言うまでもないが、具体的には、事例に応じて次のような対処．

が方策として考えられる。 ・

1 セクシュアル・ハラスメントを受けたとする職員からの苦情相談

一職員の監督者等に対し、加害者とされる職員に指導するよう要請する。

（例）

職場内で行われるセクシュアル･･ハラスメントのうち、その対応に時間的

な余裕があると判断されるものについては、職場の監督者等に状況を観察す

へ
１
，
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・るよう要請し、加害者とされる職員の言動のうち問題があると認められるも

のを適宜注意させる。

二加害者に対して直接注意する。

(例）

性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされて

いる場合において、加害者とされる職員は親しみの表現として発言等を行つ

ており、それがセクシュアル・ハラスメントであるとの意識がない場合に

は、相談員が加害者とされる職員に対し、その行動がセクシュアル・ハラス

メントに該当することを直接注意する。

三・被害者に対して指導、助言をする。

（例）

職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが、相談者，

がそれを苦痛に感じている場合については、相鱗者自身が相手の職員に対し

て明確に意思表示をするよう助言する。

四当事者間のあっせんを行う。

（例）

被害者がセクシュアル・ハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている

場合において、加害者も自らの言動について反省しているときには、被害者

の要求を加害者に伝え、加害者に対して謝罪を促すようあっせんする。

五人事上必要な措置を講じるため、人事当局との連携をとる。

（例）

・ セクシュアル・ハラズメント．の内容がかなり深刻な場合で被害者と加害者

とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには、人

事当局との十分な連携の下に当事者の人事異動等の措置をとる．ことも必要と

なる。

セクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが納得がいかない旨の

。

シ
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相談

（例）

昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周囲の目に触れるように眺

めていたところ､隣に座っている同僚の女性職員から、他の職員の目に触れる

のはセクシュアル・ハラスメント‘であるとの指摘を受けたがく納得がいかない

旨の相談があった場合には、相談者に対し、周囲の職員が不快に感じる以上は

セクシュアル・ハラスメントに当たる旨注意喚起をする。

3第三者からの苦情相談

（例）

同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けてい

るのを見て不快に思う職員から相談があった場合には、同僚の女性職員及びそ

の上司から事情を聴き、その事実がセクシュアル・ハラスメントであると認め

られる場合には、その上司に対して監督者を通じ、又は相談員が直接に注意を

促す。

（例）

非常勤職員に執鋤につきまとったり、その身体に不必要に触る職員がいる

が、非常勤職員である本人は、立場が弱いため苦情を申し出ることをしないよ

うな場合について第三者から相談があったときには、本人から事情を聴き、事

実が認められる場合には、本人の意向を踏まえた上で、監督者を通じ、又は相

談員が直接に加害者とされる職員から事情を聴き、注意する。

､つ

つ

」

144

●巾一◆＝ ｡■苧一｡｡■､■■■■■■－●ー 一●●一一伊5－－－■争一4◆ー



妊娠、出産、育児又は介鐘に関するハラスメントの防止等 ・

発令 ：平成28年12月1日号外人事院規則10-15

最終改正：平成28年12月1日号外人事院規則10-15.

改正内容:平成28年12月1日号外人事院規則10-15[平成29年1月1日］

o妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等

〔平成二十八年十二月一日号外人事院規則一○一一五〕

人事院は、国家公務員法に基づき、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

等に関し次の人事院規則を制定する。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等

（趣旨）

第一条この規則は､人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的

として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（定義） ．

第二条この規則において、 「妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラスメント」とは、職場
における次に掲げるものをいう．。

一職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
イ妊娠したこと｡・

ロ出産したこと。

（妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなか

ったこと又は能率が低下したこと。

二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動によ
り当該職員の勤務環境が害されること。

イ ．規則一○一七（女子職員及び年少職員の健康､安全及び福祉)第三条第一項の規定に

． よ・り妊娠､.出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。

ロ規則一○一七第四条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間におけ

る勤務をさせないこと。

ハ規則一○一七第五条の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこ

と。

二規則一○一七第六条第一項の規定により業務を軽減し､又は他の軽易な業務に就かせ
ること。

ホ規則一○一七第六条第二項の規定による休息し、又は捕食するため勤務しないこと。

へ規則一○一七第七条の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務

しないこと。

ト規則一五一一四(職員の勤務時間､休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は規則

一五一一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第二項第一号の規定による六週間

（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出産する予定である場合の休暇 ゞ

チ規則一五一一四第二十二条第一項第七号又は規則一五一一五第四条第二項第二号の

規定による出産した場合の休暇

凡
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〆

リ規則一五一一四第二十二条第一項第八号又は規則一五P-．一五第四条第二項第三号の

・規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

ヌ規則一五一一四第二十二条第一項第九号の規定による妻の出産に伴う休暇
ル規則一五一一五第四条第二項第九号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指

導事項を守るための休暇．

ヲイからルまでに掲げるもののほか､人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措

置 ・

三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職

員の勤務環境が害されること。

イ ．育児休業法第三条第一項に規定する育児休業

ロ育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務

ハ育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間

二勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること｡・

ホ，規則一○一一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤
務の制限）第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。

へ規則一○一一－第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。
ト規則一○一一一第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。

チ規則一五一三四第二十二条第一項第十号の規定による子の萎育のための休暇

リ規則一五一一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五一一五第四条第二項第四号

の規定による子の看護のための休暇

ヌイからリまでに掲げるもののほか、人事院の定める育児に関する制度又は措置

四職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職

員の勤務環境が害されること。 、

イ勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

ロ勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五一一五第四条第二項第

六号の規定による要介護者の介護をするための休暇

ハ勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五＝一五第四条第二

項第七号の規定による要介護者の介護をするための休暇

二規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第三条の規定により早

出遅出勤務をさせること。

ホ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第六条の規定により深

夜勤務をさせないこと。

へ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第九条又は第十条の規

定により超過勤務をさせないこと。

ト規則一五一一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五一一五第四条第二項第五号

の規定による要介護者の世話を行うための休暇

チイからトまでに掲げるもののほか､人事院の定める憾に関する制度又は措置
(人事院の責務）

三条人事院は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、

つ

'フ

第三条人事院は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応（以下「妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメントの防止等」という。 ）に関する施策についての企画立案を行うどとも
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巳

に、各省各庁の長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施

する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない6

（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるととも

に、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置

を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメント.に対する苦情の申出､当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産、

育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場
において不利益を受けることがないようにしなければならない。 ，

（職員の責務）

第五条職員は、次条第一項の指針の定めるところに従い、自らの言動により、妊娠、出塵

育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。 、

2職員を監督する地位にある者（以下「監督者」という。 ）は、良好な勤務環境を確保する

ため、 日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの

防止に努めるとともに､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、

迅速かつ適切に対応しなければならない。

（職員に対する指針）

第六条人事院は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職

員が認識;-べき事項及び妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合にお

いて職員に望まれる事項について、指針を定めるものとする。 ．

2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

（研修等）

第七条各省各庁の長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等を図るた

め、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

2各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し、妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラ
スメントに関する基本的な事項について理解させるため､及び新たに監督者となった職員に
対し、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割
・に』ついて理解させるために、研修を実施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると

ともに、自ら実施することが適当と認められる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ

ントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

（苦情相談への対応） ．

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関する
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下｢苦情相談」という。 ）が職員からなされ

た場合に対応するため、苦情相談を受ける職員（以下「相談員」という。 ）を配置し、相談

員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない｡こ
の場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとす

る。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当咳苦情相談に係る当事者に対する
助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合におい

-つ

'~）
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q

て、相談員は､人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな
い。

3職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことがで

きる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必

要な鯛査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

附則

(施行期日）

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(人事院規則二一三の一部改正） ′

人事院規則二一三(人事院事務総局等の組織)の一部を次のように改正する。

1

2
l

〔次のよう略〕

。

つ

0
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－

人事院規則10－15 （妊娠、出産、 ･育児又は介護に関するハラスメ･ン卜の防止

等）の運用について

（平成28．年12月1日職職－273）

（人事院事務総長発） ：

標記について下記のとおり定めたので、平成29年1月1日以降は、これによっ

てください。

記

第・2条関係

1 この条で定義する.｢妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」につ

いては、職員の上司（当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該

、 職員の人事に関する行為に関与する者も含まれるも以下同じ。 ）又は同僚（当

該職員と共に日常の執務を行う者（部下を含む。 ）をいう。以下同じ。 ）の言

動によるものが該当する。また、この条に規定するものであっても、業務分担

・や安全配慮等の観点から､客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動による

ものは該当しない。

2 この条の「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常

勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に

関連するものも含まれる。

3． この条の第1号ハの'｢妊娠又は出産に起因する症状」 とは、つわり､妊娠悪

阻､切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産

婦に生じる症状をいう。

4 ．この条の第2号ヲの「人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置」

は、 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成6年7月27日職

職－328） 」 （以下「勤務時間等関係運用通知」という。 ）第6の第5項(5)

の規定により休憩時間を短縮すること （ 「人事院規則15－15 （非常勤職員

。

r~)
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I

8
I

の勤務時間及び休暇）の運用について（平成6年‘7月27日職職-329) j

（以下「規則15－15運用通知」という。 ）第2条関係第2項の規定により

準じて取・り扱う場合を含む。 ） とする。

5 この条の第3号ヌの「人事院の定める育児に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項②の規定により子の養育のため休憩時間を延

長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(1)又は(2)の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ）とする。

6 この条の第4号チの「人事院の定める介護に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により要介護者の介護のため休憩時

間を延長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(3)の規定により休

憩時間を短縮すること槻則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

7妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに該当する典型的な例とし

て‘は、次に掲げるものがある。この場合において、 ､これらは、限定列挙ではな

いことには留意するものとする。

一職員が、妊娠等をしたこ,と （この条の第1号に掲げる事由をいう。以下同

じ。 ）又は制度等の利用（この条の第2号から第4号までに掲げる制度又は

措置の利用をいう。以下同じ。 ）の請求等をしたい旨を上司に相談したこ

と、制度等の利用の請求等をしたこと若しくは制度等の利用をしたことによ

り、上司が当該職員に対し、昇任、配置換等の任用上の取扱いや、昇格、昇

給、勤勉手当等の給与上.の取扱い等に関し、不利益を受けることを示唆する

『

．‘

'一）

こと。

二次の(1)からは)までに掲げる言動により、制度等の利用の請求等又は制度等

の利用を阻害すること （客観的にみて阻害されるものに限る。 ） 。

（1）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司

0
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が当該職員に対し、当該請求等をしないよう言うこと。

②職員が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該職員に対し、当

該請求等を取り下げるよう言うこと。

（3）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が

当該職員に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと

． （当該職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわら

ず、更に言うことを含む。 ） 。

い）職員が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該職員に対し、繰

り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言う.こと （当該職員がそ

の意に反することを当該同僚に明示.しているにもかかわらず、更に言うこ

とを含む。 ） 。

三職員が妊娠等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司又は同

僚が当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に、嫌がらせ的な言動をする

こと、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させること （当該職員が

．その意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更

に言うこと等を含み、客観的にみて、言動を受けた職員の能力の発揮や継続

的な勤務に重大な悪影響が生じる等当該職員が勤務する上で看過できない程

度の支障が生じるようなものに限る。 ） 。

。

1

4

'フ

第4条関係

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

． －妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する方針、

具体的な対策等を各省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員

に対して明示すること。 、

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、妊娠、出産、 ､育児又

は介護に関するハラスメントの防止等のための研修を含めること。

三妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となる要因
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を解消するため、業務体制の整備など《.職場や職員の実情に応じ、必要な措

置を講ずること。

四妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメン･ﾄが職場に生じていない

‘ か、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

五妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、再発

防止に向けた措置を講ずること。

六職員に対して、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する

苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産､育児又は介

護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職

場において不利益を受けないことを周知すること。

2 この条の「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受け

る誹(ひ)誇(ぽう)や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。 ・

3妊娠等をしたこと、制度等の利用の請求等をしたこと又は制度等の利用をし

たことを理由とする不利益な取扱い（勤務環境を害する行為を含む。 ）につい

ては、既に国家公務員法（昭和22年法律第120号）等で禁止されており、

各省各庁の長は、こうした不利益な取扱いを生じさせることがないよう徹底す

るものとする。

第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監．

督していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙第1のとおりとする。

第7条関係

この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポスタ

ーの掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。

第8条関係

。

／~~､､

ノ

寺
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1 苦情相談は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントによる被害を

．受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員について妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じ

ているのを見た職員からの苦情の申出

二他の職員から自らの言動により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

・メントを生じさせている旨の指摘を受けた職員からの相談

三部下等から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する相談

を受けた監督者からの相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ
こ）

0

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

メントに関する職員からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織

構成、各宮署の規模等を勘案じて整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携を.とることのできる地位にある者をもって充

てるものとする。

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

う．な体制を整備するよう努めるものとする。

四・妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントは、セクシュアル・ハラ

スメント（人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）

第2条第1号に規定するゼクシュアル・ハラスメントをいう。以下同じ。 ）

その他のハラスメン･トと複合的に生じることも想定されることから、セクシ

・ユアル・ハラスメント等の苦情相談を受ける体制と一体的に、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントの苦情相談を受ける体制を整備するな

ど、一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよう努めるもの

つ
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◆､

とする。

3 この条の第2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。

4 この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員から妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたとする職員、他の

職員に対し妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を行っ

けたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以

つ

'~）

1

ヘ
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別紙第1

妊娠､出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認
p

識すべき事項についての指針
0

1妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職員

が認識すべき事項

1基本的な心構え

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないた

めに、次の事項について十分認識しなければならない。

一妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動（他の職員の妊娠、出

産、育児又は介護の否定につながる言動（当該職員に直接行わない言動も含

まれる。 ）をいい、単なる自らの意思の表明を除く。 ）は妊娠、出産、育児

又は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。 ．

二仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立するための制度又は措置がある

第1

つ

こと。

2監督者として認識すべき事項

監督者は、妊娠､･出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせない

ために、次の事項につい･て十分認識しなければならない。

一妊娠した職員がつわりなどの体調不良のため勤務ができないことや能率が

低下すること、制度等の利用をした職員が正規の勤務時間の一部を勤務しな

いこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも妊娠、出産、育児又

は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二業務体制の整備など、職場や妊娠等をし、又は制度等の利用をした職員そ

‘の他の職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

． 例えば、業務体制の整備については、妊娠等をし、又は制度等の利用をし

つ
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た職員の周囲の職員への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直

しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化等を行うものとする。 ’

3妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員として認織すべき事項

妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員は、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントに係る言動を受けないために、次の事項について十分認識

しなければならない。

一仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、

妊娠、出産、育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つ

こと。

二周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用

状況等に応じて適切に業務を遂行していく.という意識を持つこと。

4懲戒処分

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの態様等によってば信用失

墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処

分に付されることがある。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合において職員

こ）

.第2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合において職員

に望まれる事項

1 基本的な心構え

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受け

た場合にその被害を深刻にしないために、 ･次の事項について認識しておくこと

・が望まれる。

一一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を無視した

り、受け流したりしているだけでは、必読しも状況は改善されないというこ

とをまず認識することが大切である。 ・

二妊娠、出産､育児又は介護に関するハラスメンﾄに係る言動に対する行

ウ
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動をためらわないこと。

被害を深刻なものにしない､他に被害者をつくらない、 さらには妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすことは自分だけの問題では

’ なく良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動

、することが求められる。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたと思う

ときに望まれ､る対応

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受け

た場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。

一自分の意に反ずることは相手に対して明確に意思表示をすること。

妊娠､出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対しては

毅然とした態度をと'ること。すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝

えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段を

とるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談ずるに当たっては、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた日時、内容等にづい

て記録しておくことが望ましい。

つ
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▲

別紙第2
I

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応

するに当たり留意すべき事項についての指針．

第1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2．事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

ユ 苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」 と

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

つ

0

と。

四実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たってはも次の事項に留意する必要が

ある。

一．相談者の求めるものを把握すること。
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4

◆

将来の言動の抑止掌今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか､又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

．、 る対応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み《苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場合、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ

ントに係る言動を受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限ら

ない。むしろ脱線することも十分想定されるが、事実関係を把握することは

極めて重要であるので､忍耐強く聴くよう努める。

四事実関係については、次の事項を把握すること。

（1） 当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2） 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

（3） 相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4） 監督者等に対する相談を行っているか。

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得る．ものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認す

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録し、保存しておくこと。

3加害者とされる職員からの事実関係等の聴取

一原則として､､加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要がある。

ただし、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが比較的軽微なも

つ

つ
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のであり、対応に時間的な余裕がある場合などはへ監督者の観察、指導によ

る対応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応

するb

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真

筆に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

・ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについて当事者間で事実関

係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場

合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし､適切

0

つ

9

に対応する。

5相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

r)

8

β

3

160

－－｡－ー－■■



〃

平成27年11月12日

職員（裁判官を含む。 ） 各位

最高裁判所事務総局人事局

「パワー・ハラスメント防止ハンドブック.」について

（お知らせ）

いわゆるパワー・ハラスメントがもたらす様々な弊害への社会的な関心が高まっ

ていることから，先般，人事院において，国家公務員一人ひとりがパワー・ハラス

メントの防止等についての認識を深めるためのツールとして， 「パワー・ハラスメ

ント防止ハンドブック」が作成されました。

裁判所においても; ､従前から，働きやすい職場環境の維持・運営のために，パワ

ー・ハラスメントの防止に取り組んできたところであり， 引き続き，職員に対する

知識付与や意識啓発に努めていくことが肝要であると考えています。

ついては，同ハンドブックをJ ・NETポータルに掲載し，職員が閲覧できるよ

うにしましたので，パワー・ハラスメントの防止等について認識を深める一助とし

てください。

なお，パワー・ハラスメントに関する相談は，職場の管理者又は人事担当者に対

してすることができるほか，下記の苦情相談窓口に対しても相談することができま

す｡． 、

記 、

最高裁判所事務総局人事局公平課■■■■■■■■■■■■（直通）

〕

／~1
ノ

I
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参 考 法 規

1 裁判所職員定員法（昭和26年3月30日法律第53号）

2 裁判所法（昭和22年4月16日法律第”号）

3 判事補の職権の特例等に関する法律（昭和23年7月12日法律第146号）

4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則（平成15年2月26日最高裁判所規則

‘第6号）

5 判事補の弁護士職務経験について

（1） 判事補及び検事の弁謹士職務経験に関する法律（平成16年6月18日法律

第121号）

（2） 判事補の弁護士職務経験に関する規則（平成16年11月1日最高裁判所規

則第19号）

6 裁判官の人事評価に関する規則（平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

7 裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年7月1日法律第75号）

8 裁判官の報酬以外の給与に関する規則（平成29年3月17日最高裁判所規則

第1号）

9 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年6月･15日法律第

33号）

10裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程（昭和60年12月 18

日最高裁判所規程第5号）

,， 裁判官及び裁判官の秘書官の保健及び安全保持に関する規程（平成28年'2

月21日最高裁判所規程第5号）

i2.裁判官の育児休業．､介護休暇等について

（1） 裁判官の育児休業に関する法律（平成3年12月24．日法律第111号）

（2） 裁判官の育児休業に関する規則（平成4年2月12日最高裁判所規則第2

号）

（3） 裁判官の介護休暇に関する法律（平成6年6月29日法律第45号）

（4） 裁判官の介護休暇に関する規則（平成6年8月11日最高裁判所規則第7

号）

（5） 裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成25年12月4日法律第91号）

（6） 裁判官の配偶者同行休業に関する規則（平成26年2月14日最.高裁判所規

則第2号）

13裁判所の休日に関する法律（昭和63年12月13日法律第93号）

14官吏服務紀律（明治20年7月30日勅令第39号) .

つ

○
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裁判官弾劾法（昭和22年11月20日法律第137号）

裁判官分限法（昭和22年10月29日法律第127号）

下級裁判所事務処理規則（昭和23年8月18日最高裁判所規則第1

国家公務員倫理法(平成11年8月13日号外法律第129号）

国家公務員倫理規程（平成12年3月28日政令第101号）

裁判所職員倫理規則（平成12年4月6日最高裁判所規則第7号）

1

５
６
７
８
９

１
１
１
１
１

6号）

20

q

つ

0

r~)
0

1
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弁護士任官者実務研究会 平成30年4月

裁判所の情報化と情報セキュリティについて

最高裁判所事務総局情報政策課

1 情報化の推進と情報セキュリティ対策

（1） 情報化の推進

裁判所には，適正迅速な裁判，国民から利用しやすく分かりやすい裁判の実

現という使命があり， これを実現するためには，限られた予算と人的資源を最

大限に活用する必要がある。そのため，裁判所では，裁判部門及び司法行政部

門における業務の合理化及び効率化や国民の利便性向上の一つの方策として，

戦略的な中長期計画の下で次のとおり情報化が推進されている。

※平成17年12月情報化戦略計画策定

※平成23年12月上記計画を改定別紙1 「情報化戦略計画の概要」参照

（2） 情報セキュリティ対策の必要性

情報化の進展に伴い，情報機器や情報システムはなくてはならない存在とな

った。

その一方で， ウイルス感染などにより情報システムが停止したときには，最

悪の場合，全国の裁判事務が停滞し，訴訟当事者に多大な影響を与えてしまう

といった情報化に関する脅威が増大している。また，万が一,USBメモリの

紛失などにより，裁判所の保有する個人情報等が流出した場合には，裁判所が

これまで築き上げてきた国民からの信頼を一気に失うことにもなりかねない。

そこで，国民からの信頼を確保し，裁判所全体のセキュリティレベルを維持・

向上させるためには，情報セキュリティ対策が必要となる。

(3) 情報セキュリティ対策の重要なポイント

1



情報セキュリティ対策の重要なポイントは，別紙2 「情報セキュリティのル

ール｣，別紙3 「情報セキュリティについて｣，別紙4 「電子メールの取扱方法

について」及び別添の小冊子「裁判所の情報セキュリティポリシーの要点（裁

判官用)」に記載されているので， これらの内容を遵守する必要がある。

2裁判所のIT

（1）情報化に関する環境の整備

ア裁判官及び行（一）職員に一人一台ずつパソコンを貸与

イ裁判所の庁舎内及び庁舎間のネットワーク (J ･NET)を構築

ウ－人に一つのメールアドレスを付与

※ J ･NETの利用により安全な環境でメールのやり取りが可能に

コニ ’

職員間の情報共有手段の整備

裁判所職員用ポータルサイトシステム(J ・NETポータル）

掲示板としての機能と各種データベースにリンクする機能とがあり，各種業

務の情報を必要とする職員にとって，いわば，玄関（ポータル）の役割を果た

(2)

すものである。

’

※スライド1， 2参照

主な掲載コンテンツは次のとおり

・最高裁各局課等からのお知らせ

法律・政令・規則等の制定や改正等の情報，情報セキュリティに関する

最新の情報・注意喚起など，広く職員が共有する必要のある記事が掲載さ

れている。記事に付されたID番号のほか，記事掲載部署やフリーワード

による記事検索もできる。

2



※スライド3参照

･高地家簡裁掲示板

全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であ

り，本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか，本

庁支部間等の情報共有に使用されている。

※スライド4参照

･裁判集等データベースⅡ

最近の主な最高裁判所の判決等や，最高裁判所判例集，最高裁判所裁判

集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で

検索できるデータベース

※スライド.5参照

･規則集等データベースⅡ

最高裁判所の規則，規程，通達，通知等を検索できるデータベース

※スライド6参照

･事件情報データベース

事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種デー

タベースコンテンツ

民事情報データベース（ミンフォ）

刑事情報データベース（ケイフォ）

行政・労働・知財情報データベース (G-desk)

家事・少年情報データベース(Famil*in)

※スライド7， 8参照

･司法研修所情報データベース（ケンサン）

裁判官研修の予定と概要，研修の講演録や参考資料, CD・DVD教材

や司法研究報告書のリスト等， 自己研さんに資する情報が多数掲載されて

いる。

3



※スライド9参照

(3) 裁判事務の効率化の支援

・民事裁判事務支援システム(MINTAS)

高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所の民事裁判及び家事分野業務に

おける書記官事務について，その中核となる公証事務と進行管理事務に重

点を置き， これを的確かつ迅速に支援することを目的とするシステムであ

る。すなわち，期日を中心として順次発生する事件に関する情報をシステ

ムに登録し， その反復継続的な利用を可能とし， もって，定型的かつ反復

的な事務処理の効率化と正確性の向上を図り，書記官事務を支援すること

を目的としたシステムである。現在，全国の高裁本庁・支部15庁，地裁

本庁・支部253庁，家裁本庁・支部・出張所310庁において稼動して

いる。

※スライド10参照

・刑事裁判事務支援システム(KEITAS)

KEITASは，全国の地方裁判所の刑事裁判業務における書記官事務

について，その中核となる公証事務と進行管理事務に重点をおき， これを

的確かつ迅速に支援するものである。すなわち，期日を中心として順次発

生する事件に関する情報をシステムに登録し，その反復継続的な利用を可

能とし，定型的かつ反復的な事務処理の効率化と正確性の向上を図り，書

記官事務を支援することを目的としたシステムである。

※スライドll参照

4



別紙1

情報化戦略計画の概要(平成23年12月改定）

「
－

裁判所における情報化の基本理念

3つの重点的課題とその取組

／ 、
情報システムの全体最適化

(計画第2の2の(3)のア,第6）

裁判所の情報システムの状況を横断的に
調査して,既存の情報システムを裁判所の
業務に適した合理的かつ効率的なものに再
構成する。

、に〉 全体最適化計画の策定 ノ

／ 、
情報セキュリティ水準の向上

(計画第2の2の(3)のイ,第7）

情報セキュリティ対策をより実効性のある
ものとするための技術的対策を講じるととも
に,職員の情報セキュリティに関する意識を
高める。

、に＞ 情報セキュリティポリシーの改定ノ

／ 、
災害等に強い情報システムの構築等

(計画第2の2の(3)のウ）

耐災害性の観点から,裁判所のネットワー

ｸや情報システムの在り方を検討するととも

に,災害時における業務を継続する仕組み

を検討する。

、 Ⅱゴ業務継続計画(BCP)の改定 ノ



(別紙2）
リティのルール（裁判官） H27.7月改定版

～みなさんの高い意識が裁判所の情報セキュリティを守ります～ 祠は，新ルール部分，変更部分に付しています。
■

■l■■



【取扱注意】

|第1情報セキュリティを取り巻く
－三

別紙3

r－－ ’ －

情報セキュリティがなぜ必要か？
垂勤1

・国民からの信頼の確保

・裁判所全体のセキュリティレベルの維持･向上情報セキュリティを取り巻く状況

裁判所における情報セキュリティ対策

裁判所の情報セキュリティに関するルール

１
２
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－
弟
一
弟
一
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． ’

h

’|裁判所外で発生した事故事例 裁判所判所外でで発生した 故事例
一旦

【行政府省等】

・平成27年6月日本年金機構
シ職負が撫的型メールと思われる不審なメールの羅付ファイルを
開封したことによりパソコンがウイルスに悪肇

，外部サーバとの不正な過僧が発生し同機構の共有サーバに
保存されていた少なくとも125万件の催人情雑が涜出

・平成29年1月文部科学省
，人事課の艤員が省内の人事異動案を内示前に誤って全職員
にメールで一斉送信

・平成29年6月国土交通省

′ ｳｴブｻｲﾄがｻｲバｰ攻露を畳け備報流出の可総性｡ノL§月に公表された脆弱性のため厳しい非難｡

【民間】

・ベネッセコーポレーション委託先社員が私物のスマート
フオンを介して約3500万件分の顧客情報(氏名･住所
・生年月日等)を外部に持ち出し.名簿業者3社に売却
・報道によれば.補償金として200億円確保【平成26
年7月】
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【取扱注意】
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第2裁判所の情報セキュリティ対策
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・物理的な対策
サーバ室の整備等

･技術的な対策
機器等の整備等

･運用面の対策

情報セキュリティ関連通

（情報セキュリティポリシ
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蹴判所の情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策B
| ｜嘉日郷のセキ弓1 l千三!,ベル'十組織のセキュリティレベルは

裁判所の情報セキュセキュリティ対策

●物理面,技術面の整備だけでは,情報セ
ュリティの確保は困難です。

働
く□＝

最もレベルの低いところで決まります。
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【取扱注意】

－

謝判所の情薪 ルaZ事IP斤卿

構報セキュリティポリシー(棺轍ｾｷｭﾘﾃｨ解塗詞逮等）

纂 鬘
堂判閉

那公狂傾聡の

蹴順"…礎風…騒喉薫棒／ 鯨ｾｷｭﾘﾃｨ対策実施要働につい
／ （精服政策廊長事靭逼絡）

N○1

，攻撃の端緒や.弱点を探知する手がかり
となってしまう。

o秘密保持もセキュリティ対策の一つ

畏虎をまとめたものが『鯛切セキユリテヰ率,ルーの憂虎《＆判百凧‘』&鯉下『畳点Jと愚紀》

’《。
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【取扱注意】

fB I
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(別紙4）

電子メールの取扱方法について

～標的型メール攻撃の被害に遭わないために～

平成28年12月最高裁判所事務総局情報政策課

あなたのパソコンが標的型メール攻撃でウイルス感染してしまった場合,被害は個人だけ

の問題にとどまらず,裁判所全体の問題になる可能性があります｡一人一人が,標的型メー

ル攻撃の標的となり得ることを再認識し,受信したメールを適切に取り扱ってください。
■■■
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＜電子メールの取扱フロー＞

ゆ

噂

’
一■■再b一 一

＝一一一一一



Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｌ

６
巳
！

も

■

！

；

ｌ

１１０

１
１

↓４

‐
ｌ
ｒ
１
日
り

ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
７
日
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
凸
Ｉ
Ｉ
９
１
０
１
Ｉ
Ｉ
ｒ
？
Ｉ

裁判所の

６
１
↓
ｊ

‐
４

１
９
‐
ｌ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
６
ｆ
卜

０
１
０
◆

１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
ｌ
０
ｈ
０
Ｉ
り
０
０

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｏ
０
ｔ
ｉ
Ｐ
ｂ
０
，
‐
ｌ

Ｐ

ト

ー

ｈ

ｌ

ｑ

Ｉ

Ｐ

叶

４

■
、
■
吟
Ｉ

４

１

４
０
ｌ
４
１
ｌ
０
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｌ
‐
８
１
７
９
‐
ｌ
１
ｌ
ｆ
ｌ
Ｉ
‐
Ｆ

‐
１
１
，
‐

情報セキュ

ボリシー⑦

キ

ぐリシーの

'ノティフー

要点

＜裁判官用〉
口
早
６

日
９
Ｌ
Ｉ
１
ｌ
６
６
ｌ
ｌ
中
Ｉ
ｒ
り
Ｉ
■
１
０
０
９
’
９
１
４
日
１
０
■
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
９
６
ｐ
Ｕ
Ｔ
ト
ー
’
０
１
０
１
１
卜
Ｉ
Ｐ
Ｏ
‐
Ｉ

平成30年1月改定版

最高裁判所情報政策課情報セキュリティ室情報セキュリティ係

2018／1 ．

’

1





■

「
ユ

2



●

｡

■

qﾛ

3





●

●

5









●

U

一

9



10



●

11



砂

12



⑧

①

13



14



齢

15



働

16



⑨

●

●

傍

17



①

倭

18



■

⑧

四

19



20



21



轡

今

麓

22



23



24



《

~

25



26



27



■

28



●

29



⑧

勺

①

30



■

｜
I

⑧

31



●

●

32



●

●

◆

33



34



●

吟

35



36



0

い
ざ



38



39



40



J｡NE｢ポータルログイン後の画面
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MINTASメニュー画面
司法研修所情報データベース(ケンサン）
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平成30年4月5日

平成30年度弁護士任官者研究会

資 料 目 録

資料1

資料2

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

裁判所の種類及び数

裁判所職員の定員に関する根拠法令

裁判所機構図

裁判所職員（執行官を除く。 ）の定員（平成30年度・予定）

裁判所の新受事件の推移（下級裁判所）

過去20年間（平成10年～平成29年）の平均審理期間の推移

下級裁判所事務処理規則



【資料1】

(平成30． 4． 5現在）

華半U豆斤一種実頁雲て)ご華

最高裁判所(1)

高等裁判所(8)

支 部（6）知的財産高等裁判所（1）等裁判所（1）

家庭裁家庭裁判所(50）地方裁判所(50）所(50）

支 部 （203）

少年事件取扱支部（102） その他の支部

（101）

出張所 （77）

簡易裁判所 （438）
合議事件取扱支部(63） 受付出張所(20）

裁判員裁判取扱支部
（10）

裁判員裁判取扱支部
（10）

その他の簡裁(独立簡裁)(185）地裁本庁・

支部併置簡裁

（253）

労働審判取扱支部
（5）

労働審判取扱支部
（5）

労働審判取扱支部
（5）

民訴事務不取扱簡裁(2)

一一一＝■■■■■■＝■■■■■■一一■■一一■■＝■■■■＝■■■■＝＝■■■■■■■■■■■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■ー＝＝q■■--一一一一一●ー一一一ー一一ロー一‐■■■■■■■■■■■■■■一一ーー一一‐‐1■ﾛ ﾛ■

〔日召禾口eS一s月埠人降－2床Z兄〕

簡 裁 地家裁支部 家裁出張所

[昭和62年法律第90号による改正］

昭63.5.1 （改正前575庁）

･小規模独簡 101庁廃止

･事務移転庁21庁廃止

･北九州市内の門司簡裁を小倉簡裁に

集約

平4.1. l所沢簡裁新設

平5.4. 1 大阪市内の3簡裁を大阪簡裁に

集約

平5.4.8名古屋市内の2簡裁を名古屋簡

裁に集約

平6.9. 1都内11簡裁を東京簡裁に集約

平8.4.1町田簡裁新設

[平成元年規則第5号による改正］

平2.4. 1 (改正前242庁）

･41庁廃止

･権限甲号と乙号の区別廃止

平5.4.1札幌地家裁苫小牧支部新設

平6.4. 1横浜地家裁相模原支部新設

[昭和62年規則第6号による改正］

昭63.5. 1 (改正前96庁）

・37庁廃止

[平成元年規則第5号による改正］

平2.4. l家裁出張所20庁新設

平5.4.1札幌家裁苫小牧出張所廃止

平6.4.1横浜家裁相模原出張所廃止



裁判所職員の定員に関する根拠法令

(注） 平成29年改正後

【資料2】

裁 判 所 法

(昭和22年4月16日法律第59号）

裁判所職員定員法

(昭和26年3月30日法律第53号）

合 計

裁
判
官

(第5条）

最高裁判所の裁判官

最高裁判所長官 1人

最高裁判所判事 14人

(第5条）

下級裁判所の裁判官

高等裁判所長官……………………･………

判事……………………………………………

判事補………………………………………‘･‘。

簡易裁判所判事…………………･…………

(員数は別に法律で定める）

(第1条）

●●●●｡◆●●●●●●●●●｡●●●●｡●●●●●●●■■●●●●●●●●●■●●●●●●●●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

……………………………………………･…2 ， 03

'…………………………………………………･…97

………………………………………………………80

(計3 ， 8 2

人
人
人
人
人

８
５
７
６
６ ）

3 ， 841人

一
般
職

(第65条の2）

裁判官以外の裁判所の職員…｡.……………‘

(員数等は別に法律で定める）

(第2条） ．

，……･………………･……………………・ 21 ， 883人 21 ， 883人

合
計

15人 25 ， 709人 25 , 724人



【資料3】

裁判所機構図

裁判所の機構は， 日本国憲法や裁判所法などの各種法令に基づき定められており，大別すると，
裁判部門と司法行政部門に分けられます。裁判部門では，裁判官が合議制又は一人制で各種の事件
（民事事件，刑事事件，家事事件，少年事件）を審理裁判します。司法行政部門では，意思決定機
関である裁判官会議のもと， これを補佐する機関として事務総局や事務局（総務課，人事課，会計
課等） ，研修所などが設置され，裁判事務の合理的，効率的な運用を図るため，人や設備などの面
で裁判部門を支援する事務を行っています。このほか，司法行政に関する事項について調査審議す
る各種の委員会が設置されています。

－裁判部門一

最高裁判所 ’ （憲・裁）

'二奈菫'合”
一宇L第_小“
i二菫二鰹

一一一一ママ一中一一一

根拠法令略称
憲・ ・ ・日本国憲法
裁・ ・ ・裁判所法
規・ ・ ・最高裁判所規則
検審・ ・検察審査会法

高等裁判所 （裁）

〔合議制〕

ｊ規

、
Ⅱ
Ⅱ
〃
●
、
Ⅱ
Ｊ
〃

観
裁
槻

部
く
部匝

一
ＩＩ

Ｌ

剖〔箪制又は合議制〕
地方裁判所 （裁）

〔一人制又は合議制〕

' ‘鵜1
－－－囮張所］(裁・規）

L一一一部(規）

引証(輔）

簡易裁判所 ｜ （裁）

〔一人制〕

r‐q■つ●‐q■｡q■■D ･■ロﾛ■--‐･■ﾛ■ーq■･■･■･■1

1 検察審査会 ： (検審・政令）

(注）特別の支部として，東京高等裁判所に知的財産高等裁判所が設けられている（知的財産高等裁判所設腔法） 。

1



【資料3】

一司法行政部門一

最高裁半 (憲・裁）

裁判官会議

験局(穀・揺 民事規則制定諮問委員会(規）

刑事規則制定諮問委員会(規）

家庭規則制定諮問委員会(規）

一般規則制定諮問委員会(規）

裁判所書記官制度調査委員会(規）

裁判所経費審査委員会(規）

最高裁判所統計委員会(規）

最高裁判所図書館委員会(規）

司法修習生考試委員会(規）

司 法 修 習 委 員 会(規）

簡易裁判所判事選考委員会(規）

医事関係訴訟委員会(規）

建築関係訴訟委員会(規）

下級裁判所裁判官指名諮問委員会(規)一地域委員会(規）

判 例 委 員 会(程）

裁判所書記官等試験委員会(程）

家庭裁判所調査官試験委員会(程）

契 約 監 視 委 員 会(程）

入札監視委員会（入契・程）

総合評価審査委員会（品確・程）

司 法 研 修 所 （裁・規)－事務局(規）

裁判所職員総合研修所 （裁・規）一事務局(規）

最高裁判所図書館 （裁・規）

裁判所職員倫理審査会（国倫・規）

裁判所職員再就職等監視委員会 （国・規）

裁判所職員退職手当審査会（国退・規）

最高裁判所行政不服審査委員会(規）

嗣
誤
欝
戸
策

宮
殿
攻
一

后
后
后
后
后
［

事
里
事
事
攻
一

澤
戯
窪

判
局
委

ｊ
裁
務
例

裁
に
事
判

く

-I砺濡W所1 (裁） 「家庭裁判所 (裁）

|rf"l"
－［ 家庭裁判所委員会(規）
-1到鰄為）

残判官会議」

-事務局(裁・規）

-簡易裁判所判単

一敬方裁判所季昌

推薦委員会(規）

会(規）

－－－－

根拠法令略称
慾・ ・ ・日本国憲法
裁・ ・ ・裁判所法
規・ ・ ・最高裁判所規則
程・ ・ ・最高裁判所規程
検審・ ・検察審査会法
国・ ・ ・国家公務員法

裁判所職員臨時措置法
国倫・ ・国家公務員倫理法

裁判所職員臨時措置法
国退・ ・国家公務員退職手当法
入契・ ・公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律
品確・ ・公共工事の品質確保の促進

に関する法律

易裁判所 (裁）

事務部(規）

庶務課(規）

－●●■●●●●●申早●･申●●●･●●巾､●○●●○●●●●号CD●中｡早

； 検察審査会 ；

，.………..….…[竺:ニヱ:芝---事務局(検審・政令）

‐±一一一一一

(注）知的財産高等裁判所には， 「知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会搬」 ， 「知的財産商等裁判所事務局」が冠かれている（知的
財産高等裁判所設置法） 。

2



【資料4】

裁判所職員（執行官を除く。 ）の定員（平成30年度・予定）

官 職 名 等 定員（人）

裁判官

最高裁長官・最高裁判事・高裁長官

判 事

判 事 補

簡易裁判所判事

計

23

2
フ 085

952

806

3 ， 866

一般職

書 記 官

速 記 官

家庭裁判所調査官

事 務 官

そ の 他

計

9 ， 853

213

1 ， 596

9 ， 346

840

21 ， 848

合 計 25
,
714



裁判所の新受事件の推移 （下級裁判所）

(注） 1 高・地・簡裁の民事訴訟事件は，それぞれ，次に掲げる事件の合計である。

高裁…控訴，上告，再審（訴舩） ，行政第一審，行政控訴，行政再審（訴訟）

地裁…通常訴訟，人事訴舩，手形・小切手訴訟，控訴，再審（訴訟） ，行政第一審訴舩，行政再審（訴訟）

簡裁…通常訴訟，手形・小切手訴訟，再審（訴訟） ，少額訴舩，少額訴訟判決に対する異餓申立

地裁の執行事件は，強制執行（不勵産．債権） ，配当等手続，担保櫓実行としての競売（不動産，憤権）及び財産開示の合計数である。

家裁の人事訴訟には，人事訴舩に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えを含む。

少年の－般保護事件には，準少年保護を含む。

増・減の欄は，平成29年の事件数を平成28年の事件数と比較したもので，上段は増減の割合（パーセント）を示す。

平成29年の事件数は速報値である。

２
３
４
５
６

【資料5】

高 裁

民事訴訟 刑事訴訟 計

地 裁

民 事

訴 訟 執 行 破 産
刑事訴訟 計

家 裁

家 事

審 判 調 停

人事

訴舩

少 年

一般保誕
計

簡 裁

民 事

訴 訟 督 促 調 停
刑事訴訟 計

A 20年 17.407 7,805 25.212 206,952 277,379 140,941 93.568 718.840 596,945 131.093 10,856 139,966 878,860 573,299 388,230 148,242 13，678 1, 123,449

21年 17,513 7,229 24,742 243,909 267,331 137.957 92,777 741.974 621.316 138,240 10,980 138,806 909.342 680,009 420, 196
●

105,637 13,506 1,219,348

22年 21.085 6j803 27,888 238,889 247,643 131.370 86,387 704,289 633,337 140,557 11.522 132,650 918,066 605,176 351.451 79,535 12， 164 1,048,326

23年 21． 165 6,824 27,989 212,596 230,293 110,451 80,608 633,948 636,757 137,390 11.537 123,563 909,247 540,932 329, 114 63,009 11． 113 944, 168

24年 21． 133 6,556 27,689 175,765 222,796 92,555 76,588 567,704 672,683 141.802 11.583 107,280 933,348 419,572 281.724 48,627 10, 105 760,028

25年 19,006 6,091 25,097 158,660 213,290 81． 136 71,771 524,857 734,228 139,593 10，735 97,985 982,541 347,334 256,359 42,821 9,842 656,356

26年 17,650 5,905 23,555 151.636 207,525 73,370 72,776 505,307 730,609 137,207 10，653 86,482 964,951 331.477 248,477 40,063 8.694 628,711

27年 17， 179 6,017 23,196 152,529 198, 108 71.533 75,566 497,736 784,087 140,827 10,500 73,299 1,008,713 333,510 236,492 37,445 7,821 615,268

28年 16,395 6, 124 22,519 155,740 198,899 71.838 71.900 498,377 835.714 140,642 10, 137 63,493 1,049,986 337,456 275, 165 35,708 6,991 655,320

B 29年 15,615 5,976 21.591 154, 106 204,591 76,014 68,830 503,541 863,886 139,274 9,969 57,052 1.070, 181 346,661 296, 159 32,704 6,681 682,205

指B
－×100

数A

90 77 86 74 74 54 74 70 145 106 92 41 122 60 76 22 49 61

平成28年 16，395 6, 124 22,519 155,740 198,899 71.838 71.900 498,377 835,714 140,642 10, 137 63,493 1,049,986 337.456 275. 165 35,708 6,991 655,320

平成29年 15，615 5,976 21.591 154. 106 204,591 76.014 68,830 503,541 863,886 139,274 9,969 57,052 1，070，181 346,661 296. 159 32,704 6,681 682,205

増・減(-）
-4.8％

-780

-2.4％

－148

-4. 1％

-928

-1.0％

－1．634

2.9％

5,692

5.8％

4, 176

-4.3％

-3,070

1.0％

5. 164

3.4％

28, 172

－1．0％

－1．368

-1.7％

-168

三10. 1％

－6，441

1.9％

20,195

2.7％

9,205

7.6％

20,994

-8.4％

－3，004

-4.4％

-310

4. 1％

26,885



浬期Fの推移 ：成2
■■

■

司往

1刑事（既済）は再審事件を含む。
2民事（未済）は中断・中止を除く （ただし，平成11年以降は中断・中止を含む。 ） 。
3平成29年の数値は速報値である。

(注）

【資料6】

既 済

高 裁 地 裁 簡 裁

民事

通常

控訴審

刑事

控訴審

民事

通常

第一審

刑事

通常

第一審

刑事

通常

第一審

０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
日

民事

通常

第一審

未 済

高 裁 地 裁 簡 裁

民事｜刑事
通常｜

控訴審！ 控訴審

民事

通常

第一審

刑事

通常

第一審

民事

通常

第一審

刑事

通常

第一審

10 9.8 4.1 、 9．3 3.1 2.3 2.2 9．3 1 4．1 13.2 4.2 3.7 1.8

11 9.0 3.9 9.2 3.2 2.2 2.2 9.0
０
１
０
《 3.8 12.6 3.6 3.7 2.0

12 8.4 3.7 8.8
●
■
■
三
■
■
■
■

3.2 2．1 2.2 8.3 ! 3.68.3 1 3．6 11．7 3.4 3.5
■

口

■

甲

の

■

■

■

■

1.8

13 7.9 3.9 8.5 3.3 2.0 2.3 7.4 i 3.3 11.2 3.4 3.4 1．7

14 7.4 3.7 8.3 3.2 2.0 2.2 7．0 1 3．3 10.9 3 4 3.4 1.7

15 7 1 3.6 8.2 3.2 2.0 2.3 6.8 3.0 10.3 3 4 3.4 1.6

16 6 9

■
■
■
■
■
■
■
■

Ⅱ

3.3 8.3
》
０
０
０

3.2 2.0 2.3 6.5 3.0 10．5 1 3 4 3.4 ・ 1．6

17 6 5
１
１
１■

3.3 8.4
■
、
一
■
■
一
■
■
■

3.2 2.1 2.2 6.0 2.8 9.9 3 4 3.3 1.7

18 6 2
１
０
》
凸
日
日

3.2 7.8 3.1 2.1 2.1 5．6 1 2．8 9.1 3.3 3.2 1.6

19 5 9 3.3 6.8 3.0 2.2 2.1 ､5．8
ｇ
■
Ｕ
■
■
■

2.7 8.5 3.2 3.3 1.6

20 5.9 3．1 6.5 2.9 2.3 2.0 5．7 1 2．8 8.3 2.9 3 3 1.6

21 6.0

Ⅲ

■
■
■
■
■
ｑ
■

１

3.2 6.5 2.9 2.6 2.0 5.4 2.7 7.7 3.0 3 4 1.6

22 5.6 １
１
８

3.2 6.8 2.9 2.8 2..1 5.3 2.5 8.3 3.2 3 4 1.6

23 5.9 3.1 7.5 3.0 2.9 2.1 5.2 2.7 9.0 3.2 3 5 1.6

24 5.4 3．1
0

7.8 i 3.0 2.6 2.1 5.5
０
１
０ 2.9 9.3 3.4 3 6 1.8

25 5.2
■
■
ｑ
■
ｑ
■
■
■
一日

3.2 8.2
●
一
■
甲
■
■
○
一

3.1 2.6 2.0 6．3 1 2．5 9.7 3．1 3.9 1．7

26 5.5
０
０
日■

3.1 8.5
６
８
０
《 3.0 2.7

０
０
１ 2．1 6.7

０

１

０ 2.5 9.8 3.2 4.0 1.6

27 6.1
■
｝
■
》
■
■
■
１

3.2
■

8．7 1 3．0 2.8
■
一
■
■
一
■
■
■
■

2.2 6.0 2.6 9.8 3.4 3.9 1．5

28 5.8
８
０
１

3.3 8.6
Ｕ
《
８
０
皇

3.2 2.8
０
１
０
凸

2.2 5.5 2.4 10.0 3.5 3.7 i 1．7
29 5.7 3.4

i

8.7 ： 3．2 8 ! 2.22.8 1 2．2 5.1 2.5 10.2 3.6 3．6 1 1．7



【資料7】

下級裁判所事務処理規則

昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号

改正昭和23年12月28日最高裁判所規則第38号

昭和24年7月1日最高裁判所規則第12号

昭和25年11月15日最高裁判所規則第25号

昭和28年6月30日最高裁判所規則第9号

昭和29年6月1日最高裁判所規則第8号

昭和30年11月17日最高裁判所規則第10号

昭和32年6月15日最高裁判所規則第11号

昭和34年10月1日最高裁判所規則第12号

昭和39年3月26日最高裁判所規則第2号

昭和40年3月31日最高裁判所規則第5号

昭和41年10月15日最高裁判所規則第8号

昭和44年3月25日最高裁判所規則第1号

昭和44年9月1日最高裁判所規則第6号

昭和48年7月16日最高裁判所規則第5号

昭和59年3月29日最高裁判所規則第2号

昭和61年10月30日最高裁判所規則第5号

昭和63年7月20日最高裁判所規則第4号

平成6年6月30日最高裁判所規則第3号

平成16年3月31日最高裁判所規則第7号

平成17年2月14日最高裁判所規則第7号

平成24年3月12日最高裁判所規則第2号

0

1

下級裁判所事務処理規則を次のように定める。

下級裁判所事務処理規則

第一条この規則で、裁判所とは、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所をい

う。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二条司法年度は、一月一日に始まり、十二月三十一日に終る。

第三条高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の各支部に勤務する裁判官が一人のときは、

その裁判官を支部長とし、二人以上のときは、最高裁判所がそのうちの一人に支部長を命ず

る。

②支部長は、当該支部の事務を総括する。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第四条各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置く。高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに

家庭裁判所及び家庭裁判所の支部に部を置くことができる。

②部の数は､最高裁判所が当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の

所長の意見を聞いて、これを定める。

③部には、合議体を構成するに足りる裁判官を置く。

④部に属する裁判官のうち一人は、部の事務を総括する。

⑤前項の規定により部の事務を総括する裁判官は、高等裁判所長官、地方裁判所長、家庭裁



【資料7】

判所長又は知的財産高等裁判所長若しくは高等裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所の支
部長が属する部においては、その者とし、その他の部においては、毎年あらかじめ、最高裁

判所が、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞い
て、指名した者とする。

⑥最高裁判所は､前項の指名を受けた裁判官に病気その他の事由により引き続き差支のある

ときは、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞い

て、その指名を取り消すことができる。

（昭二三最裁規三八・昭二九最裁規八・昭三○最裁規一○・昭五九最裁規二・平一七最裁規
七・一部改正）

第五条合議体は、一の部又は支部の裁判官でこれを構成する。

②合議体では、第三条第二項又は前条第四項の裁判官が裁判長となる。但し、部が置かれな

い家庭裁判所においては、家庭裁判所長が裁判長となる。

③前項の裁判官に差し支えのあるときは､第六条第一項又は第三項の規定により定められた

順序により、他の裁判官が裁判長となる。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

第六条高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所における裁判事務の分配、裁判官の配置及び

裁判官に差支のあるときの代理順序については、毎年あらかじめ、当該裁判所の裁判官会議

の議により、 これを定める。

②各部又は各支部の裁判官に対する裁判事務の分配は、当該部又は当該支部において、これ

を定める。

③前二項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における裁判事務の分配､裁判官の配置

及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序については、毎年あらかじめ、知的財産高等裁

判所に勤務する裁判官の会議の議により、これを定め、知的財産高等裁判所の各部の裁判官

に対する裁判事務の分配は、当該部において、これを定める。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

第七条前条第一項又は第三項（各部の裁判官に対する裁判事務の分配に係る部分を除く。 ）

の規定により定められた事務の分配、裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理

順序は、一の部の事務が多過ぎる場合、裁判官が退官、転官又は転所した場合その他長期に

わたる欠勤等のために裁判官に引き続き差支のある場合を除いては、司法年度中、これを変

更しない。

（平一七最裁規七・一部改正）

第八条二人以上の裁判官を置く簡易裁判所の裁判官に対する裁判事務の分配及び簡易裁判

所の裁判官に差支のあるときの代理順序は、毎年あらかじめ、監督地方裁判所が、これを定

める。

②前条の規定は､前項の規定により定められた事務の分配及び裁判官に差支のあるときの代

理順序について、これを準用する。

第九条開廷の日割は、各裁判所が、毎年あらかじめ、これを定め、庁内の公衆の見やすい場

所に掲示しなければならない。但し、簡易裁判所においては、司法行政事務を掌理する裁判

官がこれを定める。

②前項本文の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における開廷の日割は、知的財産高等

裁判所が、毎年あらかじめ、これを定め、庁内の公衆の見やすい場所に掲示しなければなら

ない。

（平一七最裁規七・一部改正）
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第十条裁判官が、その勤務する裁判所の所在地外で職務を行おうとするときは、当該裁判所
にその旨を届け出なければならない。

第十条の二第四条の部に裁判所書記官及び裁判所速記官を置く。

②各地方裁判所及び各家庭裁判所の裁判官で第四条の部に属しないもの及び各簡易裁判所
の裁判官は、前項の規定の適用については、第四条の部とみなす。

（昭二五最裁規二五・追加、昭三二最裁規一一・昭四○最裁規五・平一六最裁規七・一部改
正）

第十一条裁判所は、当該裁判所及び管轄区域内の裁判所の裁判所書記官及び裁判所速記官に、

互いにその職務を補助させることができる。

（昭二四最裁規一二・昭三二最裁規一一・昭四○最裁規五・平一六最裁規七・一部改正）

第十二条裁判官会議は、高等裁判所においては高等裁判所長官が、地方裁判所においては地

方裁判所長が、家庭裁判所においては家庭裁判所長が、必要に応じてこれを招集する。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第十三条各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事（判事の権限を有する判事補

を含む。 ）の三分の一以上が会議の目的及び招集の理由を明らかにして請求したときは、高

等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長は、速やかに裁判官会議を招集しなければな

らない。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第十四条裁判官会議の議に付すべき事項は、あらかじめ、当該裁判官会議を組織する各裁判

官にこれを通知しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合は、 この限りでない。

第十五条裁判官会議は、公開しない。但し、裁判官会議の許可を受けた者は、これを傍聴す

ることができる。

②判事補（判事の権限を有する者を除く。 ）及び高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の

裁判官の職務を行う裁判官は、所属の裁判所又は当該職務を行う裁判所の裁判官会議に出席

して、意見を述べることができる。

③事務局長は、裁判官会議に出席して、意見を述べることができる。但し、裁判官会議にお

いて適当と認めるときは、その出席を拒み、又はこれを退席させることができる。

④首席書記官及び首席家庭裁判所調査官は、所管事務に関し、裁判官会議に出席して、意見

を述べることができる。この場合においては、前項但書の規定を準用する。

⑤裁判官会議において適当と認めるときは、当該裁判官会議を組織する裁判官以外の者の出

席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。

（昭二三最裁規三八・昭二五最裁規二五・昭四一最裁規八・一部改正）

第十五条の二検察審査会事務局長は、当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所の定め

るところにより、検察審査会の事務局の職員に関する事項について､裁判官会議に出席して、

意見を述べることができる。

（昭四四最裁規六・追加）

第十六条裁判官会議は、当該裁判官会議を組織する裁判官の半数以上が出席しなければ決議

をすることができない。

第十七条裁判官会議の議事は、出席裁判官の過半数で、これを決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

第十八条裁判官会議の議事については、議事録を作らなければならない。

②議事録には、出席者の氏名、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及びこれを作

った者が、これに署名しなければならない。
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第十九条緊急の事情のため裁判官会議を開くことができない場合には、高等裁判所長官、地

方裁判所長又は家庭裁判所長は、応急の措置を講ずることができる。この場合には、次の裁
判官会議において承認を得なければならない。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二十条司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判官会議を組織する一

人又は二人以上の裁判官に委任することができる。

②裁判官が、前項の規定により、その委任された事務を処理したときは、次の裁判官会議に

これを報告しなければならない。

第二十条の二第十二条から前条まで（第十五条の二を除く。 ）の規定は、知的財産高等裁判

所に勤務する裁判官の会議について準用する。この場合において、第十二条中「高等裁判所

においては高等裁判所長官が、地方裁判所においては地方裁判所長が、家庭裁判所において

は家庭裁判所長が」とあるのは「知的財産高等裁判所長が」と、第十三条中「各高等裁判所、

各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事（判事の権限を有する判事補を含む。 ） 」 とあるのは

「知的財産高等裁判所に勤務する判事」 と、同条及び第十九条中「高等裁判所長官、地方裁

判所長又は家庭裁判所長」 とあるのは「知的財産高等裁判所長」 と、第十五条第二項中「判

事補（判事の権限を有する者を除く。 ）及び高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判

官の職務を行う裁判官」 とあるのは「高等裁判所の裁判官の職務を行う裁判官のうち知的財

産高等裁判所に勤務する裁判官」 と、同条第三項中「事務局長」 とあるのは「知的財産高等

裁判所事務局長」と、同条第四項中「首席書記官及び首席家庭裁判所調査官」とあるのは「知

的財産高等裁判所首席書記官」 と読み替えるものとする。

（平一七最裁規七・追加）

第二十一条高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長は、所属の裁判所の監督に服す

る裁判所職員に対し、事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二十二条各高等裁判所長官、各地方裁判所長、各家庭裁判所長、各支部長又は部の事務を

総括する各裁判官に差支のある場合において、司法行政事務についてこれを代理する者の順

序は、毎年あらかじめ、所属の裁判所の裁判官会議の議により、これを定める。

②前項の規定による代理順序を変更する必要が生じたときは、当該裁判官会議の議により、

これを変更する。

③第一項の規定にかかわらず､知的財産高等裁判所長又は知的財産高等裁判所の部の事務を

総括する各裁判官に差し支えのある場合において、司法行政事務についてこれを代理する者

の順序は、毎年あらかじめ、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議により、これ

を定める。

④第二項の規定は、前項の規定による代理順序について準用する。この場合において、第二

項中「裁判官会議」 とあるのは、 「知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議」 と読み替

えるものとする。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

第二十三条司法行政事務を掌理する簡易裁判所の裁判官に差支のある場合において、これを

代理する者の順序は、毎年あらかじめ、所属の裁判所を監督する地方裁判所が、これを定め

る。

②前項の規定による代理順序を変更する必要が生じたときは､監督地方裁判所がこれを変更

する。

第二十四条各高等裁判所の事務局に総務課、人事課及び会計課を、各地方裁判所及び各家庭
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裁判所の事務局に総務課及び会計課を置く。

②高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の各支部並びに各簡易裁判所に庶務課を置く。

③前項の規定にかかわらず､知的財産高等裁判所事務局に庶務第一課及び庶務第二課を置く。

④第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の指定する簡易裁判所に、その庶務をつかさどら

せるため、事務部を置く。事務部に第一課及び第二課を置く。

⑤各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に事務局次長一人（最高裁判所の

指定する裁判所にあっては最高裁判所の定める員数）を置き、裁判所事務官の中から、最高

裁判所が、これを補する。事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

⑥知的財産高等裁判所事務局に知的財産高等裁判所事務局長を置き、裁判所事務官の中から、

最高裁判所が、これを補する。知的財産高等裁判所事務局長は、知的財産高等裁判所長の監

督を受けて、知的財産高等裁判所事務局の事務を掌理し、知的財産高等裁判所事務局の職員

を指揮監督する。

⑦第四項に規定する事務部に事務部長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これ

を補する。事務部長は、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の監督を受けて、事務

部の事務を掌理し、事務部の職員を指揮監督する。

⑧各課に課長一人を置き、当該裁判所に勤務する裁判所事務官で最高裁判所の定める基準に

該当するものの中から、高等裁判所の課長については当該高等裁判所が、地方裁判所、家庭

裁判所又は簡易裁判所の課長については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が、これ

を命ずる°課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

⑨各課の組織及び所掌事務に関しては、最高裁判所が別に定める。

⑩裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所の認可を得て、第一項及び第二項の規定

に異なる定をすることができる。

（昭三四最裁規一二・全改、昭三九最裁規二・昭四四最裁規一・昭四四最裁規六・昭四八最

裁規五・昭六一最裁規五・昭六三最裁規四・平六最裁規三・平一七最裁規七・平二四最裁規

二・一部改正）

第二十五条削除（昭二八最裁規九）

第二十六条地方裁判所又は家庭裁判所が、最高裁判所に、簡易裁判所が、最高裁判所又はそ

の監督上級の高等裁判所に指示を求め､.又は報告をするには､特別の定のある場合を除いて、

中間の監督上級裁判所を経由しなければならない。但し、緊急の事項については、直接に指

示を求め、又は報告をすることができる。この場合においては、当該地方裁判所、当該家庭

裁判所又は当該簡易裁判所は、速やかに中間の監督上級裁判所にその旨を報告しなければな

らない。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第二十七条裁判所と中央官庁､外国に在る日本の官庁及び外国官庁との間に文書を往復する

には、特別の定のある場合を除いて、最高裁判所を経由しなければならない。但し、中央官

庁との間に訴訟書類を往復する場合は、この限りでない。

第二十八条各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所、知的財産高等裁判所及び司法行政

事務を掌理する簡易裁判所の各裁判官は、この規則の施行に関して必要な事項を定めること

ができる。ただし、司法行政事務を掌理する簡易裁判所の裁判官が定める場合には、当該裁

判所を監督する地方裁判所の認可を得なければならない。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規七・一部改正）

附則

この規則は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。
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附則（昭和二三年一二月二八日最高裁判所規則第三八号）抄

第八条この規則は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附則（昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号）

この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附則（昭和二五年一一月一五日最高裁判所規則第二五号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和二八年六月三○日最高裁判所規則第九号）

この規則は、昭和二十八年七月一日から施行する。

附則（昭和二九年六月一日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三○年一一月一七日最高裁判所規則第一○号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三二年六月一五日最高裁判所規則第一一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和三四年一○月一日最高裁判所規則第一二号）

1この規則は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

2この規則施行の際現に課長又は主任の職にある者は、この規則による改正後の第二十四条

の規定により、この規則施行の日に、それぞれ課長又は室長を命ぜられたものとみなす。

附則（昭和三九年三月二六日最高裁判所規則第二号）抄

1この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則（昭和四○年三月三一日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則（昭和四一年一○月一五日最高裁判所規則第八号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（昭和四四年三月二五日最高裁判所規則第一号）

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則（昭和四四年九月一日最高裁判所規則第六号）抄

1この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2この規則施行の際現に資料室長の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、当該裁

判所の資料課長を命ぜられたものとみなす。

附則（昭和四八年七月一六日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

附則（昭和五九年三月二九日最高裁判所規則第二号）

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則（昭和六一年一○月三○日最高裁判所規則第五号）

この規則は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

附則（昭和六三年七月二○日最高裁判所規則第四号）

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

附則（平成六年六月三○日最高裁判所規則第三号）

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

附則（平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号）抄

1この規則は、裁判所法の一部を改正する法律（平成十六年法律第八号）の施行の日 （平成

十六年四月一日）から施行する。
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附則（平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号）

この規則は､知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)の施行の日 （平成十
七年四月一日）から施行する。

附則（平成二四年三月一二日最高裁判所規則第二号）

この規則は，平成二十四年四月一日から施行する。日から施行する。
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